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 ＜今回のガイドラインの掲載内容＞ 

 本ガイドラインの【計画編】は、第２章が地震、第３章が津波と、第２章以降はそれぞれの災

害事象に対応した内容が掲載されています。今後は、洪水、高潮、土砂災害等、中部圏で起こり

うる災害事象に対応した新たな章を追加して、改定していきます。 

 本ガイドラインの【実践編】も、【計画編】で掲載している災害事象に併せて、地震、津波に

対応した取組事例を掲載しています。洪水、高潮等災害事象の【計画編】への追加に併せて、

【実践編】にも、それらに対応した取組事例を追加していきます。 
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1.災害に強いまちづくりガイドライン策定の背景 
◆災害に強いまちづくりガイドライン策定の背景 
 南海トラフ地震発生の切迫性、風水害の頻発化・激甚化を受けた、総合的

の防災・減災対策を推進するため、地方公共団体の取組支援 
 【解説】 

①地震・津波災害に強いガイドライン策定の

経緯  

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

の甚大な被害を受け、「地震・津波災害に強いまち

づくり検討委員会」（委員長：名古屋大学減災連携

研究センター・センター長(現：あいち・なごや強靱化共創

センター・センター長）福和伸夫教授）は、南海トラフ

巨大地震の発生により甚大な被害が想定される中

部圏において防災・減災のまちづくりを進めるた

めの着眼点・留意点を示した「地震・津波災害に

強いまちづくりガイドライン」を平成 26 年 2 月

に策定しました。 

②新たなガイドライン(災害に強いまちづくり

ガイドライン)策定の背景  

 東日本大震災発生後も、熊本地震（平成 28 年

4 月 14 日・16 日）、大阪北部地震（平成 30 年

６月１８日）、北海道胆振東部地震（平成 30 年９

月６日）等の大規模な地震災害が発生しました。

地震災害に加え、関東・東北豪雨（平成 27 年 9

月）、平成 30 年 7 月豪雨（平成 30 年 7 月）、令

和元年東日本台風（令和元年 10 月）、令和 2 年 7

月豪雨等の激甚な水害が毎年のように発生してい

ます。 
頻発する自然災害に対し、国土交通省では令和

2 年 1 月にあらゆる自然災害に対し、総力を挙げ

て防災・減災に取組む「防災・減災対策本部」を

設置し、防災・減災、国土強靱化等の取組を更に

強化することしました。立地適正化計画への防災

指針の策定や流域治水等、総合的に防災・減災対

策を推進する施策が展開されています。 
 このような背景を受け、中部地方整備局は地方

公共団体の防災・減災の取組をより一層支援する

ため、本ガイドラインを新たに策定することとし

ました。 

写真 がれきとなった木造家屋 

（東日本大震災 被災地） 

写真 住宅や店舗の倒壊（熊本地震 熊本市） 
(出典：写真左 熊本市消防局「平成 28 年熊本地震 熊本

市消防局活動記録誌」平成 30 年 3 月 

写真右 熊本市「平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録

誌」平成 30 年 3 月) 

写真 令和 2 年 7 月豪雨の浸水の状況 
(出典：国土交通省 HP「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」) 
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2.ガイドライン策定の目的と利用方法 
◆ガイドライン策定の目的 
 中部圏の地方公共団体が推進する防災・減災の取組を支援 
◆位置付け 
 防災・減災対策を総合的に進めるための計画策定や具体的な施策実施時の

参考資料 
◆利用者 
 地方公共団体（市町村）の防災・減災、都市計画・都市整備の所管課職員 
◆対象災害 
 中部圏に想定されている自然災害 

【解説】  
①ガイドライン策定の目的  

本ガイドラインでは都市計画マスタープラ

ン、立地適正化計画防災指針、都市防災総合推

進事業や住宅市街地総合整備事業の整備計画

等、市街地の防災性向上を図ることを目的とし

て策定する計画を「災害に強いまちづくり計

画」と定義しています。本ガイドラインは、災

害に強いまちづくり計画の立案や施策実施を行

う際の着眼点・留意点を整理したもので、中部

圏の地方公共団体の防災・減災の取組推進を支

援するために策定しました。 
②ガイドラインの位置付け  
 本ガイドラインは「災害に強いまちづくり

計画」検討時や防災・減災施策検討時の参考資

料となるものです。 
③ガイドラインの利用対象者  
 主として中部圏の地方公共団体（市町村）

の防災・危機管理や都市計画・都市整備に関係

する所管課の職員、中でも実務経験の少ない方

を利用対象者として想定しています。 
④ガイドラインの想定災害  
 中部圏には、地震や津波をはじめ、高潮、洪

水、内水氾濫、土砂災害等、様々なハザードが

存在し、かつそれらの災害が複合的に発生する

ことも考えられます。本ガイドラインは中部圏

に起こりうる自然災害を想定災害とします。 
  

（出典：東北地方整備局） 

東日本大震災の津波による被害 
（岩手県 陸前高田市） 

（出典：内閣府「令和 2 年版防災白書」UAV からの写真（国土地理院資料）） 

令和元年東日本 
台風の被害 

（長野県長野市） 
 

紀伊半島大水害 
（平成 23 年）に 
よる土砂災害 

（三重県津市） 
 

（出典：三重県「紀伊半島大水害～平成 23 年台風第 12 号による災害の記録」 

【中部圏に想定される自然災害】 

地震・津波 

洪水・高潮 

土砂災害 
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3.ガイドラインの構成と使い方 
◆計画編と実践編の２部構成 

①計画編 
立地適正化計画防災指針検討時や都市計画マスタープランの防災まちづ

くり編の見直し時等、災害に強いまちづくり計画検討時の参考資料 
 ②実践編 

災害事象ごとに取組事例を掲載 
災害に強いまちづくりの取組実施を検討する時の参考資料 

【解説】 
本ガイドラインは、「計画編」と「実践編」で構

成されています。 

①計画編  

第１章は中部圏で災害に強いまちづくりを進め

るための基本的な考え方や留意点等をとりまとめ

ています。対象とする災害は地域によって異なり

ますが、防災・減災のまちづくりを進めていく上

で基本となる考え方や、防災・減災のまちづくり

計画の策定の流れ等、各災害共通となる事項を整

理しています。立地適正化計画防災指針検討時や

都市計画マスタープランの防災まちづくり編の見

直し時等、災害に強いまちづくりを進めるための

計画策定に参考としてください。 

第２章以降は災害種別ごとの着眼点や留意事項

を掲載しています。地域の災害危険に応じて該当

する章を参考としてください。 

②実践編  

災害種別ごとの取組事例について、概要、取組

ポイント等を掲載しています。地域の災害危険に

応じたハード・ソフトぞれぞれの防災・減災対策

の実施を検討する時等に参考としてください。 
 
 
 
 
 
  

図 構成の概念図 

【計画編】 

第１章 
災害に強いまちづくり基本事項 

第２章 
地震に強いまちづくり 

第３章 
津波に強いまちづくり 

第４章 
洪水に強いまちづくり 

【実践編】 
・災害種別ごとの取組事例をカルテに整理 
・【計画編】を参考として策定した災害に

強いまちづくり計画に掲げた「まちの将

来像」の実現に資する具体施策を検討・

実施する上での参考資料 

・都市計画マ

スタープラ

ンの見直し 
・立地適正化

計画防災指

針等の策定 

・具体的な防災・減災の取組推進 



 

0.4 
災害に強いまちづくりガイドライン 

4.中部圏で想定される自然災害 
◆中部圏では繰り返し発生する、さまざまな自然災害への対応が必要 

①大規模地震 
②津波 
③水災害（洪水氾濫※、高潮※、内水氾濫※、土砂災害※）※今後取り扱う災害 

【解説】  
①大規模地震  

南海トラフを震源とする地震は繰り返し発生

しており、地震規模Ｍ８～９クラスの地震は 30

年以内に 70～80％の確率で発生するとされて

います。中部圏では震度５強から７の強震に襲

われ、建築物の倒壊や急傾斜地の崩壊、地震火

災等で大きな被害が発生することが想定されて

います。 

また、南海トラフの想定震源域及びその周辺

で異常な現象が観測された場合「南海トラフ地

震臨時情報」が発表されます。南海トラフ地震

臨時情報が発表れると、県、市町村は日頃から

の地震への備えの再確認を住民に呼びかけます 

(次ページ参照) 。 

②津波  
 南海トラフ巨大地震により、静岡県、愛知

県、三重県の臨海部で 20ｍを超える津波が発

生することが想定されています。津波到達時間

は最短で２分となっており、津波によって 10

万人以上の人的被害が想定されています。 

③水災害  
 洪水、内水氾濫（雨水出水）、高潮による災

害及び土砂災害を、本ガイドラインでは「水災

害と呼びます。中部圏は台風の常襲地であり、

これまで数多くの台風や豪雨で大きな被害に見

舞われてきました。 
 臨海部は洪水、高潮により面的かつ長期間に

わたって浸水することが想定されており、広域

的な避難の取組も進められています。 
 内陸の丘陵地や中山間地では土砂災害の危険

のあるエリアが多いため、人命被害や、集落の

孤立等が懸念されます。  

【糸魚川市駅北大火】 
・発災日時：平成 28 年 12 月 22 日 10 時 20 分頃 

※鎮火は約 30 時間後の翌日 23 日午後 16 時 30 分。 

・焼失棟数 147 棟、焼失面積約４ha 

・フェーン現象で乾燥した南からの強風（最大瞬間風速

27.2ｍ/ｓ）にあおられ、飛び火によって同時多発的

に延焼が拡大した。火災としては初めて被災者生活再

建支援法が適応された。 

 
延焼する市街地と消火活動 

（出典：糸魚川市ＨＰ／糸魚川市駅北大火の概要） 

【御嶽山噴火災害】 
・発災日時：平成 26 年 9 月 27 日 11 時 52 分頃 

・当日は週末であり、多くの登山客が訪れていた。噴石

等により 60 人以上の死者・行方不明者が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴石で穴の開いた山小屋の屋根 
（出典：長野県ＨＰ／写真で見る「御嶽山噴火災害における救助活動状況」） 

 
④その他の災害  
 このほか、噴火災害、大規模火災等の災害

も考えられます。 
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【南海トラフ地震臨時情報について】 
①南海トラフ地震臨時情報とは  
 南海トラフ沿いで大規模地震や地殻変動など

異常な現象が観測され、南海トラフ地震の発生

可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価

された場合に気象庁から発表される情報です。

異常な現象が観測されると、気象庁は観測され

た現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連

するかどうか調査を開始し、その評価結果に応

じて、巨大地震警戒、巨大地震注意等の南海ト

ラフ臨時情報を発表します。 

南海トラフ臨時情報は、異常な現象が観測さ

れてから、最短で 2 時間程度で発表されます。 

②南海トラフ臨時情報が発表されたときの

市町村の取るべき対応  
 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）」が発表されたら、市町村は、最初の地震

発生から１週間を基本として、地震への備えの

再確認等と沿岸域等、地震発生後の避難では間

に合わない可能性のある地域に対し避難準備等

を呼びかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術資料 

内閣府 南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対

応検討ガイドライン【第１版】（令和 3 年 5 月一部

改定） 

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/honbun

_guideline2.pdf 

※1 南海トラフの想定震源域内のプレート境界において M8.0 以上の地震が発生した場合

（半割れケース） 

※2 南海トラフの想定震源域内のプレート境界において M7.0 以上、M8.0 未満の地震が

発生した場合、または南海トラフの想定震源域内のプレート境界以外や想定震源域

の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で M7.0 以上の地震が発生した場合（一部割れ

ケース） 

※3  ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が

明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合（ゆ

っくりすべりケース） 

 プレート境界のⅯ８以上の地震 ※1 Ⅿ７以上の地震 ※2 ゆっくりすべり ※3 

発生直後 
（「ゆっくりすべりケー

ス」は検討が必要と認め

られた場合） 

 個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始  今後の情報に注意 

（最短） 

2 時間程度 

 

 

 

 

 

1 週間 

巨大地震警戒対応 

 日頃からの地震への備えを再確認する等 

 地震発生後の避難では間に合わない可能

性のある要配慮者は避難、それ以外の者

は、避難の準備を整え、個々の状況等に

応じて自主的に避難 

 地震発生後の避難で明らかに避難が完了

できない地域の住民は避難 

巨大地震注意対応 

 日頃からの地震への備え

を再確認する等 

(必要に応じて避難を自主

的に開始) 

巨大地震注意対応 

 日頃からの地震への備えを再

確認する等 

 

2 週間 巨大地震注意対応 

 日頃からの地震への備えを再確認する等 

(必要に応じて避難を自主的に開始)  大規模地震発生の可能性

がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地

震の発生に注意しながら

通常の生活を行う 

すべりが収まったと

評価されるまで 
 大規模地震発生の可能性がなくなったわ

けではないことに留意しつつ、地震の発生

に注意しながら通常の生活を行う 

大規模地震発生ま

で 

 大規模地震発生の可能性がな

くなったわけではないことに

留意しつつ、地震の発生に注

意しながら通常の生活を行う 
（出典：内閣府「「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第 1 版）」）令和 3 年 5 月(一部改定) 

 

表 住民・企業の防災対応の流れ 

南海トラフの想定震源域 

またはその周辺で 

M6.8 以上の地震が発生 

南海トラフの想定震源域の 

プレート境界面で 

通常とは異なるゆっくり

すべりが発生した可能性 

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発表 

有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を 

開催し起こった現象を評価 

プレート境

界のⅯ８以

上の地震※１ 

Ⅿ７以上の

地震※2 

ゆっくり 
すべり※3 

左の条件を

満たさない

場合 

南海トラフ地震

臨時情報 

（巨大地震警戒） 

南海トラフ地震 

臨時情報 
（巨大地震注意） 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（調査終了） 

図 異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ 
（出典：内閣府「「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドラ

イン（第 1 版）」）令和 3 年 5 月(一部改定) 

観測し

た異常

な現象 

異常な

現象に

対する

評価 

評価の

結果発

表され

る情報 
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災害に強いまちづくりガイドライン 

5.中部圏における災害に強いまちづくりの取組経過 
年度 災害 国の施策動向 中部地方整備局における主な取組 

平成 22 年度 
 東日本大震災 
（Ｈ23.3.11） 

  

平成 23 年度 
 台風第 12 号 
（H23.8.30） 

 台風第 15 号 
（H23.9.15） 

 東日本大震災による被災現況調査結果につい

て（第１次報告）（H23.8 発表） 

 津波防災地域づくりに関する法律制定

（H23.12） 

 東海・東南海・南海地震対策中

部圏戦略会議設置（H23.10） 

 「中部圏地震防災基本戦略」中

間とりまとめ公表（H23.12） 

 中部ブロック災害時住宅支援に

係る連絡調整会議設置（H24.1） 

平成 24 年度 
 九州北部地方を中心とす

る大雨 
（H24.7.11） 

 

 南海トラフ巨大地震による被害想定（H24.8

発表） 

 

 「中部圏地震防災基本戦略」策

定（H24.11） 

 広域巨大災害に備えた仮設期の

住まいづくりガイドライン策定

（H25.2） 

平成 25 年度 
 伊豆大島土砂災害 
（H25.10.15） 

 災害対策基本法の改正・地区防災計画制度創

設（H25.6） 

 地震・津波災害に強いまちづく

りガイドライン策定（H26.2） 

平成 26 年度 
 広島土砂災害 
（H26.8.20） 

 御嶽山噴火災害 
（H26.9.27） 

 国土のグランドデザイン 2050 公表 (H26.7） 

 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ

ドラインの策定（H26.9） 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律の一部改正（H27.1） 

 空家等対策の推進に関する特別措置法公布

（H27.2） 

 南海トラフ地震における具体的な応急対策活

動に関する計画の策定（H27.3） 

 都市再生特別措置法の一部改正公布、立地適

正化計画制度創設（H26.5） 

 「中部圏地震防災基本戦略」【第

一次改訂】の公表（H26.5） 

 南海トラフ地震対策中部圏戦略

会議に会議名を改称（H26.6） 

 

平成 27 年度 
 関東・東北豪雨 
（H27.9.9） 

 水防法の改正・想定最大規模の洪水、内水、

高潮の浸水想定区域の提示（H27.11） 

 「水防災意識社会 再構築ビジョン」策定

（H27.12） 

 

平成 28 年度 
 熊本地震 
(H28.4.14・16) 

 台風第 10 号 
（H28.8.26） 

 

 強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靭化基本法の制

定（H28.4）  

 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ

ドラインの改訂（H29.1） 

 地⽅公共団体のための災害時受援体制に関す

るガイドライン（H29.3） 

 

平成 29 年度 
 九州北部豪雨 
（H29.7.5） 

 

 大規模災害時における市町村の行政機能の確

保状況の把握について 通知（H29.4） 

 水防法改正・中小河川リスク情報周知、要配

慮者利用施設管理者への避難確保計画策定義

務化（Ｈ29.6） 

 「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行

動計画」とりまとめ（Ｈ29.6） 

 「中部圏地震防災基本戦略」【第

ニ次改訂】の公表（H29.5） 

平成 30 年度 
 大阪北部地震

（H30.6.18） 
 平成 30 年 7 月豪雨

（H30.6.28～7.3） 
 平成 30 年北海道胆振東

部地震 
（H30.9.6） 

 津波防災地域づくり推進計画作成ガイドライ

ン公表（H30.4） 

 津波防災地域づくりに関する中間とりまとめ

公表（H30.6） 

 都市再生特別措置法の改正（H30.7） 

 復興まちづくりのための事前準備ガイドライ

ン策定（Ｈ30.7） 

 「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行

動計画」改定（H31.1） 

 

令和元年度 
 令和元年房総半島台風

（R1.9.3） 
 令和元年東日本台風

（R1.10.12・24） 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法の成立（R1.6 施行） 

 「気候変動を踏まえた治水対策のあり方」提

言（R1.10） 

 国土交通省 防災・減災対策本部設置(R2.1) 

 都市計画法・都市再生特別措置法改正の閣議

決定・立地適正化計画居住誘導区域等からの

災害レッドゾーンの原則除外・防災指針の策

定(R2.3) 

 広域巨大災害に備えた仮設期の

住まいづくりガイドライン改定

（R2.3） 
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年度 災害 国の施策動向 中部地方整備局における主な取組 
令和２年度 

 令和 2年 7 月豪雨

（R2.7.3） 

 台風第 10 号 

（R2.9.4） 

 

 総力戦で挑む防災・減災プロジェクト発表

（R2.7） 

 水災害対策とまちづくりの連携のあり方につ

いて（提言）（R2.8） 

 宅地建物取引業法施行規則改正・不動産取引

時の水害リスクを重要事項説明として義務付

け（R2.8） 

 都市再生特別措置法の一部改正・流域治水の

推進（R2.9） 

 流域治水関連法改正閣議決定（特定都市河川

法、河川法、下水道法、都市計画法、都市緑

地法、防災集団移転測別措置法、建築基準

法、水防法、土砂災害防止法）・流域治水の実

効性を高める法的枠組み整備（R3.2） 

 流域治水プロジェクト策定（R3.3）  

 住生活基本計画改定閣議決定・頻発・激甚化

する災害新ステージにおける安全な住宅・住

宅地の形成と被災者の住まいの確保、重点密

集市街地見直し（R3.3） 

 

令和３年度 
 令和 3年 7 月豪雨

（R3.7.1） 

 令和 3年 8 月豪雨

（R3.8.11） 

 災害対策基本法改正・避難勧告の廃止、避難

指示の一本化（R3.5） 

 水災害リスクを踏まえた防災まちづくりガイ

ドライン公表（R3.5） 

 流域治水推進行動計画公表（R3.7） 

 中部圏地震防災基本戦略【第三

次改訂】の公表（R3.5） 
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災害に強いまちづくりガイドライン 

1.1 

1-1 災害に強いまちづくりの進め方 
1-1-1 災害に強いまちづくりの視点 

◆災害に強いまちづくりの視点 

①被害を最小化する減災のまちづくり 

②被災しても早期回復できるまちづくり 

【解説】 
 以下の２つの視点を兼ね備えたまちづくりを

進めます。 
①被害を最小化するまちづくり  
大規模な災害からまちを守り、被害を最小化

（減災）できるまちをつくるためには、住民や

企業、関係者等と行政の連携・協働により、防

災・減災の視点、避難、復旧・復興の視点及び

効率的なまちづくりの視点、長期的な視点を持

って、災害に強いまちづくりを進めることが必

要です。 

① ②被災しても早期回復できるまちづくり  
東日本大震災の復興教訓から、災害からの復

興の遅れが、より一層の人口流出と活力低下を

促進することにつながることが改めて浮き彫り

になりました。そのため被災前の減災のまちづ

くりとともに、平時から災害が発生した際のこ

とを想定し、どのような被害が発生しても対応

できるよう、復興に関するソフト的対策を事前

に準備しておく「復興事前準備」が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術資料 

国土交通省 復興まちづくりのための事前準備ガ

イドライン（平成 30 年 7 月） 

https://www.mlit.go.jp/common/0012

46099.pdf 

＜被害を最小化するまちづくりの視点＞ 
南海トラフ地震で津波被害が甚大である

ことが想定されている和歌山県串本町で

は、津波による被害を受けない高台に防災

機能を有する役場庁舎を整備するととも

に、学校等公共施設も高台に整備すること

として、災害に強いまちづくりを推進して

います。 

 
 
・津波浸水想定区域外への庁舎や病院の

高台移転、ヘリポート整備 
・津波避難タワーや避難場所の整備 
・ 

出典：串本町「串本町津波防災地域づくり推進計画」平成 27 年 3 月 

串本町の津波対策の取組 

図 復興事前準備の概念 
（出典：国土交通省「復興まちづくりのため

の事前準備ガイドライン」平成 30 年７月） 

 

https://www.mlit.go.jp/common/001246099.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001246099.pdf


 

災害に強いまちづくりガイドライン 

1.2 

1-1-2 災害に強いまちづくりを進めるための計画づくり 

◆災害に強いまちづくりを進めるための計画づくりの３つのポイント 

①防災性の高い持続可能なまちの将来像の検討 

②ハード対策とソフト対策の両輪による取組の検討 

③短期施策と中長期施策の組み合わせによる推進方策の検討 
【解説】 
 前述の方向性を踏まえたまちづくりを進める

ためには、以下の事項を検討して「災害に強い

まちづくり計画」を作成することが必要です。 
①防災性の高い持続可能なまちの将来像の検討  

それぞれのまちの特性や課題を踏まえて、住

民等と行政で共有できる、防災性の高い持続可

能なまちの姿を描きます。人口減少、少子高齢

化の実態を踏まえたコンパクト・プラス・ネッ

トワークの都市構造への転換、災害危険のある

エリアからの移転促進等、既存の都市構造や土

地利用を見直す必要もあります。 

都市計画マスタープランは概ね 20 年先の都

市構造を位置付けて、都市づくりの方針を定め

ています。まず都市計画マスタープランに基づ

いて、まちの将来像を検討してみましょう。 

②ハード対策とソフト対策の両輪による取組の

検討  
防災・減災対策は、施設整備等のハード対策

と避難対策等のソフト対策を組み合わせて総合

的に推進することが必要です。本章では計画策

定に係るポイントや計画策定方法とともに、地

域防災力向上や被災しても早期回復するまちづ

くりに係るポイント、計画検討時等のデータ活

用に係るポイントを掲載しています。 

③短期施策と中長期施策の組み合わせによる推

進方策の検討  
都市計画道路や防潮堤等のハード整備には長

期間を要する事業が多くありますが、「人の命

を守る」ための短期施策は直ちに着手する必要

があります。中長期施策とともに事業期間が３

～５年の短期施策を検討し、施策メニューとし

て体系化します（次頁参照）。 

 

図 災害に強いまちづくり計画の策定フロー 
（出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」令和 3 年 10 月

版を参考に作成） 
 
注：この経過策定フローは、一般的なまちづくりに係る計画

検討を行うときの手順を示したものです。立地適正化計画を

初めて策定するときは、現況把握・課題分析の項目で災害ハ

ザードの把握やリスクの高い地域等の抽出等を、防災以外の

都市に係わる事項と一緒に検討します。防災指針のみを策定

するときは、防災・減災に係る事項をこのフローに沿って検

討していくことになります。 

２．まちの将来像とまちづくり方針の検討 

１．現状把握・課題分析 

（１）災害に強いまちづくりに関連する

計画や関係施策等の整理 

（２）都市が抱える課題の分析及び 

解決すべき課題の抽出 
災害ハザード情報と都市の情報の重ね等合わせ等

 

（１）まちの将来像の検討 
防災性の高い持続可能なまちの将来像検討 

３．災害に強いまちづくり方策の検討 

（２）まちづくりの方針の検討 
地区課題を踏まえ、まちの将来像実現のための

まちづくりの方針検討 

（１）具体的な取組検討 
具体的なハード・ソフトの取組検討 

（２）取組のスケジュールと目標値の

検討 
短期施策と中長期施策の組み合わせ 

 

（３）事業手法の検討 
防災・減災に関連する制度の活用 
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災害に強いまちづくりガイドライン 

1.3 

表 災害に強いまちづくり施策体系（例） 

 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 

1.4 

1-2 災害に強いまちづくりの基本認識 
1-2-1 防災・減災の基本的な考え方（基本事項） 

◆災害に強いまちを作るために考えておかなければならない基本事項 

① 安全で確実な避難の確保 

② 災害に強い都市構造の構築 

③ 災害に強い組織・人・企業を作る 

④ 事前復興まちづくりの準備 

【解説】 
①安全で確実な避難の確保  

命を守るには「迅速な避難」が欠かせません。

そのためには、短期施策として「安全で確実な避

難の確保」が重要です。また、避難するために

「災害に強い組織・人を作る」ことを合わせて行

う必要があります。 
②災害に強い都市構造の構築  

災害に強いまちは短期的にはできません。まち

づくりは長期的な視点をもち、「災害に強い都市構

造の構築」を行うとともに、「災害に強い組織・人

を作る」ことを強化しなければなりません。 
③災害に強い組織・人・企業を作る  

命を守るための「迅速な避難」は地域住民が主

体となって行う必要があります。また、災害に強

い都市構造の構築には、地域住民の合意がなけれ

ばなりません。そのためには、「災害に強い組織・

人を作る」ことを進めなければなりません。また

近年、広域的な災害が頻発化していることから、

周辺自治体や企業、民間団体等様々な主体との連

携を強化する必要があります。 
④事前復興まちづくりの準備  

予防としての減災のまちづくりとともに、被災

しても早期に復旧・復興できるように、過去の災

害課題や教訓を踏まえ、事前復興まちづくりの準

備を行っておく必要があります。特に中部圏では

産業機能の早期回復に向け、企業の施設・設備の

災耐化や BCP 策定等を進めていくことが必要で

す。 
図 防災・減災の基本的な考え方 

①安全で確実な避難の確保 ハザードマップ・避難

計画等の整備促進 

安全な避難空間の 

確保 

・自己の判断で速やかな避難

ができる訓練（自助・共助） 

・最短の避難路や避難施設の 

整備等（公助）  等 
災害対策を必要と 

する施設対策 

確実な避難行動の 

確保 

②災害に強い都市構造の構築 

災害リスクに対応した

土地利用計画 

火災に強いまちの 

形成 

災害対策を必要と 

する施設対策 

地域の孤立対策 

・施設対策による被害軽減、復

興の迅速化（自助・共助） 

・まちづくりに併せた重要施設

の見直し（自助・共助） 

・災害リスクを低減するための

土地利用計画（自助・共助・公

助） 等 

③災害に強い組織・人をつくる 

様々な主体との連携 

人材の育成 

・個人・地域・市町村・県・国の

役割分担と連携 

・企業、民間団体等様々な主

体との連携 

④事前復興まちづくりの準備 地籍調査の実施 

復興まちづくりの 

検討 

・事前復興準備の取組 

・復興後のまちの姿の検討 
復興体制整備 

長期的・短期的施策を検討 

＜具体的な考え方＞ 
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災害に強いまちづくりガイドライン 

1.5 

1-2-2 土地利用の基本的な考え方 

◆土地利用※の基本的な考え方 

①災害ハザードエリアへの新規立地を抑制 

②災害ハザードエリアからの移転の促進 

③居住エリアの安全確保 

【解説】

①災害ハザードエリアへの新規立地を抑制  
災害ハザードエリアのうち、災害発生の危

険性が高く甚大な被害が発生することが想定

される区域（災害レッドゾーン）では、原則

として開発を抑制します。 
②災害ハザードエリアからの移転の促進  

災害ハザードエリアに立地する既存の住宅

や要配慮者利用施設等は安全性が確保される

区域への移転を促進します。また、都市機能

や居住機能の誘導を図る区域では、災害レッ

ドゾーンを原則として除外します。 
③居住エリアの安全確保  

災害ハザードを許容して都市機能や居住機

能を誘導する場合は、避難路や避難地の確

保、避難施設等の整備、警戒避難体制の整備

等、防災・減災の取組方策を定めて、防災性

を確保するためのまちづくりに取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

技術資料 

国土交通省 都市再生特別措置法の一部を改正す

る法律（令和 2 年法律第 43 号） 
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan

/content/001348697.pdf 

表 災害ハザード情報（出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」令和 3 年 10 月版から作成） 

ハザード 区域 外力規模・区域設定条件 

洪水 浸水想定区域 ○想定最大規模（区域、浸水深、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域） 

○計画規模（区域浸水深）  ○その他外力 

浸水実績図（区域、浸水深） 

雨水出水

（内水） 

雨水出水（内水）浸水想定区域 ○想定最大規模（区域、浸水深、浸水継続時間、水深の時間変化） 

○その他外力 

浸水実績図（区域） 

高潮 高潮浸水想定区域 ○想定最大規模（区域、浸水深、浸水継続時間） 

○その他外力 

津波 津波浸水想定 ○最大クラス（区域、浸水深） 

津波災害警戒区域（イエロー） 人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域 

津波災害特別警戒区域（オレンジ） 一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域 

津波災害特別警戒区域（レッド） 特別警戒区域内の区域であって市町村の条例で定める用途を制限 

土砂災害 土砂災害警戒区域（イエロー） 土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域（政令で定める） 

土砂災害特別警戒区域（レッド） 警戒区域のうち、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき

土地の区域（政令で定める） 

 

図 災害ハザードエリア

からの移転のイメージ 
 

出典：国土交通省「移転の促進に関する制度」） 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 

1.6 

1-2-3 目指すべき都市の骨格構造の検討 

◆目指すべき都市の骨格構造の検討のポイント 

①概ね 20 年先の都市の姿を展望 

【解説】 
①概ね 20 年先の都市の姿を展望  
 災害に強いまちづくりを進めるには、あら

かじめ中長期的な視点に立った都市の将来像

を明確にし、その実現に向けての大きな道筋

を明らかにしておくことが、極めて重要で 

す。 

国や県では、大規模地震や頻発する風水害

で被災することを想定した、50 年先の将来

像を見据えて取組を進めていく必要がありま

す。 
 市町村では、国や県の計画を踏まえ、都市

計画マスタープランや立地適正化計画等に都

市構造や都市の将来像を描いてまちづくりに

取り組んでいきます。 

 都市計画マスタープラン、立地適正化計画

の概ねの計画期間は 20 年とされており、社

会状況の変化やまちづくり施策の変化等に対

応して、適宜見直しを行っていくものです。 

 このことを踏まえて、災害に強いまちづく

り計画を市町村が策定するときに描く、目指

すべき都市の骨格構造は概ね 20 年先の姿と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術資料 

国土交通省 第 11 版 都市計画運用指針（令和 2 年 9

月策定、令和 3 年 11 月一部改定） 
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content

/001429824.pdf 

＜立地適正化計画の概要＞ 
・立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商

業、公共交通等の様々な都市機能の誘導によ

り、都市全域を見渡したマスタープランとして

位置づけられる「市町村マスタープランの高度

化版」。 

・居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコ

ンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連

携により、『コンパクトシティ・プラス・ネット

ワーク』のまちづくりを推進。 

・頻発・激甚化する自然災害への対応するため、

総合的な防災・減災対策を講ずるため、居住誘

導区域等を対象とした防災指針を作成。 

・作成主体は市町村で、広域都市計画区域や広域

生活圏・経済圏が形成されている場合は当該複

数の市町村が共同でも作成できる。 

・計画の区域は都市計画区域内。 

・概ね 20 年先の都市の姿を展望。 

・概ね 5 年ごとの評価と、必要に応じた見直しを

実施、時間軸を持ったアクションプランとして

運用することで効果的なまちづくりが可能。 
（出典：国土交通省 HP「立地適正化計画の意義と役割」、都市計画運用

指針（11 版）から作成） 

 

図 三重県四日市市の立地適正化計画で定める 

都市構造 
（出典：四日市市 HP「立地適正化計画」令和 2 年 3 月） 
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災害に強いまちづくりガイドライン 

1.7 

1-3 災害に強いまちづくり計画策定方法 
1-3-1 災害に強いまちづくり計画策定のステップ 

◆災害に強いまちづくり計画検討の前に必要な最初のステップ 

①災害に強いまちづくりに関連する計画や関連施策の整理 

②都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出 

③まちの将来像とまちづくり方針の検討 

【解説】 
 災害に強いまちづくりの「基本認識」を踏

まえた上で、立地適正化計画の防災指針の策

定の手順を例に、「災害に強いまちづくり計

画」の策定方法を、右に示したフローに従っ

て解説します。 
①災害に強いまちづくりに関連する計画や関

連施策の整理  
 最初に災害に強いまちづくりに関連する既

存の計画、防災・減災に関連する施策を収

集・整理します。現在実施している計画だけ

でなく、過去に行った事業、他部署の計画や

事業も把握します。 

②都市が抱える課題の分析及び解決すべき課

題の抽出  
 次に、都市の現状を把握し、解決すべき防

災課題を抽出します。人口や高齢化等の現状

と推移、想定される災害種別等を分析し、想

定される被害の大きさ、災害危険から懸念さ

れる区域の現状や将来の見通し等を重ね合わ

せて課題分析を行います。 

③まちの将来像とまちづくりの方針の検討  
課題の分析結果をもとに、目指すべきまち

の将来像を設定します。このとき、防災以外

の課題も合わせて検討し、安全で持続可能な

まちの将来像を描きます。 

設定したまちの将来像の実現に向けて実施

する対応方策を検討し、まちづくりの方針と

します。課題を解決するため、市街地全体に

必要な対応、地区別に必要な対応を検討しま

す。 

 

図 災害に強いまちづくり計画の策定フロー 
（出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」令和 3 年 10 月版

を参考に作成） 

２．まちの将来像とまちづくり方針の検討 

１．現状把握・課題分析 

（１）災害に強いまちづくりに関連する

計画や関係施策等の整理 

（２）都市が抱える課題の分析及び 

解決すべき課題の抽出 
災害ハザード情報と都市の情報の重ね等合わせ等

 

（１）まちの将来像の検討 
防災性の高い持続可能なまちの将来像検討 

３．災害に強いまちづくり方策の検討 

（２）まちづくりの方針の検討 
地区課題を踏まえ、まちの将来像実現のための

まちづくりの方針検討 

（１）具体的な取組検討 
具体的なハード・ソフトの取組検討 

（２）取組のスケジュールと目標値の

検討 
短期施策と中長期施策の組み合わせ 

 

（３）事業手法の検討 
防災・減災に関連する制度の活用 

※①参照 

※③参照 

※②参照 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 

1.8 

1-3-2 計画策定の手順と着眼点 

（１）災害に強いまちづくりに関連する計画や関連施策等の整理 
◆関連する計画や他部局の関係施策等の整理上のポイント 

①他部局の計画の収集・整理 

②人的特性、市街地特性の両方に係る現況を把握 

【解説】 

①他部局の計画の収集・整理  
まちづくりや防災に関する計画だけでな

く、公共交通、上下水道などのインフラ、雨

水貯留等流域全体での治水対策、医療、福

祉、産業等他部署の計画も収集・整理しま

す。右に、収集・整理する計画の例を示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②人的特性、市街地特性の両方に係る現況を

把握  
 まちの災害危険や防災課題を分析、抽出す

るためには、人的特性と市街地の特性の両方

の現況を把握します。人と物の特性を把握す

ることで、それぞれの地区に起こりうる災害

危険を分析することができます。 

 
 

技術資料 

国土交通省 立地適正化計画作成の手引き 

（令和 3 年 10 月改定） 
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan

/content/001415029.pdf 

表 災害に強いまちづくりに関連する計画や 
関連施策の整理で収集する関連計画の例 

（出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」令和 3 年 10 月版を加工 

して作成） 

分野 計画等の例 
まちづくり

に関する 
計画 

・市町村の総合計画 
・国土強靭化地域計画 
・市町村マスタープラン 
・都市計画区域マスタープラン 
・地方版総合戦略     等 

防災に関 
する計画 

・地震被害想定 
・地域防災計画 
・業務継続計画 
・耐震改修促進計画 
・空き家等対策計画    等 

他部局の 
計画 

・河川整備計画 
・流域治水プロジェクト 
・地域公共交通網形成計画 
・中心市街地活性化基本計画 
・公共施設等総合管理計画 
・低炭素まちづくり計画 
・住生活基本計画 
・高齢者居住安定確保計画 
・地域福祉計画 
・農業振興地域整備計画 
・森林整備計画      等 

 
表 課題分析に向けて把握する現況データ例 

項 目 データ等の例 
人的特性の

把握 
・人口（年齢別、昼夜間）、世帯数、

高齢化率、将来人口 
・町内会、自主防災組織等のコミュ

ニティ形成状況     等 
市街地特性

の把握 
・地形や地形の変化、標高、地質 
・集落や市街地の形成変化 
・建築物の用途、構築、築年数 
・道路網、幅員 
・公園等オープンスペース 
・既往災害、ハザードマップ 等 

 

図 水田に雨水貯留機能を付与して治水対策

への活用を図っている例 
（新潟県新潟市 田んぼダム利活用促進事業） 
（出典：国土交通省気候変動を踏まえた水災害対策小委員会第３回資料

３「ハザード制御を中心としたハード対策について」令和 2 年 3 月） 
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1.9 

（２）都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出 
◆防災課題の抽出上のポイント 

①都市全体（マクロ的）の視点に立った分析 

②地区（ミクロ的）の視点に立った分析 

【解説】 

①都市全体（マクロ的）の視点に立った分析  
 都市全体（マクロ的）の視点に立った分析

とは、主要な災害の種別を把握することで

す。都市全体を俯瞰して、立地や地質、都市

の成り立ち、既往災害等から災害特性を把握

し、課題を抽出します。このとき、保有する

様々な災害リスク情報を確認して検討しま

す。災害リスク情報の収集にあたっては、災

害の種別により情報を所管する部局が異なる

ことに留意が必要です。市町村内の部局のほ

か、河川や下水道、海岸の管理者である国、

県等との連携が重要となります。 

②地区（ミクロ的）の視点に立った分析  
 地区（ミクロ的）の視点に立った分析と

は、都市内の各地域において、具体的にどの

ような被害等が想定されるかを把握すること

です。都市全体で想定される主要な災害種別

と、都市の人的特性、市街地特性を重ね合わ

せて地区レベルで起こりうる被害状況を検討

します。この時、現状での災害リスクととも

に、今後災害リスクが高まる事が見込まれる

地区についても把握します。 

 こうして把握した課題を「課題図」にする

とわかりやすくなります。 

 
図 災害ハザード情報と都市の情報の重ね合わせイメージ（ミクロ的分析イメージ） 

（出典：国土交通省「立地適正化計画の手引き」令和 3 年 10 月） 

図 様々な災害リスク情報が閲覧できるハザード

マップポータルサイト「重ねるハザードマップ」 
（出典：国土交通省 ハザードマップポータルサイト「ハザードマップポータ

ルサイトの紹介」） 

図 洪水と土砂災

害のハザードを重

ね合わせたマクロ

的な災害リスクの

把握例 
（出典：国土交通省 ハザー

ドマップポータルサイト」） 
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（３）まちの将来像とまちづくりの方針の検討 
◆まちの将来像とまちづくりの方針の検討のポイント 

①防災・減災を明確に意識 

②地区特性や持続性を意識 

【解説】 

①防災・減災を明確に意識  
防災・減災に係る課題を踏まえ、まちの将

来像と課題を解決するためのまちづくりの方

針を検討します。防災・減災を明確に意識

し、想定される様々な災害に対して被害を最

小化する観点と、被災しても早期回復できる

「事前復興」の観点から、対応方針を明らか

にします。 

特に津波による壊滅的な被害が想定される

地域や土砂災害の危険性の高い地域では、都

市構造を見直し、危険性の高いエリアへの土

地利用の制限や、庁舎等防災拠点施設、要配

慮者利用施設、住宅等の移転も検討する必要

があります。 

②地区特性や持続性を意識  
まちづくりの方針を検討する際には、防

災・減災と同時に、交通の利便性の向上や産

業機能の向上、景観への配慮等、地区特性に

応じた課題に照らした対応方針を検討しま

す。人口減少・少子高齢化等の状況を見据

え、地区の持続性や魅力向上、活性化に資す

る視点からも対応方針を検討します。 

右に、延焼火災の防止と、歴史ある街並み

を活かした中心市街地としての賑わい再生の

両方を目指しているまちづくり事例を示しま

す。 

   

 

 

 

 

 
 

  

＜まちづくりの方針設定事例＞ 
（新潟県糸魚川市駅北地区 復興まちづくり計画） 

 
【駅北地区の特性と被災前からの課題】 

・ＪＲ糸魚川駅北側に立地する糸魚川市の中心市街地 
・加賀街道の宿場町として雁木のあるまちなみや酒蔵、割烹等歴史

的資源が多く立地 
・幅員 4ｍ未満の道路が多い 
・間口が狭く奥行きが長い町屋風の木造家屋が密集 
・昭和以降３回（昭和 3 年、7年、29 年）も大火が発生 

・人口減少、高齢化が進行 
・廃業等により空き店舗が増加、商店街の活力低下 

【復興まちづくりの目指す姿】 
○安全で安心なまち 
 ⇒ 火災や災害に強い都市基盤、住民同士の強いつながり 
○安らぎと緑のあるまち 

⇒ 多世代が安らげる場として、緑のある快適なまち 
○歴史の風情が香るまち 

⇒ 雁木や景観に配慮した調和のとれたまちなみを再生 
○歩きやすいまち 

⇒ 生活道路と主要幹線道路との機能分担 
○住んでよし 訪れてよしのまち 

⇒ 安心して心豊かに暮らせるコミュニティ、魅力的で個性 
あふれる商店街のにぎわい 

＜まちづくりの目標（キャッチフレーズ）＞ 
カタイ絆で よみがえる 笑顔の街道 糸魚川 

（出典：糸魚川市「糸魚川市駅北復興まちづくり計画」平成 29 年 8 月から作成） 

 

【大火の主な要因】 
・南寄りの強風（最大瞬間風速 27.2ｍ/秒）

による延焼拡大と飛び火（約４ha 焼失） 
・狭隘道路、木造家屋の密集、オープンス

ペースがないため被害が拡大 
・過去の大火の経験の風化 

 

＜３つの方針＞ 
方針①：災害に強いまち 

方針②：にぎわいのあるまち 

方針③：住み続けられるまち 
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（４）災害に強いまちづくり方策の検討 
◆災害に強いまちづくり方策検討のポイント 

①ハードの取組とソフトの取組の組み合わせ 

②短期対策と中長期対策の組み合わせ 

③財源の確保 

【解説】 

 ハード対策とソフト対策、短期対策と中長

期対策の組み合わせの例として、下記解説に

加え災害に強いまちづくり施策体系（例）

（1.3 ページ掲載）を参考としてください。 

①ハード対策とソフト対策の組み合わせ  
幹線道路や橋梁、防潮堤等のハード整備と

ともに、警戒避難体制の強化や自主防災組織

の育成等のソフト対策を組み合わせて、まち

の将来像の実現に向けて実施する具体的な方

策を検討します。 

②短期対策と中長期対策の組み合わせ  
実施すべき対策には、短期間で実施でき、

整備効果が発現するものと、完成や効果を発

言するまでに比較的時間を要するものがあり

ます。このことを踏まえて短期対策と中長期

対策を組み合わせる必要があります。 

短期の取組は、命を守る・避難する視点で

検討します。中長期の取組は、災害に強い都

市構造の形成・住まいづくりの視点を加えま

す。また、短期から長期にわたり、継続した

災害に強い人づくりの取組も必要です。 

③財源の確保  
都市計画道路をはじめとする都市の骨格を

担う防災施設の整備については、その整備に

よって発現する防災機能を評価し、予算確保

につながるよう施策の重点化を検討します。 

また、国の補助事業の中から活用できる事

業を選択し導入を検討します。その際には事

業スケジュール、事業で実施する整備の目標

値を併せて検討します。 

技術資料 
国土交通省 防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説 https://www.mlit.go.jp/common/001042803.pdf 

図 災害に強いまちづくり計画の策定フロー 
（出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」令和 3 年 10 月版

を参考に作成） 

２．まちの将来像とまちづくり方針の検討 

１．現状把握・課題分析 

（１）災害に強いまちづくりに関連する

計画や関係施策等の整理 

（２）都市が抱える課題の分析及び 

解決すべき課題の抽出 
災害ハザード情報と都市の情報の重ね等合わせ等

 

（１）まちの将来像の検討 
防災性の高い持続可能なまちの将来像検討 

３．災害に強いまちづくり方策の検討 

（２）まちづくりの方針の検討 
地区課題を踏まえ、まちの将来像実現のための

まちづくりの方針検討 

（１）具体的な取組検討 
具体的なハード・ソフトの取組検討 

（２）取組のスケジュールと目標値の

検討 
短期施策と中長期施策の組み合わせ 

 

（３）事業手法の検討 
防災・減災に関連する制度の活用 

※①参照 

※③参照 

※②参照 
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1-4 自助・共助の地域防災力の向上 
◆自助・共助の地域防災力向上に向けたポイント 

①地域の災害危険への住民等の理解の醸成 

②災害に強いまちづくり計画策定への住民等の参加 

③地区防災計画の作成の推進 

【解説】 
①地域の災害危険への住民等の理解の醸成  

自助・共助の取組を進めるためには、地域

で想定される災害リスクを、住民等が正しく

認識することが必要です。 

ハザードマップの配布や災害履歴に関する

情報提供、防災学習の機会の提供等に取組

み、災害危険への認識と理解の醸成を進めま

す。災害危険に係る情報は多言語化しておく

と、外国人にも啓発することができます。 

②災害に強いまちづくり計画策定への住民等

の参加  
災害に強いまちづくりの計画の策定にあた

り、まちづくり協議会等、地域住民の参画を

得て検討する取組が多く見られます。 

まちづくり組織の設置にあたっては、町内

会からの推薦や公募、それらの組み合わせ、

地区内企業の参加など、住民意向や地域特性

に合わせて構成を検討することが重要です。 

③地区防災計画の策定の推進  
地域住民が作成する防災計画として、地域

コミュニティにおける共助を推進するための

「地区防災計画」があります。 

地区防災計画には、災害時の応急活動と日

頃から取組む防災活動を定めます。地域住民

が話し合い、女性や高齢者、子育て世帯等

様々な観点を取り入れて、地域のニーズに対

応した計画とすることが重要です。 

技術資料 

内閣府 地区防災計画ガイドライン 
 ～地域防災力の向上と地域コミュニティの活性

化に向けて～（平成 26 年 3 月） 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/guidline.pdf 

内閣府 

 

地区防災計画の素案作成支援ガイド～地方公共団

体の職員の方々へ～（平成 2 年 3 月） 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/pdf/sienguide.

pdf 

図 津波ハザード 

マップ 
（出典：吉田町 HP「津波ハ

ザードマップ」） 

ステップ-１ 計画準備 
・基本的な取り組み体制を整える 

・計画づくりに向けた機運を高める 

・計画の基礎となるリスクや課題を考える 

ステップ-２ 計画骨子作成・実施・検証 
・課題と対策を検討し、計画骨子をまとめる 

・計画骨子に基づく活動を展開する 

ステップ-３ 計画素案作成・運用 
・計画素案を策定し、運用方法を考える 

ステップ-４ 市区町村への提案 
・計画素案を提案する 

図 地区防災計画作成のステップ 
（出典：内閣府「地区防災計画モデル事業報告― 平成 26～28 年度

の成果と課題 ―」平成 29 年 3 月 から作成） 

図 ポルトガル語とやさしい

日本語の防災ガイドブック 
（出典：公益財団方針愛知県国際交流協会 HP

「防災チェックガイド」） 
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1-5 早期回復するまちづくり 
◆地震に対する早期回復するまちづくりのポイント 

①仮設期の住まいの事前確保 

②事前復興計画等の検討 

【解説】 
①仮設期の住まいの事前確保  

「仮設期の住まい」とは、住宅を失った被災

者が避難所を出てから恒久住宅に移行するまで

の間の住まいのことで、建設型応急仮設住宅の

ほか、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の借上げ(賃

貸型応急住宅)も含みます。 

仮設期の住まいへの対応については、早期の

避難所解消に向けた迅速な対応が求められるこ

とから、平時から事前にできることは準備して

おくことが非常に重要です。 

②事前復興計画等の検討  
被災しても早期に復興まちづくりに着手でき

るよう、復興事前準備に取組む必要がありま

す。事前復興計画を策定するには、次の５つの

事項を検討する必要があります。 

1．復興体制の検討 

2．復興手順の検討 

3．復興訓練の実施 

4．基礎データの事前整理・分析 

5．復興における目標等の検討 

事前復興計画は上記事項を総合的に定めた計

画です。策定過程では、基礎データの事前整

理・分析により得られたまちの課題を庁内や地

域住民と共有しておくことが重要となります。

特に地域住民の参加を得て行うことにより、被

災後の復興の加速化が期待できます。 

 

技術資料 

国土交通省 

中部地方整備局 

令和元年改定版 

広域巨大災害に備えた仮設期の住まいづく

りガイドライン（令和 2 年 3 月） 

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/gui

delines.htm 

国土交通省 復興まちづくりのための事前準備ガイドラ

イン（平成 30 年 7 月） 

https://www.mlit.go.jp/common/001246099.pdf 

表 仮設期の住まいづくりに係る 
平時の段階的な取組イメージ 

段階 賃貸型応急住宅 建設型応急住宅 

第１ 

段階 

・地域特性や被害想定

に応じた戦略設定 

・市町村の役割確認、

体制整備 

・必要戸数、活用可能

戸数を把握 

・地域特性や被害想定

に応じた戦略設定 

・市町村の役割確認、

体制整備 

・必要戸数把握、建設

用地の確保及び敷地

情報リスト作成 

第２ 

段階 

・庁内相談窓口設置を

想定、具体的な設置

場所等を検討 

・庁内での相談や入居

受付の実施を想定

し、県との協議のも

と審査手順等を確認 

・建設用地の地域・地

区別の過不足の確認 

・民有地含めた更なる

確保 

・団地毎の配置計画図

の作成 

・コミュニティに配慮

した入居方法の検

討、第１期発注団地

の設定等 

第３ 

段階 

・県との調整のもと市

町村の事項に関する

運用マニュアル準

備、庁内担当課にて

情報共有 

・マニュアルに基づい

たシミュレーション

訓練に参加、県、不

動産関係団体との役

割分担を確認、市町

村にて実施する作業

内容を確認 

 

・団地特性等を踏まえ

福祉機能等の併設が

必要となる拠点団地

の設定 

・コミュニティに配慮

したモデル配置計画

図等の作成等 

・地元自治会や関係機

関との協議や検討、

各種書類や様式の準

備等 

・継続的かつ毎年度の

研修・訓練の実施 

・モデル地区における

住民と協働のシミュ

レーション実施 
(出典：国土交通省中部地方整備局「令和元年改定版 広域巨大災害に備え

た仮設期の住まいづくりガイドライン」から作成) 
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1-6 災害に強いまちづくりへのデータの活用 
◆災害に強いまちづくりへのデータの活用のポイント 

①データを活用する目的の明確化 

②３Ⅾデータを活用した災害リスクの情報発信 

【解説】 
①データを活用する目的の明確化  

近年、デジタル化の動きが加速するなか、新

技術等の活用により様々なデータの取得や分析

が容易になってきました。 

データを活用する時は、まちづくりにおける

目標達成や課題解消など「目的」を明確にする

ことが重要です。そのうえで、「どのようなこ

とを把握したいか」「把握したいことはデータ

を活用することで効率化できるのか」など、デ

ータを活用する目的を明確にしていきます。例

えば、地元住民･来訪者の別に必要な避難空間

や整備すべき避難路の検討を行うことを目的と

する場合、活用するデータとして駅周辺のエリ

アでのピーク時間等における居住地別の滞留人

口数のデータなどが考えられます。 

②３Ⅾデータを活用した災害リスクの情報発信  
災害に関するリスク情報を３次元に表示する

ことで、災害危険をより具体的に認識すること

ができます。国土交通省では、全国の３Ｄ都市

モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジ

ェクト「PLATEAU（プラトー）」を推進して

います。 

PLATEAU では、3D 都市モデルを用いて災

害リスクを三次元的に可視化することで、右の

図のように災害リスクの３Ｄ化や時系列での災

害進行シミュレーションの実施等、対策検討を

支援しています。 

 

技術資料 

国土交通省 

 

データを活用したまちづくり 取組の

ヒントと事例(令和 3 年 3 月) 

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/co

ntent/001397690.pdf 

国土交通省 PLATEAU https://www.mlit.go.jp/plateau/ 

表 必要なデータの取得先の事例 
取得先 新たな技術・データ 

政府統計の 

総合窓口 

（e-Stat） 

・各府省等が公表する統計データ、公表予定、調査

票項目情報などの各種統計情報を、インターネッ

トを通じて利用できる。 
https://www.e-stat.go.jp/ 

データカタロ

グサイト 

（DATA 

GO.JP） 

・各府省の保有データをオープンデータとして利

用できるほか、地方公共団体や独立行政法人の

オープンデータサイトを紹介している。
https://www.data.go.jp/ 

国土数値情報 ・地形、土地利用、公共施設、道路等国土に関す

る基礎的な空間情報データベースであり、GIS

データ等を無償で提供している。
https://nlftp.mlit.go.jp/index.html 

全国総合交通

分析システム

（NITAS） 

・総合的な交通体系を評価･分析するにあたって

必要となる「交通サービス水準」（移動時間･費

用）を定量的把握するツール。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ 

soukou/sogoseisaku_soukou_fr_000021.html 

地域経済分析

システム 

（RESAS） 

・地域経済に関する官民の様々なデータ及びグラ

フを地方公共団体単位でテーマごとに集計・整

理。地図上でのデータ表示のほか、テーマ別の

分析ツールも提供している。https://resas.go.jp 

国土交通デー

タプラットフ

ォーム 

・国土、経済活動、自然現象に関するデータを検

索、表示、ダウンロードが可能。国や自治体施

設の維持管理情報(橋梁やトトンネルなどのイン

フラ諸元や点検結果に関するデータ)や国土地盤

情報を同一の基盤地図で表示。 
https://www.mlit-data.jp/platform/ 

G 空間情報 

センター 

・民間データについて、見積･購入、メタデータ

（データ属性）の取得ができ、官民データ連携

のハブとして機能。https://www.geospatial.jp/ 
(出典：国土交通省都市局「データを活用したまちづくり 取組のヒントと事

例」令和 3 年 3 月)より作成 

図 岐阜駅周辺の 

浸水状況３Ｄ化 
（出典：国土交通省「PLATEAU」

HP） 

図 垂直避難可能ビルの

可視化 
（出典：国土交通省「PLATEAU」HP） 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/




【計画編：第２章】
地震に強いまちづくり



【計画編：第 2 章】地震に強いまちづくり 

災害に強いまちづくりガイドライン 

2.1 

2-1 中部圏で想定される地震被害 
◆中部圏で想定される地震被害 

①室内の被害 

②建物や構造物等の損壊・倒壊 

③延焼火災 

④地盤の液状化や急傾斜地等の崩壊 

⑤交通機能の途絶やライフライン機能の停止による被害 
【解説】 
①室内の被害  

強震による家具や什器等の転倒や、コピー機

等重量のある機器の移動や転倒、窓ガラスの飛

散、天井等非構造部材の損壊等により、人的被

害が発生します。また、ビルやマンション等で

は、エレベーターの閉じ込めも発生します。 

① ②建物や構造物等の損壊・倒壊  
強震により建築物や構造物が損壊します。特

に昭和 55 年以前に建築された木造住宅は耐震

性が低く倒壊の危険性が高くなります。ブロッ

ク塀の倒壊による犠牲者も発生しています。道

路や鉄道等の交通施設や河川堤防や防潮堤等の

土木構造物も損壊することが想定されます。 

③延焼火災  
 火気器具からの出火や電気設備の破損等によ

り火災が発生することがあります。木造建物が

密集した市街地では、同時多発的な火災の発生

や延焼が拡大する危険性が考えられます。 

④地盤の液状化や急傾斜地等の崩壊  
 地盤の液状化により建物や上下水道の配管等

が被害を受けます。強震により擁壁崩壊や急傾

斜地、崖地の崩壊、地滑りなどの地盤災害が発

生し、集落が孤立することも想定されます。 

⑤交通機能の途絶やライフライン機能の停止に

よる被害  
 地震により公共交通が停止するため、帰宅困

難者が発生します。 

また、道路、電力、通信、上下水道、ガス、な

ど社会生活を支えるライフライン被害は、被災

後の応急復旧や産業復旧等に大きな影響を及ぼ

します。 

（出典：内閣府「令和元年度 防災白書」） 

液状化被害の様子 
（北海道胆振東部地震 札幌市清田区） 

 

表 震度 7 での建物の全壊率（出典：内閣府公表資料） 

 

【防災上危険な密集市街地の特徴】 
①狭小な敷地に高密度に建築物が建ち並

ぶこと 
②地域内の道路・公園等の公共施設が不

十分なこと 
③老朽木造建築物が多く存在すること 

築年数 構造 全壊率 

昭和 55 年以前 木造建物 90％以上 

昭和 56 年以降 木造建物 60％未満 

非木造建物 約 20％ 

 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 

2.2 

2-2 地震に強いまちづくりのポイント 
2-2-1 建築物や構造物の耐震化によるまちづくり 

◆建築物や構造物の耐震化によるまちづくりのポイント 

①建築物の耐震化による人的被害防止 

②建築物や構造物等の耐震化による道路閉塞の防止 

③長期計画の策定による構造物の耐震化の推進 
【解説】 
①建築物の耐震化による人的被害防止  

地震時には、建築物の倒壊や室内の家具類の

転倒等により人的被害が発生しています。建築

物の耐震化の実施、家具止めや窓ガラスの飛散

防止等の室内の安全化を徹底しておくことが重

要です。 

②建築物や構造物等の耐震化による道路閉塞の

防止  
建築物やブロック塀、電柱等の倒壊は、道路

閉塞を引き起こし、初期消火や避難等の応急活

動の阻害の要因になります。建築物等の耐震

化、電線類の地中化等により道路の通行機能を

確保し、防災活動を行うことができるまちづく

りが必要です。 

③長期計画の策定による構造物の耐震化の推進  
道路や橋梁、上下水道施設等のインフラ施

設、ため池等の多くは整備されてから数十年が

経過しており、耐震化、長寿命化が必要とされ

ています。これらの施設の整備を実施するには

長期に渡る予算の確保が必要です。インフラ施

設の耐震化は、長期計画を策定し、計画的に推

進することが必要です。 

 

 

 
  

図 地震によって倒壊した場合、敷地に接す

る道路の通行を妨げ多数の者の円滑な避難を 
困難とするおそれがあるものとして政令で定

める建築物 
（出典：愛知県「愛知県建築物耐震改修促進計画 －あいち建築減災プ

ラン 2020－」） 

＜中部圏の自治体の構造物の整備を進める上

での工夫点＞（令和元年度アンケート調査結果から抜粋） 
 ・予算確保のために国や県の補助事業を活

用している 
 ・施設等の整備に対する優先順位を決定

し、予算の平準化を行っている 
 ・とりまとめ課（都市計画部局）と事業実

施課（防災、建設部局）で連携体制を確

立し、庁内で随時打合せを実施している 

＜道路閉塞を防ぐために 

政令で定められている建築物について＞ 



【計画編：第 2 章】地震に強いまちづくり 

災害に強いまちづくりガイドライン 

2.3 

2-2-2 延焼火災の危険性のある地域のまちづくり 

◆延焼火災の危険性のある地区のまちづくりの検討ポイント 

①燃えない空間を確保する 

②消防活動ができる空間と水利を確保する 

③延焼火災時の避難場所は 2 キロ圏内のオープンスペースを設定 
【解説】 
①燃えない空間を確保する  

地区の延焼火災の危険性は不燃領域率を指標

として確認します。 

不燃領域率とは、地区内の耐火建築物の建築

面積や公園や道路等の面積等で算出され、70％

以上となると、ほとんど燃え広がらない市街地

として評価できます。木造建築物の準耐火建築

物や耐火建築物への建て替え促進、公園や幅員

6m 以上の道路等燃え広がらない空間を確保し

ていくことが、延焼火災の危険性の低減につな

がります。 

②消防活動ができる空間と水利を確保する  
震災時に消防車が通行できる道路の幅員は６

ｍ以上とされています。震災時に有効な消防水

利は幅員６ｍ以上の道路に近接した耐震性貯水

槽や消火に利用できる河川、プール、ため池等

となります。また、消防活動が容易にできる範

囲とは、消防車登載ホース延長を 200ｍ（2０

ｍ/本×10 本）と想定してホースの屈曲を考

え、消防水利から 140ｍ以内の区域とします。 

道路、水利、ホースの届く範囲から、消防活

動が困難と考えられる区域が発生しないよう、

道路ネットワークと水利の確保を検討します。 

③延焼火災時の避難場所は 2 キロ圏内のオープ

ンスペースを設定  
延焼火災時の避難場所は、高齢者の歩行限界

距離などから２ｋｍ圏内が望ましいとされてい

ます。また、避難場所は必ずオープンスペース

を設定します。 
技術資料 
都市防災実務ハンド

ブック編集委員会 
改定 都市防災実務ハンドブック 

震災に強い都市づくり・地区まちづくりの手引き 

（平成 17 年 2 月 20 日発行） 

推薦：国土交通省都市・地域整備局都市防災対策室 

発行所：ぎょうせい 

図 消防車のホースの届く範囲 
（イラスト出典：総務省消防庁「広報素材」） 

＜不燃領域率の算定方法＞ 
不燃領域率＝空地率+（1－空地率/100）×耐火率 

・空地率：対象とする地区面積のうち空地面積の

占める割合 

     ただし空地面積は短辺または直径 40ｍ

以上かつ面積 1500 ㎡以上の水面、公

園、運動場、学校、一団地の施設等の

面積と幅員６ｍ以上の道路面積の合計 

・耐火率：全建物の建築面積のうち、耐火建築物

が占める割合 

100ｍ 

1
0
0
ｍ
 

消防活動

可能範囲

の火災 

消防活動

可能範囲

外の火災 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 

2.4 

2-2-3 防災活動を行うことのできるまちの整備 

◆防災活動を行うことのできるまちづくり計画の検討ポイント 

①幅員 6ｍ以上の道路ネットワークの形成 

②地域住民の防災活動拠点の整備 

③防災活動の主体となる地域住民の活動を支援 
【解説】 
①幅員 6ｍ以上の道路ネットワークの形成  

地震による被害を軽減するための取組とし

て、家屋やブロック塀等の耐震化により倒壊や

延焼火災を防止するとともに、避難や救助、消

防活動等を行うことのできる動線となる道路ネ

ットワークを形成することが必要です。 

阪神・淡路大震災の経験から、災害時に人の

通行が容易となり、車両も通行できる可能性が

ある道路の幅員は６ｍ以上であることが確認さ

れています。震災時の消防活動が困難と考えら

れる区域が発生しないこと、地区内から周辺の

幹線道路へのつながり等を考慮して、道路ネッ

トワークの形成を検討します。 

②地域住民の防災活動拠点の整備  
市街地で防災活動を行うには、動線となる道

路ネットワークの整備とともに、防災活動の拠

点となる公園や広場の整備が必要です。延焼火

災危険の高い地区では、小規模な公園や広場で

も、延焼を遅延させる効果も見込むことができ

ます。また、このような公園等は、地域住民の

共助による防災活動拠点となります。そのた

め、公園等や消防水利の不足状況とともに、町

内会等地域コミュニティの状況も考慮して地域

住民の防災活動拠点の整備を検討します。 

③防災活動の主体となる地域住民の活動を支援  
道路や公園等のハード整備を行うと同時に、

これらの施設を活用して防災活動に取組むこと

ができるよう、地域防災力の向上が必要です。 

計画当初から住民参加を得ることによりハー

ド整備の理解が醸成されます。また、住民を対

象とした防災講座やワークショップの開催等に

より、防災力の向上を支援します。 

図 阪神・淡路大震災における幅員と道路閉塞

の関係 
（出典：都市防災実務ハンドブック編集委員会「改定 都市防災実務ハン

ドブック震災に強い都市づくり・地区まちづくりの手引き」平成 17 年 2

月 20 日 ぎょうせい） 

写真 地域住民の防災活動拠点として整

備された防災広場の例 
（東京都品川区 戸越・豊町地区） 
 

＜防災性向上に向けた工夫＞ 
・住民 WS で近隣住民が災害時に自分た 

ちが行う応急活動をイメージして必要 
な防災機能を検討 

・耐震性貯水槽（40ｔ） 
・防災シンボルのカメのかまどベンチ 
・マンホールトイレ 
・防災倉庫 
・掲示板（災害時の情報ボード） 
・道路との段差を設けず逃げ込みやすさを確保   等 



【計画編：第 2 章】地震に強いまちづくり 

災害に強いまちづくりガイドライン 

2.5 

2-2-4 地震に対する自助・共助の地域防災力の向上 

◆地震に対する自助・共助の地域防災力向上に向けたポイント 

①地震時に地域に起こる危険性についての住民等の理解の醸成 

②安全な環境づくりに向けたな取組への支援 

【解説】 
①地震時に地域に起こる危険性への住民等の

理解の醸成  
大規模地震発生時に、地域にどのような被

害が発生するのかを、地域住民が理解するこ

とが必要です。例えば、古い家屋が密集した

街区では建築物の倒壊被害や延焼火災の危険

があります。狭い道路の沿道に古いブロック

塀がある箇所では、ブロック塀の倒壊で道路

が塞がれる危険があります。 

地域に起こる危険性への住民理解の醸成の

手法として、まち歩きによる点検とマップづ

くりがあります。まち歩きを行うことで、住

んでいる地域の一時集合場所、広域避難場

所、消火栓、倒壊する可能性のある建物など

を把握し、マップとしてまとめておくと地域

の危険個所や安全なところがわかります。 

②安全な環境づくりに向けた取組への支援  
災害時の対応とともに、安全な環境づくり

に向けて必要な日頃の取組について話し合う

ことが重要です。 

東京都国分寺市高木町地区では、危険なブ

ロック塀の改善を進めることに着目し、「へい

づくり憲章」「まちづくり宣言」を策定しまし

た。これらの憲章や宣言に強制力はありませ

んが、住民の合意のもと、生活していく上で

の「マナー」として定着しています。 

また、地震時の電気火災を予防するため、

感震ブレーカーを各家庭で設置することも、

安全な環境づくりの取組のひとつです。 

このような取組は、町内会や自主防災組織

等が主体となって行われることがあります。

市町村は担当職員や専門家を派遣して、地域

の取組を支援することが重要です。 

＜中部圏の自治体の住民合意形成を得て 
取組を進める上での工夫点＞ 
（令和元年度アンケート調査結果から抜粋） 
 ・事業実施前から地域住民と意見交換を

実施している 
 ・地元自治会等と設置したまちづくり協

議会と連携して進めている 
 ・地域住民の協力を得て、狭あい道路の

整備を進めている 

写真 地区防災計画に日頃の防災まちづくり

活動を位置づけて取り組んでいる事例 
（東京都国分寺市高木町地区） 

＜高木町地区における防災まちづくりの取組＞ 
・昭和 57 年度：国分寺市防災まちづくり推進地区に指定 
・昭和 59 年度：高木町地区防災計画策定 
・昭和 61 年度：「へいづくり憲章」制定 
・平成 7 年度 ：「まちづくり宣言」制定 
・平成 25 年度：自助活動の手引き書「防災知恵袋」作成 
・平成 26 年度：高木町地区本部運営マニュアル作成 
・平成 27 年度：地区防災計画改定 

「へいづくり憲章」と開発業者の協力で実現したへいのない街並み 

「まちづくり宣言」を掲げた看板 
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3.1 

3-1 中部圏で想定される津波被害 
◆中部圏で想定される津波災害 

①波力や漂流物による建物被害 

②逃げ遅れによる人的被害 

③堤防等土木構造物被害による浸水域の拡大 
【解説】  
①波力や漂流物等による建物被害  

津波の波力によって建物が倒壊することで、

その後ガレキとなって漂流物化し、さらに背後

の木造建物等を破壊させる要因ともなります。

また、倒壊時の火災発生や、火災を発生させた

漂流物との接触による延焼等が考えられます。 

港湾部では保管されていた木材やコンテナ、

係留中の船舶等が市街地に流れ込み、被害を与

えることも想定されます。 

②逃げ遅れによる人的被害  
逃げ遅れによる人的被害が発生します。津波

に巻き込まれた場合、津波浸水深 0.3m 以上で

死亡者が発生、津波浸水深 1m では死者率は

100%と考えられています。 

③堤防等土木構造物被害による浸水域の拡大  
津波の波力により、堤防の破壊が想定されま

す。また、津波襲来により操作員に危険が及ぶ

ことから水門等の開閉操作が行えない場合があ

ることが想定されます。  

【南海トラフ巨大地震の最大津波高さ】 
■最大津波高 20ｍ以上が想定される市町村 
  静岡県：下田市、南伊豆町 

  愛知県：田原市 

  三重県：鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

写真 東日本大震災 宮城県気仙沼市の被害 

（出典：内閣府「防災情報のページ「特集 東日本大震災」） 

図 津波による被害イメージ 
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3.2 

3-2 津波に強いまちづくりのポイント 
3-2-1 津波の危険性のある地域の土地利用 

◆津波の危険性のある地域の土地利用の検討事項 
①壊滅的被害の回避 
②浸水深の許容範囲を踏まえた検討 
③用途（居住、業務、公共等）による分類と配置 
④津波浸水想定の区域における建築構造 
⑤避難施設の配置 
⑥地域特性を反映したまちづくり 
⑦津波防災地域づくり推進計画による土地利用の検討 

【解説】 
①壊滅的被害の回避  

津波対策では、Ｌ1、Ｌ2 の２つのレベルの

津波を想定します。Ｌ1 に対しては海岸保全施

設等により安全性を確保し、Ｌ2 に対しては命

を守ることを最優先としてハード・ソフトの総

合的な対策を検討します。南海トラフ巨大地震

時の津波は、Ｌ2 クラスと考えられます。 
人的被害を回避するためには、地震による建

物倒壊等に加え津波の浸水深、津波の浸水深別

の津波到達時間、津波の速度等を把握した上

で、津波に強いまちづくりを考えます。 
②浸水深の許容範囲を踏まえた検討  

浸水深の許容範囲は、安全で確実な避難が可

能であることを確認した上で木造建物が主体的

な市街地（集落）の壊滅的被害をもたらさない

浸水の程度のことです。東日本大震災の被害状

況に基づき、概ね浸水深２ｍまでを許容範囲と

して考えます。鉄筋コンクリート造等の建築物

が多い市街地の場合は、浸水深５~６ｍ未満を

考えます。 
 
 
 
 
 

 

 図 東日本大震災時の浸水深と建物被害の状況 

＜津波対策で想定する２つのレベルの津波 
とそれぞれの津波の対応方針＞ 

■最大クラスの津波（L２） 
 ・発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な

被害が発生 

 ・住民等の命を守ることを最優先とし、住民

避難を軸にハード・ソフトの取りうる手段

を尽くした総合的な対策（多重防御の対

策）を確立する 

■比較的頻度の高い一定程度の津波（L１） 
 ・L2 津波に比べて発生頻度は高く、津波高は

低いものの大きな被害をもたらす津波（数

十年から百数十年に一度襲来する津波） 

 ・人命・住民の財産保護、地域経済の確保の

観点から、海岸保全施設等を整備する 

 ・海岸保全施設等は、設計対象の津波高を越

えた場合でも、施設の効果が粘り強く発揮

できる構造物として整備する。 

（出典：「津波被災市街地復興手法検討調

査（とりまとめ）」国土交通省都市局

（H24.5） 南海トラフ巨大地震対策検討

ワーキンググループ(8 月 29 日公表資料) 

南海トラフ巨大地震建物被害・人的被害の

被害想定項目及び手法の概要より作成 
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3.3 

③用途（居住、業務、公共等）による分類と 
配置  

居住系、業務系、公共系に土地利用を大別

し、防災性と生活の利便性を兼ね備えた市街地

の形成を図ることを考えます。あわせて、公共

交通サービスとの関連性、土砂災害など他の災

害危険、避難場所となる高台や施設の立地状況

等にも配慮します(右表参照)。 

④津波浸水想定の区域における建築構造  
浸水深が 2m 以上であることが想定される区

域では、建築物の構造を複合的にする、電気や

水道設備の設置位置等を考慮する必要がありま

す。 

⑤避難施設の配置  
津波浸水シミュレーションによる津波浸水想

定の区域内の全ての人が、地震発生から津波来

襲までの間に避難できるように、避難施設（築

山、津波避難ビル、タワー、避難路等）の配置

を検討します。その際、Ｌ2 クラスの津波が夜

間等悪条件で発生した場合も想定します。 

避難場所は、高台にある公園等を指定するこ

とを基本に、そこからさらに高い場所に通じる

通路を設けることが望まれます。津波避難ビル

を指定または設置する場合は、東日本大震災の

被害状況を踏まえ、想定浸水深に相当する階に

２を加えた階以上の階に避難スペースを設ける

ことを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

表 土地利用の規制誘導の方針案 
土地利用 建築物の主な用途 規制誘導方針案 
居住系 住宅 

医療施設 

災害弱者関連施

設 

・津波リスクの最も低いエ

リアへ誘導 

・要配慮者利用施設は浸水

しないエリアに誘導 

業務系 事務所、店舗 

工場等 

・地域産業の利便性や業務

内容に配慮しつつ活性化

の観点からエリアに誘導 

公共系 庁舎、学校、公

民館等 

・防災拠点となる施設は浸

水しないエリアに誘導 

・やむを得ない場合は建築

物の耐浪化や避難機能の

確保により浸水想定エリ

アに立地も可能 

 

図 ２ｍ以上の浸水深が想定される区域 
での建築構造等のイメージ 

＜津波避難施設等の誘致距離の算出＞ 
避難可能時間（①）内に避難可能な距離（②）の範囲内が津波避難施設等の誘致距離となります。 

①避難可能時間の算出 
 ・避難可能時間 = T －t1 － t2 

T ：津波到達予想時間（地震発災後から海岸部に到達するまでの時間） 

t1：避難開始時間（地震発生後、避難開始までにかかる時間） 

t2：高台や高層階等まで上がるのにかかる時間 

②避難可能距離の算出 
 ・避難可能距離 L1 = 歩行速度 P1 × 避難可能時間 

P1（歩行速度）；1.0m/秒を想定。ただし、歩行困難者、身体障害者、乳幼児、重病人等

についてはさらに歩行速度が低下する（0.5m/秒）ことを考慮する必要がある。 
（出典：国土交通省 都市局 都市安全課・街路交通施設課「津波防災まちづくりの計画策定に係る指針（第１版）」平成 25 年 6 月） 
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3.4 

 
⑥地域特性を反映したまちづくり  

津波被害を極力抑えるためには、人命を守る

という観点から避難対策を優先的に検討すると

ともに、都市として必要な機能を津波が到達し

ない区域に移転する、高台移転を視野に入れた

まちづくりの検討が必要です。 

津波被害が想定される沿岸域には住宅、商

業・業務・産業機能が集積しており、津波の危

険性のない区域への移転には多額の費用と長期

にわたる期間、多くの関係者間の合意などが必

要となります。 

高台移転のまちづくりの検討の際には安全性

のみならず、計画段階から地域の歴史、文化、

自然景観、産業等に即したコンセプトを明確に

してまちづくりを進めることが重要です。 

⑦津波防災地域づくり推進計画による土地利用

の検討  
「津波防災地域づくりに関する法律」（平成

23 年 12 月制定）により、都道府県知事は警

戒避難体制を特に整備すべき「津波災害警戒区

域」、開発行為及び建築を制限すべき「津波災

害特別警戒区域」を指定することができるよう

になりました。市町村は当該法律に基づく推進

計画に浸水想定区域における土地利用や避難警

戒体制の整備に関する事項等を定め、津波防災

を効率的か効果的に推進することができます。 

 
 
 

 
技術資料 

国土交通省 津波防災地域づくりに関する中間とりまと

め（平成 30 年 6 月 19 日） 
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/ts

unamiKondankai/honbun.pdf 

国土交通省 津波防災まちづくりの計画策定に係る指針 

（第１版）（平成 25 年 6 月） 

https://www.mlit.go.jp/common/001000488.

pdf 

国土交通省 津波防災地域づくり推進計画作成ガイドラ

イン（平成 30 年 4 月） 

https://www.mlit.go.jp/common/001230612.

pdf 

 

表 津波災害警戒区域等の概要 
警戒区域 区域の概要 

津波災害警戒

区域 

（イエロー 

ゾーン） 

・津波が発生した場合に住民等の生命、身

体に危害が生ずるおそれがあると認めら

れる土地の区域 

・静岡県では L2 浸水想定で浸水深１ⅿ以

上の区域を基本として指定 

・予警報の発令・伝達、避難訓練の実施、

避難場所や避難経路の確保、ハザードマ

ップの作成等による警戒避難体制を特に

整備 

津波災害特別

警戒区域 

（オレンジ・

レッドゾー

ン） 

・津波が発生した場合に建築物が損壊また

は浸水し、住民等の生命、身体に危害が

生ずるおそれがあり、一定の開発行為及

び一定の建築物の制限、用途の変更の制

限をすべき土地の区域 

・市町村は条例で開発や住宅等建築物の制

限を定めるレッドゾーンを指定できる 

 
【津波浸水想定の設定や津波警戒区域の指定

による地価への影響】 
津波浸水想定の設定や津波災害警戒区域の指定

に住民等が反対する理由として、「地価が下落す

る」ことが挙げられる場合があります。 

  国土交通省の調査結果では、津波浸水想定の

設定や津波災害警戒区域の指定の前後で、当該指

定等による地価への大きな影響は見られないこと

が報告されています。 

（出典：土交通省ＨＰ「警戒区域等指定の事例集」令和 2 年 4 月  
水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001340424.pdf） 



【第３章：津波に強いまちづくり】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

3.5 

 

浸
水
な
し

0～
0.
3m

0.
3～

1.
0

ｍ
1.
0～

2.
0ｍ

2.
0～

5.
0

ｍ ※
１
）

5.
0ｍ

以
上

※
１
）

公
共
施
設
（
避
難
所
、
地
域

防
災
拠
点
）

◎
△

×
×

×
×

×
避
難
所
や
地
域
防
災
拠
点
と
な
る
重
要
公
共
施
設
は
、
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
浸
水
し
な
い
区
域
を
基
本
と
す
る
。

そ
の
他
公
共
施
設

◎
〇

〇
〇

△
×

×
△
の
区
域
で
は
、
原
則
と
し
て
RC
構
造
で
、
浸
水
高
さ
以
上
の
階
を
有
す
る
も
と
と
す
る
。

住
宅
等
と
の
複
合
化
や
津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
の
活
用
も
検
討
す
る
。

学
校

◎
〇

〇
△

△
×

×
多
数
の
児
童
、
生
徒
の
通
う
学
校
は
、
浸
水
し
な
い
区
域
を
基
本
と
す
る
。

学
区
設
定
等
に
よ
り
や
む
得
ず
△
の
区
域
に
設
置
す
る
場
合
は
、
確
実
な
避
難
手
段
又
は
津
波
避
難

ビ
ル
と
し
て
の
機
能
を
確
保
す
る
。

防
災
公
園

◎
〇

〇
〇

△
△

×
避
難
場
所
と
な
る
防
災
公
園
は
、
最
大
級
の
津
波
で
も
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
築
山
等
に
よ
り
津
波

避
難
施
設
と
し
て
の
機
能
を
確
保
す
る
。

災
害
弱
者
関
連
施
設
（
医
療

提
供
施
設
は
除
く
）

◎
△

×
×

×
×

×
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
、
幼
児
等
の
津
波
避
難
時
に
支
援
を
要
す
る
人
々
が
滞
在
等
す
る
災
害
弱
者

関
連
施
設
（
医
療
提
要
施
設
を
除
く
）
は
、
浸
水
し
な
い
区
域
を
基
本
と
す
る
。

医
療
提
供
施
設

◎
〇

〇
△

△
×

×
居
住
等
す
る
医
療
提
供
施
設
は
、
浸
水
し
な
い
区
域
を
基
本
と
す
る
。

居
住
し
な
い
医
療
提
供
施
設
は
、
○
又
は
△
の
区
域
で
は
確
実
な
避
難
手
段
又
は
津
波
避
難
施
設
を

備
え
た
建
築
物
と
す
る
。

住
宅

◎
〇

〇
〇

△
×

×

津
波
リ
ス
ク
の
低
い
内
陸
側
か
ら
誘
導
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

○
の
区
域
で
は
、
宅
地
地
盤
の
嵩
上
げ
や
床
上
が
浸
水
し
な
い
高
さ
ま
で
床
面
を
嵩
上
げ
す
る
こ
と
を

基
本
と
す
る
。

△
の
区
域
で
は
、
木
造
、
鉄
骨
造
は
設
置
不
可
と
し
、
耐
浪
化
し
た
RC
構
造
で
浸
水
高
さ
以
上
の
階
を

有
す
る
も
の
の
み
設
置
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
な
お
、
浸
水
す
る
階
は
居
住
不
可
と
し
、
集
合
住
宅
は

公
民
館
等
と
の
複
合
化
や
津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
の
活
用
も
検
討
す
る
。

商
業
、
流
通
、
生
産
、
加
工

施
設

◎
〇

〇
〇

△
△

△
△
の
区
域
に
は
、
業
務
上
必
要
が
あ
る
場
合
の
み
設
置
す
る
。

浸
水
す
る
リ
ス
ク
の
あ
る
区
域
に
設
置
す
る
場
合
は
、
避
難
手
段
を
確
保
す
る
と
と
も
に
燃
料
等
の
危
険

物
の
流
出
防
止
対
策
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
施
設

◎
〇

〇
〇

△
△

△
△
の
区
域
で
は
、
（
台
風
等
の
高
波
、
波
浪
に
対
す
る
）
耐
浪
性
の
あ
る
施
設
（
風
力
発
電
等
）
の
み
設

置
す
る
。

港
湾
、
漁
港
施
設
及
び
そ
の

関
連
施
設

ー
ー

ー
ー

ー
ー

〇
津
波
来
襲
時
の
業
務
従
事
者
等
の
避
難
手
段
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
燃
料
等
の
危
険
物
の
流
出
防

止
対
策
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

注
）

※
１
）
2.
0ｍ

以
上
の
想
定
浸
水
深
の
地
区
で
は
、
RC
耐
浪
化
さ
れ
た
建
物
を
原
則

考
慮
す
べ
き
事
項

凡
例
　
◎
：
設
置
が
望
ま
し
い
区
域
　
　
○
：
設
置
可
能
区
域
　
　
△
：
一
定
の
条
件
を
考
慮
し
た
上
で
設
置
可
能
な
区
域
　
　
×
：
原
則
と
し
て
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
区
域

１
．
土
地
利
用
を
考
え
る
上
で
の
設
定
条
件
は
、
津
波
浸
水
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
設
定
条
件
で
あ
る
堤
防
（
水
門
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
津
波
の
現
況
の
堤
防
を
越
え
た
時
点
で
堤
防
が
機
能
し
な
く
な
る
（
破
堤
、
堤
防
な
し
）
と
想
定
。

２
．
市
町
村
が
実
際
に
土
地
利
用
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
で
は
津
波
到
達

３
．
想
定
浸
水
深
は
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
(P
9)
や
「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
建
物
被
害
・
人
的
被
害
の
被
害
想
定
項
目
及
び
手
法
」
（
P5
8)
等
を
参
考
に
設
定
。

想
定
浸
水
深

防
波
堤
の
外

（
海
側
）

公 共 系 住 居 系 業 務 系

　

表
 
津

波
災

害
に
対

す
る
土
地

利
用

の
基

本
的
な

考
え
方
 

（
出

典
：

国
土

交
通

省
中

部
地

方
整

備
局

「
地

震
・

津
波

災
害

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
平

成
2

6
年

2
月

）
 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 

3.6 

3-2-2 津波避難場所の確保や避難路の確保 

◆津波避難場所・避難経路の検討ポイント 
①津波避難施設配置の考え方 
②夜間や雨天時等も想定した避難場所の整備 
③沿道の耐震化等による避難経路の安全確保 
④南海トラフ地震臨時情報発出時の避難の事前検討 

【解説】 
①津波避難施設配置の考え方  

津波が到達するまでに、津波浸水想定区域外

や高台等へ逃げることが基本となります。津波

浸水想定区域外や高台等への避難が困難な地域

では、避難施設として築山やタワーの整備、津

波避難ビルの指定等を検討します。津波浸水深

0.3ｍで死亡者が発生することを踏まえて避難困

難区域を把握し、避難困難区域が発生しないよ

う、津波避難施設の整備地点を検討します。 

②夜間や雨天時等も想定した避難場所の整備  
大きな地震が発生した場合は、津波が繰り返

し来ること、第一波が最も高いとは限らないこ

とから、津波がおさまるまで避難場所ですごす

必要があります。避難場所では、夜間や雨天時

に滞在する場合も想定し、水や食料、毛布、テ

ント等の備蓄についても検討することが必要で

す。また、被害状況を把握するため、周辺の状

況を見渡すことが可能な場所であるということ

も重要な視点となります。 

③沿道の耐震化等による避難経路の安全確保  
避難経路沿道の家屋やブロック塀等の耐震化

の促進、自動販売機等転倒危険物の対策、夜間

の避難を考えた照明（太陽光発電式）や蓄光テ

ープ等の整備、高齢者等の円滑な避難のための

階段への手すりの設置やスロープ整備を検討し

ます。また、避難路の拡幅や電線類に地中化等

は長期的視点で進めていく必要があります。 

④南海トラフ地震臨時情報発出時の避難の事前

検討  
 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発出されたときは、要配慮者や津波避難が困難な地

域の全住民は 1 週間を目途とした避難を行うことになります。どこへ、どんな手段で避難するか

を、あらかじめ検討しておく必要があります。 

写真 道路空間を活用した津波避難タワー 
（静岡県吉田町） 

 

①浸水深と津波高別到達時間の把握 
 ・津波浸水シミュレーションによる 

②避難困難区域の把握 
 ・0.3m 津波到達時間から、避難可能時間の推

定 

 ・避難可能時間から、歩行可能距離の推定 

 ・避難可能範囲の決定（全円、半円等） 

 ・避難困難者数の把握 

③津波避難施設の概略配置位置の検討 
 ・津波避難ビル等を配慮し、空白地が無いよう

に配置を計画 

 ・津波避難施設への最大収容可能人数の把握 

④津波避難施設の設計 
 ・津波避難施設の配置位置検討 

 ・津波避難収容者数に見合った設計の実施 

 ・安全性を確保した階高・構造設計 

 ・ユニバーサルデザインの考え方を取り入れる 

図 津波避難施設配置の考え方 



【第３章：津波に強いまちづくり】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

3.7 

3-2-3 広範囲な浸水が想定される地域における避難の安全確保 

◆広範囲な浸水が想定される地域における避難の安全確保のポイント 
①津波避難施設の整備による特定避難困難区域の解消 
②住宅等の耐震化、個別避難計画等による早期避難率の向上 

【解説】 
 津波により広範囲な浸水が想定されている地域における避難の安全確保の方策を紹介します。 
①津波避難施設の整備による特定避難困難区域

の解消  
宮崎県日向市は、最大クラスの地震による津

波により、市街化区域の 76％が浸水する想定

となりました。これを受けて、市は避難ビルの

指定や避難タワー等の津波避難施設の整備を進

め、津波浸水想定区域や津波災害警戒区域のう

ち、避難対象地域外や避難対象地域内の津波避

難ビル等への避難が困難となる地域（特定避難

困難区域）は解消されることとなりました。 

②住宅等の耐震化、個別避難計画等による早期

避難率の向上  
「日向市立地適正化計画」の防災指針には、

早期避難を促す避難体制の整備をはじめとした

取組と住宅やブロック塀の耐震化、空家対策等

の具体的な取組が位置づけられています。 

避難行動要支援者の早期避難の促進には、要

配慮者利用施設における「避難確保計画」、在

宅の避難行動要支援者の「個別避難計画」の策

定を進めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【宮崎県日向市の立地的適正化計 

防災指針の例】 

 南海トラフ地震時には広範囲に津波によ

る浸水が想定されている日向市では、住宅

等の耐震化や早期避難率の向上等を図るこ

とを条件に、津波浸水想定区域を居住推進

区域に含めることとし、津波浸水区域を対

象に以下の取組方針を設定しています。 
表 津波浸水区域における取組方針 

防災指針

の目標 
津波災害対策の具体的な内容 

防災意識

の向上と

避難体制

の整備 

・地域や消防団等と連携した避難訓練

や防災講座等の早期避難に関する取

組等の推進 

・消防団や自主防災組織等の支援、防

災士等の防災リーダーの育成 

・「高齢者等事前避難対象地域」内に

ある高齢者宅や福祉施設等に対する

早期の情報伝達や避難体制の整備 

・防災行政無線に加え、SNS の活用

等による伝達手段の多重化の推進 

・津波避難施設（避難場所、避難路）

の整備や津波避難ビルの指定の推進 

・高齢者や障がい者等の避難環境の整

備に向けた避難所の機能向上や避難

路の整備 

・「地区防災計画」、「個別避難支援プ

ラン」の策定促進 

・「津波防災地域づくりに関する法

律」に基づく「津波災害警戒区域」

の指定に関する検討 

災害に強

いまちづ

くり 

・ハザードマップの活用等による、災

害リスクの高い地域への災害リスク

の周知・啓発 

・住宅の耐震化の促進 

・避難路の安全性向上に向けた倒壊の

危険性の高いブロック塀の除却の促

進 

・空き家の利活用促進、適正管理に向

けた啓発活動の推進、危険空家等の

抑制 

・津波対策に資する公園施設に係る固

定資産税の特例措置の活用にいる民

間企業の防災対策の促進 

（出典：日向市「立地適正化計画」令和 3 年 3 月策定・令和

３年６月公表から作成） 
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3.8 

3-2-4 事前復興まちづくりの推進 

◆津波危険のある地域の事前復興まちづくりのポイント 
①防災拠点や避難所となる施設の高台移転 
②要配慮者利用施設の高台への再配置 
③地域産業も見据えたまちの将来像の検討 

【解説】 
①防災拠点や避難所となる施設の高台移転  
 浸水深が深く、地震発生から短時間で津波の

到達が想定される地域では、現状の市街地での

避難体制を強化するとともに、浸水想定区域外

への防災拠点や避難所となる施設の移転を検討

する必要があります。 

事前復興まちづくりに着手している事例で

は、庁舎や消防署、病院、学校等の浸水想定区

域外への移転の取組が見られます。道路等交通

アクセスの見直しも同時に行い、災害時の復

旧・復興の中核となる機能を確保します。 

②要配慮者利用施設の高台への再配置  

 幼児や高齢者等の要配慮者が利用する施設で

は、少ない職員で全員を迅速に避難させること

が困難です。そのため、要配慮者利用施設は、

建替えの時期等を捉えて浸水想定区域外への配

置の見直しや、浸水想定区域内への建築規制が

必要です。 

③地域産業も見据えたまちの将来像の検討  
 浸水想定区域外への公共施設等の移転等津波

に強いまちづくりを進めるには、長期的な視点

に立ったまちの将来像を、住民等と共有してお

くことが不可欠です。この時、地域の産業も視

野にいれて検討を行うことが重要です。 

技術資料 

国土交通省 復興まちづくりのための事前準備ガイドラ

イン（平成 30 年 7 月） 

https://www.mlit.go.jp/common/001246099.

pdf 

国土交通省 東日本大震災による津波被害から市街地復

興検証委員会とりまとめ 

（令和 3 年 3 月 31 日） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397

377.pdf 

国土交通省 

四国地方整備局 

災害に強いまちづくりガイドライン 

（令和 2 年 3 月） 

https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/saigainituyoi

/guidelines/05gaid-ikkatu-dw.pdf 

【東日本大震災による津波被害からの市街地復

興事業検証委員会とりまとめ概要】 
■今後の復興まちづくりへの教訓 
 ・大災害は社会トレンドを加速させ、人口減少や

過疎化など、長期的な変化が即座に発生。まち

の将来像を平時から真摯に検討しておくこと

が、被災時の復興計画の素地となり得る。 

 ・大災害が起こる前に、基礎情報の収集・分析、

被災後の復興まちづくりを考えながら、立地適

正化計画等を活用しつつ、持続可能な将来のま

ちづくりの検討をしっかりと進めることで円滑

かつ適切な復興につながる。 
（出典：国土交通省ＨＰ 東日本大震災による津波被害からの市街地復興

事業検証委員会とりまとめ 令和 3 年 3 月 31 日） 

写真 庁舎の高台移転の状況 
（高知県黒潮町） 

（出典：国土交通省四国地方整備局「災害に強いまちづくり計画（改定

案）地域モデル：黒潮町」）平成 30 年 3 月） 
 





【実践編】

＜今回のガイドラインの掲載内容＞
本ガイドラインの【計画編】は、第２章が地震、第３章が津波と、第２章

以降はそれぞれの災害事象に対応した内容が掲載されています。今後は、洪
水、高潮、土砂災害等、中部圏で起こりうる災害事象に対応した新たな章を
追加して、改定していきます。

本ガイドラインの【実践編】も、【計画編】で掲載している災害事象に併
せて、地震、津波に対応した取組事例を掲載しています。洪水、高潮等災害
事象の【計画編】への追加に併せて、【実践編】にも、それらに対応した取
組事例を追加していきます。



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-1 

実践編の目的と利用方法 
◆実践編の目的 
 災害に強いまちづくりを進めるための具体施策の検討・実施にあたり、 
参考となる取組事例を掲載 

◆実践編の利用方法 
 災害に強いまちづくりの導入メニュー、災害事象、実施主体の規模を 
手掛かりに、必要な事例を検索して利用 

 【解説】 

①実践編の目的  

「実践編」は、「計画編」を参考として策定した

災害に強いまちづくり計画に掲げた「まちの将来

像」の実現に資する具体施策を検討・実施する上

での参考資料として作成するものです。 

防災指針を検討するときの具体施策を検討する

ときや、防災・減災施策の効果的な進め方を検討

するときに活用していただくことを想定し、具体

的な取組事例を掲載しています。 

②実践編の利用方法  

 実践編では「計画編 第１章」で示した「災害

に強いまちづくり施策体系(例)」の導入メニューに

従って取組事例を掲載しています。 
 個々の取組事例はカルテ形式で整理しており、

災害事象、取組主体の人口や世帯数、都市計画指

定状況等の諸元を掲載しています。これらの情報

を手掛かりに、災害に強いまちづくりの所管課の

職員の方が、必要な事例を検索して利用していた

だくことを想定しています。 
  
  

＜取組事例カルテの構成＞ 

図 取組事例カルテの構成と掲載内容 

「災害に強い施策体系(例)」（※1.3 ページ参照）

の基本施策・導入メニューを掲載 

参考情報として取組に対応する

SDGs のアイコンを掲載 

取組事例のタイトル、実施主体を掲載 

視覚で理解できる情報を掲載 

実施主体の諸元を掲載 

取組概要を掲載 

取組のポイントを掲載 

活用した補助事業や制度を掲載 

各取組の対象災害を掲載 

 

来年の防災訓練は 

●●市の方法を取り

入れて・・・ 

（イラスト出典：いらすとや） 



 

実践編-2 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 
 図 災害に強いまちづくり施策体系(例)導入メニュー 

●：掲載事例 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-3 

Ⅰ 安全で確実な避難の確保 
 

表 掲載事例 

基本施策 導入メニュー 掲載事例【】は実施主体 災害種別 ページ 

Ⅰ-1  

ハザードマッ

プ・津波避難

計画の整備 

① ハザードマップの 

作成 

吉田町津波ハザードマップの作成 

【静岡県吉田町】 
津波 実践編-5 

岐阜県液状化危険度分布図 

【岐阜県】 
地震 実践編-6 

② 避難計画等の策定 地域住民が主体的に取り組む津波

計画の策定【三重県尾鷲市】 
津波 実践編-7 

地区別の津波避難計画の策定 

【高知県高知市】 
津波 実践編-8 

Ⅰ-2  

安全な避難 

空間の確保 

 

① 避難場所の確保・ 

整備 

避難場所整備を含む「地区津波防

災まちづくり計画」の策定 

【静岡県牧之原市】 

津波 実践編-9 

② 避難困難地域の解消 津波避難施設（タワー型）の設置 

【静岡県吉田町】 
津波 実践編-10 

津波避難ビルの指定と津波避難ビ

ル整備への支援【静岡県沼津市】 
津波 実践編-11 

「いのち山」の整備 

【静岡県袋井市】 
津波 実践編-12 

コミュニティ防災センター・津波

避難施設（高台）整備 

【静岡県焼津市】 

津波 実践編-13 

③ 避難経路の確保 高台へ向けた避難階段の整備 

【静岡県沼津市】 
津波 実践編-14 

自主防災組織を中心とした避難路

整備【和歌山県串本町】 
津波 実践編-15 

防災道路（幅員６mの道路）の整

備【東京都江戸川区】 
地震 実践編-16 

 
  



 

実践編-4 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 
基本施策 導入メニュー 掲載事例【】は実施主体 災害種別 ページ 

Ⅰ-3  

確実な避難 

行動の確保 

① 情報収集装置の整備 ― ―  

② 情報伝達方法の整備

（二重化・多様化） 

津波避難での防災行政無線の外国

語対応【大阪府貝塚市】 
津波 実践編-17 

③ 自主防災組織との 

連携 

災害時の避難意主眼を置いた地区

防止計画【東恋ヶ窪六丁目自治会

(東京都国分寺市)】 

地震 実践編-18 

津波避難行動を位置付けた地区防

災計画の策定【三重県松阪市】 
津波 実践編-19 

④ 災害時要支援者等の

支援 

津波災害リスクを有するエリアの

要配慮者利用施設への避難確保計

画の作成支援【静岡県富士市】 

津波 実践編-20 

観光客及び企業従事者（帰宅困難

者）対策の推進【愛知県田原市】 
津波 実践編-21 

⑤ 住宅・建築物・塀の

耐震化・家具の固定化 

官民の連携体制による耐震化の推

進【墨田区耐震化推進協議会（東

京都墨田区）】 

地震 

・津波 
実践編-22 

⑥ 南海トラフ臨時情報

発表時の事前避難の検

討 

南海トラフ地震の多様な発生形態

に備えた防災対応検討静岡県版ガ

イドライン【静岡県】 

地震 実践編-23 

Ⅰ-4 

津波避難対策

で必要となる

施設対策 

① 避難誘導標識・ 

誘導等の整備 

夜間に備えた避難誘導サインの整

備【静岡県吉田市】 
津波 実践編-24 

② 最短でつなぐ避難 

経路の確保 

子どもたちを守るための避難経路

の整備【三重県尾鷲市】 
津波 実践編-25 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-5 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―１ ハザードマップ・津波避難計画の整備 

導入メニュー Ⅰ―１―① ハザードマップの作成 
吉田町津波ハザードマップの作成 主体：静岡県吉田町 

  
出典：吉田町津波ハザードマップ（地図面）（吉田町ＨＰ
http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/disaster/map.asp 

諸 元 

人口 28,919 人 

世帯数 11,265 世帯 

行政区面積 20.73 ㎢ 

都市計画 非線引き都

市計画区域 

用途地域あ

り 

 

取組概要  
・津波防災対策の充実や、町民の津波防災意識を高めることを目的として、平成 23 年 11 月に町

独自で作成したものです。平成 27 年 3 月に更新しています。 
・想定最大規模の津波を「１０００年に一度の大津波」と表現し、浸水深、浸水範囲、津波の到

達時間、津波浸水想定結果等を掲載しています。 
取組のポイント   

【学習面と地図面】津波に関する情報を整理した「学習面」と、ハザードマップが記載された

「地図面」で構成されています。 
【学識者による監修】学識者に監修いただき、専門的な見地からの確認をいただいた内容を掲載

しています。 
【災害教訓を掲載】学習面には東日本大震災の際に生死を分けた教訓を整理した事例や、地震発

生から津波の到達、津波警報が解除されるまでのタイムラインも記載されています。 
【マップ作成効果】津波ハザードマップの取組は、想定津波浸水域における住民の具体的な避難

対策を定める「吉田町津波避難計画」の策定（平成 24 年）につながっていきました。 
活用事業   

― 
吉田町 HP 津波ハザードマップ http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/2102.htm  
「国土交通」No.136（国土交通省 2016.2-3） https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_004506.html 
道路行政セミナー （一般財団法人道路新産業開発機構 2014.1） 
Https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2013data/1401/1401tsunami_hinan_tower-yoshida_city.pdf  



 

実践編-6 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 
基本施策 Ⅰ―１ ハザードマップ・津波避難計画の整備 

導入メニュー Ⅰ―１―① ハザードマップの作成 
岐阜県液状化危険度分布図 主体：岐阜県 

◆液状化危険度分布図  

 
(出典：岐阜県 HP 地震危険度マップ 液状化危険度分布図 https://gis-gifu.jp/gifu-jishin/f_portal.html) 

諸 元 

人口 1,978,742 人 

世帯数 780,73 世帯 

行政区面積 10,621 ㎢ 

都市計画 ― 

― 

 

取組概要  
・岐阜県では日ごろから地域の災害リスクを認識し、災害発生時には迅速に避難できるよう、地

域別の災害危険度情報をホームページで公開しています。 
・地震の被害を確認するハザードマップは、震度、液状化、津波の被害ごとに作成しています。 
・液状化危険度分布図は、平成２５年２月に公表した「岐阜県南海トラフの巨大地震等被害想定

調査」及び平成３１年２月に公表した「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査結果」

の液状化危険度を示したデータで作成されています。 
取組のポイント   

【防災施設と危険度分布の重ね合わせ表示が可能】ハザードマッ

プは「県域統合型 GIS ぎふ」で提供されており、庁舎や避難所

等の防災施設と液状化危険度分布を重ね合わせて表示させること

ができます（右図参照）。 
【住所や目標物から検索可能】郵便番号または住所を入力する

と、指定した場所の液状化危険度を見ることができます。また学

校や公共施設等目標物で検索することもできます。 
 

(出典：岐阜県 HP 地震危険度マップ 液状化危険度分布図 https://gis-gifu.jp/gifu-jishin/f_portal.html) 
活用事業   

（不明） 
・岐阜県 HP「岐阜県地震危険度マップ」 https://gis-gifu.jp/gifu-jishin/f_portal.html  

液状化危険度と避難場所、避難所の重ね合わせ 
 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-7 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保  
基本施策 Ⅰ―１ ハザードマップ・津波避難計画の整備 

導入メニュー Ⅰ―１―② 避難計画等の策定 
地域住民が主体的に取組む津波避難計画の策定 主体：三重県尾鷲市 

 

諸 元 

人口 16,252 人 

世帯数 8,153 世帯 

行政区面積 192.71 ㎢ 

都市計画 非線引き都

市計画区域 

用途地域指

定なし 

 

取組概要  
・尾鷲市は、超高齢化社会における防災対策や、迅速かつ円滑な避難体制の在り方について、住

民参画のもと津波避難計画の検討を進め、住民が主体となって自らの地域の避難体制構築を目的

とした津波避難計画の策定（住民主導型避難体制確立事業）を実施しています。 
取組のポイント   

【近隣で助け合っての避難体制の構築】尾鷲市古江地区では、高齢化が進み一人で避難すること

が難しい住民が増えていることから、一人での避難が困難な人と避難を支援できる人などを考慮

して、避難の単位である「防災隣組」を編成しています。 
【行政からの情報だけに頼らない避難行動の検討】土砂災害の危険のある古江地区では、局所的

な集中豪雨による土砂災害等、予測が困難で行政からの情報だけでは不十分な場合に備えて、災

害発生の予兆を発見したら地域住民で避難を判断し、自主的に避難するルールを定めています。 
活用事業   

（不明） 
・一般財団法人消防防災科学センター 平成 26 年度 『地域防災データ総覧「避難環境編」』 第２章 避難を促進するための情報伝達

システム(Owasegu:オワセグ)(三重県尾鷲市の事例) https://www.isad.or.jp/information_provision/information_provision/h26/ 
 
  



 

実践編-8 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―１ ハザードマップ・津波避難計画の整備 

導入メニュー Ⅰ―１―② 避難計画等の策定 

地区別の津波避難計画の策定 実施主体：高知県高知市 

 

津波避難計画の一部（十津小学校区） 
（出典：高知市 HP「十津小学校区津波避難計画」 

https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/104714.pdf） 

 

津波避難行動支援マップ（十津小学校区） 
（出典：高知市 HP「十津小学校区津波避難行動支援マップ」

https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/64374.pdf） 

諸 元 

人口 326,545人 

世帯数 154,171 世帯 

行政区面積 309.0 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  

・高知市では、津波被害から命を守るために，市民一人ひとりが「津波から避難する」意識を高

め、お互いに助け合い、津波が到達するまでに安全な高台や津波避難ビルなどへ迅速に避難する

ことを目的とした、地区別の「津波避難計画」を地域の自主防災組織等と策定しています。 

取組のポイント  

【小学校区ごとの作成】各家庭の避難マップ作成に役立てられるよう、津波避難計画、津波避難

行動支援マップは、地震による津波の浸水想定区域にある小学校区別に作成しています。 

【地区住民等による検討会】計画策定にあたっては、地区住民による津波避難計画検討会を組織

してワークショップや現地調査を実施し、2ヵ年をかけて津波避難計画と津波避難行動支援マップ

のとりまとめを行いました。 

活用事業  

（不明） 

・高知市公式 HP「地区別津波避難計画」https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/12/tikubetutunamihinannkeikaku.html 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-9 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―① 避難場所の確保・整備 
避難場所整備を含む「地区津波防災まちづく

り計画」の策定 
主体：静岡県牧之原市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（牧之原市 HP https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/4/2078.html） 

諸 元 

人口 43,502 人 

世帯数 15,904 世帯 

行政区面積 111.69k㎡ 

都市計画 非線引き都
市計画区域 
用途地域指
定あり 

 

取組概要  
・最大級の津波が到来しても住民全員が助かるために、各地区における避難場所や避難路などの

施設整備や日ごろからの防災意識、対策をまとめたものです（平成 25 年３月策定）。 
・いつ発生するか分からない、大規模災害に対しては、住民一人一人が「自分の命は自分で守

る」を原則として考え、行動することが重要だと捉えています。 
取組のポイント   

【住民ワークショップで作成】市内沿岸部 5地区の地域住民が県や市、関係機関とともにワーク

ショップ形式で意見交換を行い、地区の実情や課題に沿った内容として作り上げました。 
【先導プロジェクトを掲載】各地区のまちづくり全体のテーマと、ハード・ソフトの 5 項目（避

難場所の確保、避難路の整備、サインや情報提供、日頃の意識や避難訓練、災害弱者対策）に

基づく個別テーマを定め、テーマごとに設定された「主要事業」の中から、特に緊急性が高

く、波及効果が大きいなどの理由で、優先的に進めたいという意見が多かった事業を「先導プ

ロジェクト」に位置付けました。 
【推進体制の整備】計画策定後の事業化に向けて、「プロジェクトチーム」、「牧之原市津波防災

事業化策定委員会」、「地区津波防災まちづくり推進委員会」の３つの組織を立ち上げ、相互に

支援や連携を図りながら取り組んでいます。 
活用事業   

― 
 
 



 

実践編-10 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―② 避難困難地域の解消 
津波避難施設（タワー型）の設置 主体：静岡県吉田町 

  

(出典：吉田町 HP 津波避難タワー位置図 http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/secure/2300/download.pdf) 

諸 元 

人口 28,919 人 

世帯数 11,265 世帯 

行政区面積 20.73㎢ 

都市計画 非線引き都

市計画区域 

用途地域指

定あり 

 

取組概要  
・吉田町は、津波避難シミュレーションを行って避難対象地域や避難困難地区を把握し、避難困

難者の避難場所として避難施設（タワー型）の整備を行いました。 
・津波最終到達ラインから 500m以内の健常者、250m以内の災害時要援護者（避難行動要支援

者）は避難可能とし、それ以外は避難困難地区と設定して、避難困難地区の自治会ごと避難場所

を配置し、既存施設の利用ができない 15エリアに津波避難タワーを平成 24年度～25年度の 2

年間で設置しました。 
取組のポイント   

【道路空間を活用した津波避難施設の整備】用地取得の時間や工期短縮、経費の軽減を図るた

め、道路空間を活用した横断歩道橋と避難施設との兼用工作物として整備しています。 
【検討委員会による設計基準の検討】タワーの強度や津波の波力等、町だけの技術力だけでは設

計が困難なため、構造的な問題の解決に向けて町職員に加え、学識経験者、国土交通省、静岡県

等の委員で構成する検討委員会を設置して検討を行い、その成果を「道路上に設置する津波避難

タワーの標準仕様設計基準」をとりまとめました。 
活用事業   

国庫支出金と市債 
・全国市町村会 HP 静岡県吉田町／道路空間を活用した津波避難タワーの建設 https://www.zck.or.jp/site/forum/1291.html  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-11 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―② 避難困難地域の解消 
津波避難ビルの指定と津波避ビル整備への支援 主体：静岡県沼津市 

 
(出典：沼津市 HP「地震・津波対策マニュアル（平成 27 年４月改訂）」 
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/jishintunami/index.htm) 

諸 元 

人口 189,386人 

世帯数 83,438世帯 

行政区面積 186.96 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  
・沼津市の津波避難困難地区では、避難マウントの整備や津波避難ビルの指定を行っています。 
・地震による津波の被害から市民の生命を守るため、津波避難ビル整備事業を行う者に対し予算

の範囲内で、補助金を交付しています。 
取組のポイント   

【地区の避難計画に基づく津波避難ビルの指定】各地区で地震・津波避難計画が作成されてお

り、計画に基づいて津波避難ビルを指定しています。 
【地域における津波避難ビル整備を支援】津波避難訓練対象区域（沼津市でこれまで最も大きな

被害を受けた安政東海地震（1854年）の津波浸水域を含む単位自治会の区域）内において、津

波避難ビルとして指定を受けているものや津波避難ビルの指定を条件とする建築物（新築を含

む）を対象に、整備費用の 2/3を補助します（上限は 600万円）。対象施設における外付け階

段、手すり、避難誘導表示板や停電時に対応できる照明灯などの設備の整備が対象です。 
活用事業   

（不明） 
・沼津市 HP「地震・津波対策マニュアル（平成 27 年４月改訂）」 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/jishintunami/index.htm 
・沼津市 HP「平成 30 年度沼津市津波対策計画」 
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/tsunamitaisaku/doc/01.pdf 

 
  



 

実践編-12 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 
基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―② 避難困難地域の解消 
「いのち山」の整備 主体：静岡県袋井市 

  
【湊東地区命山】「湊命山」         【中新田地区命山】「きぼうの丘」 

  
【湊西地区命山】「江川の丘」       【東同笠・大野地区命山】「寄木の丘」 

（出典：袋井市 HP「平成の命山」
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/3/2/bosai/1466817404364.html） 

諸 元 

人口 87,864 人 

世帯数 34,072 世帯 

行政区面積 108.33 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  
・延宝 8 年（1680 年）の高潮災害で大きな被害を被った村人が築いた築山を、市民は「命塚」

「助け山」「命山」と呼んでいます。東日本大震災以降、津波から市民の生命を守るため、先人

の知恵を生かした「平成の命山」の建設を要望する声が地元住民から上がりました。 
・袋井市では、平成 24 年度から平成 28 年度にかけて、先人の知恵に学びつつ、現代工法による

海抜 10ⅿの津波一時避難場所「平成の命山」４か所を整備しました。 
取組のポイント   

【日頃から親しめる憩いの場として市民に活用】命山を公園のように整備することで、平常時か

ら市民に親しまれ、いざというときの避難場所という意識が高まることを期待しています。ま

た、子供たちの防災学習にも活用されています。 
【安全安心が長持ち】避難タワー等の施設は老朽化によって建替えが必要となりますが、命山

は、維持管理は必要ですが建替えは発生しないため、安全安心が長持ちします。 
表 整備した命山の諸元 

名称 完成年月 敷地面積(㎡) 収容スペース(㎡) 収容人数(人) 

湊命山 平成 25年 12 月 6,433 1,300 1,300 

きぼうの丘 平成 28年 3 月 8,716 400 400 

江川の丘 平成 29年 2 月 5,968 300 300 

寄木の丘 平成 29年 3 月 7,859 300 300 
 

活用事業   
（不明） 
・出典：袋井市 HP「平成の命山」https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/3/2/bosai/1466817404364.html 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-13 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―② 避難困難地域の解消 
コミュニティ防災センター・津波避難施設(高
台)整備 

主体：静岡県焼津市 

 

 

 

 
 

小川第１３コミュニティ防災センター  津波避難施設(高台)「こすぎ山」 

(こすぎ山出典：焼津市 HP「津波避難施設（高台）一覧」 http://www.city.yaizu.lg.jp/g01-
008/documents/kosugiyama.pdf) 

諸 元 

人口 136,845人 

世帯数 53,243 世帯 

行政区面積 70.31 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域あり 

 

取組概要  
・焼津市では、津波危険区域等における防災体制の充実を図るとともに、地域住民のコミュニテ

ィ活動の増進に資することを目的として、市内に 16ヶ所のコミュニティ防災センターを設置し

ています。 

・コミュニティ防災センターは、平常時は自主防災組織活動の中心として、防災訓練及び防止知

識の普及の場として、災害時には津波避難ビル及び災害応急活動の拠点としての機能を持ってい

ます。 

・また津波避難施設として高台広場も整備しています。 

取組のポイント   
【避難者の収容を想定した整備】 

・コミュニティ防災センターは、避難者収容室や食料備蓄庫を備えています。 

【夜間の避難を想定した整備】 

・津波避難施設の高台広場は、夜間時における避難活動を円滑化するため、階段及び避難ステー

ジ上にソーラーシステム蓄電式のＬＥＤ照明を設置するとともに、階段に蓄光材を設置していま

す。 

活用事業   
コミュニティ防災センター（小川第 13 コミュニティ防災センターの場合）国費、県費、市費、地

元からの寄付 
津波避難施設(高台) 国費、県費、市町村振興協会費、市費 
・焼津市 HP「焼津市コミュニティ防災センター条例」 https://en3-jg.d1-
law.com/yaizu/d1w_reiki/H420901010121/H420901010121.html 
・焼津市 HP「津波避難施設（高台）一覧」 http://www.city.yaizu.lg.jp/g01-008/takadaiohirome.html 

  



 

実践編-14 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

   
基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―③ 避難経路の確保 
高台へ向けた避難階段の整備 主体：静岡県沼津市 

 

出典：沼津市地震・津波対策マニュアル（平成 27 年４月改訂） 

諸 元 

人口 189,386人 

世帯数 83,438 世帯 

行政区面積 186.96 ㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 

用途地域指定
あり 

 

取組概要  
・沼津市では、静岡県第４次地震被害想定を基づいた「沼津市地震・津波対策アクションプラ

ン」に基づく「津波避難路」の整備の一貫として、自主防災会等が実施する津波避難階段の整備

に補助を行っています。 
取組のポイント   

【自主防災会等を対象】補助対象は、市が指定した避難路(指定津波避難路)で市有地であるもの

で、当該土地所有者から津波避難路整備事業を実施することについて承諾を得た自主防災会等

（自主防災会及び連合自治会自主防災会）です。 
【地域における避難路整備を支援】指定避難路については、整備費用の全額を補助します。ただ

し、路面舗装、階段、手すり等の設置に要する費用は、限度額を 80 万円とし、太陽光照明等の

夜間停電時に対応できる照明設備の設置に要する費用は、限度額を 70 万円とします。指定避難

路以外は、整備に要する費用のうち、原材料費の半額を補助し、限度額を 50 万円とします。 
活用事業   

― 
津波避難路・津波避難ビルを整備するための補助金のお知らせ 沼津市 (city.numazu.shizuoka.jp) 
沼津市地震・津波対策アクションプランの改定について 沼津市 (city.numazu.shizuoka.jp) 
地震・津波対策マニュアル 沼津市 (city.numazu.shizuoka.jp) 
  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-15 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―③ 避難経路の確保 

自主防災組織を中心とした避難路整備 
実施主体：和歌山県串本

町 

 

（出典：きのくに自主防災

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011400/jisyubou_kaihoushi_d/fil/kaihou14.pdf） 

諸 元 

人口 14,959 人 

世帯数 7,398 世帯 

行政区面積 135.67 ㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

なし 

 

取組概要 

・和歌山県串本町では、南海トラフ巨大地震が発生すれば 5分～10分で津波が来襲するとされて

います。そのような地域特性がある中で、自主防災組織が中心となって串本町の補助金を活用

し、避難路を手作業で整備しています。避難路は、傾斜地にブロックを埋め込んで階段を作り、

手すりや海抜表示版なども設置しています。 

取組のポイント 

【行政と自主防災組織との連携】地域の実態に即した自主防災組織の活動を支援することで、行

政と自主防災組織が連携した防災対策を推進することができます。 

【地域住民の主体的な避難行動を促進】町は串本町自主防災活動支援事業補助金交付要綱に則

り、補助金を交付して整備を促進しています。地域住民自らが避難路を整備することで、いざとい

う時に主体的な避難行動を促進することが期待されます。 

活用事業 

（不明） 

・きのくに自主防災 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011400/jisyubou_kaihoushi_d/fil/kaihou14.pdf 

 
 
 
 

https://www.chintai.or.jp/kyotei/


 

実践編-16 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―２ 安全な避難空間の確保 

導入メニュー Ⅰ―２―③ 避難経路の確保 

防災道路（幅員６ｍの道路）の整備 実施主体：東京都江戸川区 

  
道路拡幅による防災道路の確保の例 

（東京都江戸川区江戸川一丁目地区） 
（出典：江戸川区 HP「事業完了地区 №５ 江戸川一丁目地区 密集住宅市街地整備促進事業」

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/926/edoiti2.pdf） 

諸 元 

人口 697,932人 

世帯数 333,200世帯 

行政区面積 49.90 ㎢ 

都市計画 線引き都市

計画区域 

用途地域指

定あり 

 

取組概要 

・江戸川一丁目地区は昭和初期に耕地整理が行われ、概ね現在の街区が形成された後、主に昭和

40 年代に急速にミニ開発が行われ結果、狭小な住宅が密集し、４ｍ未満の細街路率が高く、公

園などの空地が不足しているなど、住環境や防災面で課題を抱えていました。 

・江戸川区は幅員約 2.7ｍの道路を、震災時も通行可能とされる幅員 6mに拡幅整備しました。 

取組のポイント 

【防災上重要な道路の選定】災害時の避難路として機能するよう、地区内外の幅員 6m以上の道

路とネットワークを形成するように防災道路を計画し、拡幅する道路を選定しています。 

【建替えの機会を捉えた拡幅整備】拡幅する道路を地区計画に地区施設の「防災道路」として位

置づけることにより、住民に防災上重要な道路であることを周知するとともに、沿道建物の建替

えの時期を捉えて拡幅が進みます。 

活用事業 

社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）、地区計画 
・江戸川区 HP「事業完了地区 №５ 江戸川一丁目地区 密集住宅市街地整備促進事業」

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/926/edoiti2.pdf 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-17 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー Ⅰ―３―② 情報伝達方法の整備（二重化・多重化） 

津波避難での防災行政無線の外国語対応 実施主体：大阪府貝塚

市 

  

（出典：消防防災博物館 HP【避難誘導支援】防災行政無線の外国語対応（中・韓・英）（消防防

災博物館 外国人を対象とした防災対策に関する実務資料集編）

https://www.bousaihaku.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/H29_dai3bu11.pdf） 

諸 元 

人口 84,443 人 

世帯数 33,284 世帯 

行政区面積 43.93 ㎢ 

都市計画 線引き都市

計画区域 

用途地域指

定あり 

 

取組概要 

・貝塚市では、大阪府への外国人訪問客数の増加や、市南部に隣接する泉佐野市に関西国際空港

が立地することから、外国人の訪問者・滞在者数が年々増加することを見込まれています。 

・南海トラフ地震の被害想定では、最大震度６弱と最大津波推移 TP3.7mが想定されており、土

地勘の無い外国人訪問者を含む来訪者を迅速に避難させることが必要となります。 

・そのため、平成 29年に実施したデジタル防災行政無線整備事業において、多言語対応の対応

を進め、津波注意報等の発表時には防災行政無線で中国語・韓国語・英語で知らせることがで

きるようにしました。 

取組のポイント 

【来阪外国人旅行者の国籍から言語を選択】言語の選択は、来阪外国人旅行者が主要５か国・地

域で 80％を占めることから中国語、韓国語、英語を選択しました。 

活用事業 

― 

・消防防災博物館 HP「外国人を対象とした防災対策に関する実務資料集編」https://www.bousaihaku.com/reportcollection/14460/ 
  



 

実践編-18 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー Ⅰ―３―③ 自主防災組織との連携 

災害時の避難に主眼を置いた地区防災計画 
実施主体：東恋ヶ窪六丁

目自治会(東京都国分寺) 

  

東恋ヶ窪六丁目自治会 地区防災計画（抜粋） 
（出典：内閣府帆 p「地区防災計画ライブラリ」東恋ヶ窪六丁目自治会地区防災計画

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/chikubo/chikubo/pdf/06_032_01.pdf 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/chikubo/chikubo/pdf/06_032_02.pdf） 

諸 元 

人口 129,242人 

世帯数 63,962 世帯 

行政区面積 11.46 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

※諸元は国分寺市のデータを記載 

取組概要 

・東恋ヶ窪六丁目自治会（東京都国分寺市）では、地区防災計画をマップ形式でとりまとめていま

す。 

・災害時の避難先を示したマップ、災害時の避難手順を示すなど、地震時の避難に重点を置いた計

画となっています。 

取組のポイント 

【災害時の避難先をマップに掲載】自治会区域を４つのエリアに分け、それぞれのエリアの避難

先を示す防災マップを掲載しています。災害発生時にどこに避難すればよいかが一目でわかりま

す。公園等の公共施設がないエリアでは、個人が所有する農地を一時避難場所としています。 

【1 枚にまとまった地区防災計画】東恋ヶ窪六丁目自治会の地区防災計画は、マップ面と計画面

の裏表の仕様となっています。計画面での災害時の行動として避難手順を示しており、地区住民誰

もがわかりやすく、行動に移せるよう地区防災計画を 1枚にまとめました。 

活用事業 

― 
・内閣府帆 p「地区防災計画ライブラリ」 http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/chikubo/chikubo/area/kanto.html 

・国分寺市 HP「地区防災計画について」https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/bousai/machizukuri/1016816.html 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-19 

 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー Ⅰ―３―③ 自主防災組織との連携 

津波避難行動を位置付けた地区防災計画の策定 実施主体：三重県松阪市 

 

 

（出典：松坂市 HP「鵲地区防災計画（鵲まちづくり協議会）」平成 31年 2 月

https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/33920.pdf） 

諸 元 

人口 159,145人 

世帯数 65,481 世帯 

行政区面積 623.58 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  

・松阪市では、地域防災計画の行動計画編に、各地区の地区防災計画を位置付けています。 

・津波避難困難区域を区域の一部に抱える鵲地区では、『地区津波避難計画』の作成を目的とし

て、平成 30 年度に様々なワークショップなどを実施し、地区防災計画を策定しました。 

取組のポイント  

【地区防災のスローガン】鵲地区地区防災計画では、「全員参加で被害者『０』みんなで作ろう強

い鵲」のスローガンを合言葉に、様々なワークショップを実施し計画を作成しました。 

【ワークショップを通じた全員避難の検討】ワークショップでは自助の重要性等を再確認し、避

難経路を考え、課題抽出などを 行い、地区内の住民が全員無事に避難できるよう検討しました。 

活用事業  

― 

・松阪市 HP「地区防災計画」https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/bousai/chikukeikaku.html 

・松阪市 HP「鶴地区防災計画」https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/33920.pdf 

  



 

実践編-20 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー Ⅰ―３―④ 災害時要支援者等の支援 

津波災害リスクを有するエリアの要配慮者利用

施設への避難確保計画の作成支援 

実施主体：静岡県富士市 

  

津波に関する避難確保計画（抜粋）（左：本編、右：様式編） 
（出典：富士市 HP「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について（津波）」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0102/rn2ola0000031lbx.html 

諸 元 

人口 245,392人 

世帯数 97,333 世帯 

行政区面積 244.95 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 

・平成 23年 12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立・施行され、都道府県知事が津波

災害（特別）警戒区域を指定した場合、区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作

成及び避難訓練の実施が義務化されています。 

・富士市では、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく区域の指定はされていませんが、津

波からの円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、津波避難対象区域（浸水想定区域＋バ

ッファゾーン）内の社会福祉施設等に「避難促進施設における避難確保計画の作成」の要請を行

っています。 

・要請に伴い富士市では、計画本編や様式作成のためのひな形を作成し、要配慮者利用施設が津波

からの避難対策を検討するための支援を行っています。 

取組のポイント 

【計画作成と合わせた理解向上】南海トラフ地震臨時情報や津波避難の考え方等、計画作成の際

に参考となる情報を一体的に掲載することで、津波からの避難確保に係る理解向上が期待されま

す。 

【作成者の負担軽減】フローや図表への入力を基本とすることで、計画作成の負担軽減が期待さ

れます。 

活用事業 

不明 

 
  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-21 

 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー Ⅰ―３―④ 災害時要支援者等の支援 
観光客及び企業従事者（帰宅困難者）対策の

推進 
主体：愛知県田原市 

 

(設置位置は平成 29 年現在) 出典：広報たはら平成 29 年５月号 

諸 元 

人口 59,360 人 

世帯数 21,300 世帯 

行政区面積 191.12 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  
・大地震による津波被害が想定されている田原市では、海辺にいるときに地震が発生した場合、

すぐに安全な場所に逃げられるように津波避難看板や津波セーフティライン（想定されている

津波 浸水区域より高い位置にある海岸への道路に表示し、避難の際の目安となる標示）など

を整備しています。 
取組のポイント   

【来街者を対象とした標示】サーファーや釣り客などに津波避難を誘するため、想定されている

津波浸水区域より海抜で 1.5ｍ高い位置に、津波注意の図記号と「津波セーフティライン」と

記した路面標示を設けています。 
【複数の誘導手段を整備】本取組は観光客が訪れる地域やサーフポイント、避難困難地域におけ

る、避難路･避難経路や避難誘導灯の整備、海抜標示板の設置、わかりやすい避難案内看板等

の整備を行う「道標プロジェクト」として実施しています。 
活用事業   

― 
広報たはら平成 29 年５月号 ７ｐ tahara1705-07.pdf (city.tahara.aichi.jp) 
防災・減災お役立ちガイドブック 2020 oyakudachi2020.pdf (city.tahara.aichi.jp) 
第二次国土強靭化地域計画 plan_3.pdf (city.tahara.aichi.jp)、 
第二次国土強靭化地域計画  アクションプラン（R3.6） ap_2.pdf (city.tahara.aichi.jp) 

  



 

実践編-22 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  

基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー Ⅰ―３―⑤ 住宅・建築物・塀の耐震化・家具の固定化 

官民の連携体制による耐震化の推進 

実施主体： 墨田区耐震化

推進協議会（東京都墨田

区） 

 
墨田区耐震化推進協議会テーマ曲の映像 

 
毎年度開催しているセミナーのチラシ 

(出典：墨田区耐震化推進協議会 HP https://sumidakutaishin.jp/) 

諸 元 

人口 272,085人 

世帯数 145,768世帯 

行政区面積 13.77 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

※諸元は墨田区のデータを記載 

取組概要 

・墨田区では、平成 18年 1月より木造住宅の耐震改修工事費用の助成を実施しています。この機

会を捉えて、墨田区まちづくり公社、区内の町会・自治会、建築士、工事施工者等が協議会を結

成し、区の一連の建築物耐震化事業が円滑に運用されるよう、区と連携し耐震化の推進活動を行

っています。 

取組のポイント 

【町内会等の参画】協議会には行政や専門家に加え、町内会・自治会等地域団体も参画してお

り、住宅の耐震化を身近なこととして捉えられるよう、テーマ曲の作成、区内の町内会で開催する

防災イベントへの出展、セミナーの開催の取組を行っています。 

【無料相談会の開催】ホームページや電話、区役所窓口を通じていつでも申込ができる無料耐震

化相談を実施しています。 

活用事業 

― 

・墨田区耐震化推進協議会 HP https://sumidakutaishin.jp/  

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-23 

 津 波 
基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

  
基本施策 Ⅰ―３ 確実な避難行動の確保 

導入メニュー １―３―⑥ 南海トラフ臨時情報発表時の事前避難の検討 
南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災

対応検討静岡県版ガイドライン 主体：静岡県 

 
（出典：静岡県 HP「南海トラフ地震の多様な活性形態に備えた造歳対応検討静岡県版ガイドラ

イン 概要版」 https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/gaidoraingaiyou.pdf） 

諸 元 

人口 3,633,202人 

世帯数 1,483,472世帯 

行政区面積 7,777.35㎢ 

都市計画 ― 

 

 

取組概要  
・静岡県では「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討静岡県版ガイドライン」
（以下、「県版ガイドライン」）を作成（令和２年２月）しました。 

・南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に事前避難などの住民等がとるべき防災対応を市町が
具体的に検討するための指針とし、内閣府ガイドラインを参考に、静岡県の多様な地域特性やこ
れまで実施してきた地震・津波対策への取組、住民や関係者の意見を踏まえた内容となっていま
す。 
取組のポイント   

【住民との合意形成の進め方の例を掲載】地形特性や防
災対策、地元産業との結びつきなどの特徴を総合的に勘
案して３つのモデル地域（湖西市、伊豆市、河津町）を
選定し、住民の意見を十分に聴けるようワークショップ
形式により防災対応の検討を行いました。各モデル地域
での検討では、有識者の助言を受けながら進めるととも
に、『津波浸水動画）』や『臨時情報発表後のイメージイ
ラスト(右図)』を用いることにより、地域の災害リスク
や臨時情報を住民に正しく認識・理解してもらえるよう
工夫しました。 

 
（出典：静岡県 HP「南海トラフ地震の多様な活性形態に備えた造歳対応検討静岡県版ガイドライン」 

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/gaidorain2.pdf) 

活用事業   
（不明） 
・静岡県 HP「南海トラフ地震臨時情報について」https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/nankaitorahu.html 

  

臨時情報発表後のイメージイラスト例 

 



 

実践編-24 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―４ 津波避難対策で必要となる施設対策 

導入メニュー Ⅰ―４―① 避難誘導標識・誘導等の整備 

夜間に備えた避難誘導サインの整備 実施主体：静岡県吉田町 

 

（出典：内閣府 HP「津波避難ビル等に係る事例集」平成 29年 7 月

http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/hinan/pdf/jireishuu.pdf） 

諸 元 

人口 28,919 人 

世帯数 11,265 世帯 

行政区面積 20.73 ㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  

・吉田町では津波避難タワーを整備した際、階段部分に夜間蓄光の誘導サインを整備しました。 

取組のポイント  

【夜間の発災への対応】津波は夜間に発生することも考えられます。足元に避難する方向が示さ

れていることで迅速な避難が可能となります。 

活用事業  

（不明） 

・内閣府 HP「津波避難ビル等に係る事例集」平成 29年 7月 http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/hinan/pdf/jireishuu.pdf 

 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-25 

 津 波 

基本事項 Ⅰ 安全で確実な避難の確保 

 

基本施策 Ⅰ―４ 津波避難対策で必要となる施設対策 

導入メニュー Ⅰ―４―② 最短でつなぐ避難経路の確保 

子どもたちを守るための避難路の整備 実施主体：三重県尾鷲市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：尾鷲小学校改築及び改修事業

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/07/

04/1373855_2.pdf) 

（出典：三重県 防災教育の取組 尾鷲市立尾鷲小学校

https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/p0008200020_00002.htm） 

諸 元 

人口 16,765人 

世帯数 9,124 世帯 

行政区面積 192.71㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

なし 

 

取組概要 

・浸水想定区域内に立地している尾鷲小学校の子どもたちが避難場所である裏山に直接避難できる

ように、尾鷲市は平成 27年 6月に避難路を設置しました。 

・設置した避難路は地域住民から「いのちの架け橋」と呼ばれており、避難訓練の際に使用してい

ます。 

取組のポイント 

【避難路の設置】尾鷲小学校が浸水想定区域内に立地していたことから、尾鷲市は短時間で避難

場所へアクセスできる避難路を尾鷲小学校に設置しました。 

【避難場所へのスムーズな移動】避難訓練時、子どもたちが一斉に橋を渡ろうとして混乱が発生

したため、スムーズに渡ることが出来ませんでした。２度目の避難訓練時には、避難路と学校周辺

の避難経路を使用したため、子どもたちは混乱せず、より早く安全な避難が可能となりました。 

活用事業 

国庫補助事業（安全・安心な学校づくり交付金）（平成 22年度時点） 

・尾鷲小学校改築及び改修事業三重県尾鷲市教育委員会  

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/07/04/1373855_2.pdf 

・三重県 防災教育の取組 尾鷲市立尾鷲小学校 https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/p0008200020_00002.htm 

  

小学校から避難する小学生 

避難場所に移動 
避難場所の裏山に続く避難路 
「いのちの架け橋」（三重県尾鷲市） 



 

実践編-26 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 

Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 
 

表 掲載事例 

基本施策 導入メニュー 掲載事例 災害種別 ページ 

Ⅱ-1 

地震対策を必要 

とする施設対策 

① 建物の耐震化の促進 官民の連携体制による

耐震化の推進【墨田区

耐震化推進協議会（東

京都墨田区）】 

※Ⅰ-3-⑤ 

地震 

・津波 
実践編-22 

② 空き家対策 自治会による空き家等

の見守り活動 

【山形県酒田市】 

地震 実践編-28 

③ ライフラインの耐震

化の促進 

電線類の地中化 

【愛知県東海市】 
地震 実践編-29 

④ 盛土造成地及び 

埋立地の液状化対策 

宅地耐震化進出事業 

【兵庫県西宮市】 
地震 実践編-30 

⑤ ため池の耐震化 ― ―  

 ⑥ 地域防災拠点等の 

整備 

防災公園（地域防災拠

点、避難所・場所とな

る都市公園）の整備

【愛知県名古屋市】 

地震 実践編-31 

地域住民が自由に使え

る「むかしの井戸」

【東京都国分寺市】 

地震 実践編-32 

Ⅱ-2 

津波対策を必要 

とする施設対策 

① 避難所になる重要 

公共施設の再配置 
役場庁舎等の高台移転

【高知県中土佐町】 
津波 実践編-33 ② 災害弱者施設(保育

園、高齢者施設等)の 

再配置 

③ 建物のＲＣ化に 

よる耐浪化の促進 

― 
―  

④ 宅地地盤の嵩上げ 名古屋市臨海部防災区

域建築条例 

【愛知県名古屋市】 

津波 実践編-34 

⑤ 津波浸水対策 信濃平野たてよこ進

入・排水作戦 

【国土交通省中部地方

整備局】 

津波 実践編-36 

⑥ 堤防等の補強・機能

強化 

既存の防災林等の嵩上

げ・補強等による「静

岡モデル」の整備 

【静岡県・対象市町】 

津波 実践編-37 

⑦ 漂流物対策 湾港の漂流物対策 

【高知県須崎市】 
津波 実践編-38 

⑧ 海岸林対策 

 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-27 

 
基本施策 導入メニュー 掲載事例 災害種別 ページ 

Ⅱ-2 

津波対策を必要 

とする施設対策 

⑨ 津波防災地域づくり

法に基づく推進計画の

活用 

観光防災まちづくり推

進計画による津波対策 

【静岡県伊豆市】 

津波 実践編-39 

Ⅱ-3 

火災に強いまちの

形成 

① 密集市街地の解消 学区ごとの延焼危険度

に基づいた防災対策 

【愛知県岡崎市】 

地震 実践編-40 

空き地を活用した公園

整備【愛知県一宮市】 
地震 実践編-41 

② 火災延焼防止帯の 

確保 
糸魚川市駅北復興まち

づくり計画 

【新潟県糸魚川市】 

 

地震 実践編-42 

③ 火災避難場所・経路

の確保 

④ 住宅・建物等の 

不燃化・難燃化 

⑤ 消防水利の確保 

Ⅱ-4 

災害リスクに対応

した土地利用計画 

① 地域防災計画・都市

計画マスタープラン等

との連携 

都市計画マスタープラ

ンと立地適正化計画と

の連携 

【岩手県二戸市】 

津波 実践編-44 

② 災害ハザードエリア

内の土地利用の規制・

誘導 

名古屋市臨海部防災区

域建築条例 

【愛知県名古屋市】 

※Ⅱ-2-④ 

津波 実践編-34 

災害危険区域の指定 

【宮城県石巻市】 
津波 実践編-45 

立地適正化計画におけ

る柔軟な区域指定【神

奈川県藤沢市】 

津波 実践編-46 

土砂災害特別警戒区域

にある既存不適格の住

宅の移転促進【熊本県

熊本市】 

地震 実践編-47 

Ⅱ-5 

地域の孤立対策 

① ヘリポートの整備 

岐阜県孤立集落対策指

針【岐阜県】 
地震 実践編-48 

② 食料、生活必要物資

の備蓄(備蓄倉庫) 

③ 確実な情報収集・ 

提供手段の整備 

④ 避難路・緊急輸送 

道路の確保 

  



 

実践編-28 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 
基本施策 Ⅱ―１ 地震対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―１―② 空き家対策 
自治会による空き家等の見守り活動 主体：山形県酒田市 

 
（出典：国土交通省 HP「地方公共団体の空き家対策の取組事例１ 平成 28 年度調査」 

https://www.mlit.go.jp/common/001218439.pdfl） 

諸 元 

人口 100,273人 

世帯数 39,402 世帯 

行政区面積 602.97 ㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 
用途地域指定
あり 

 

取組概要  
・酒田市では、自治会による最低月 1回の空き家の見守りや新たな空き家情報の市への報告など

の活動に対し、運営交付金を支給しています。 

・平成 28年度時点で 123自治会が活動に取り組んでいます。 

取組のポイント   
【近隣住民と空き家所有者との良好な関係づくり】自治会（近隣住民）と空き家等所有者の良好

な関係（相互連絡）を築くことにより、管理不全な空き家等の発生を抑制することを目的とし

て、見回り活動への支援を行っています。自治会は空き家の見回り（最低月 1回及び災害等の緊

急時）を実施するとともに、空き家情報等（新たに発見、解体等）を市へ報告します。 

活用事業   
（不明） 
・国土交通省 HP「地方公共団体の空き家対策の取組事例１ 平成 28 年度調査」https://www.mlit.go.jp/common/001218439.pdf  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-29 

 地 震 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 

基本施策 Ⅱ―１ 地震対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―１―③ ライフラインの耐震化の促進 

 電線類の地中化 実施主体：愛知県東海市 

  

都市計画道路の無電柱化（大田地区） 

 
狭い道路における無電柱化（横須賀地区） 

（出典：東海市 HP「東海市無電柱化推進計画(案)」令和 2 年 

http://www.city.tokai.aichi.jp/secure/41592/soan1.pdf） 

諸 元 

人口 113,787人 

世帯数 49,077 世帯 

行政区面積 43.43 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  

・東海市では、令和元年度に「東海市無電柱化推進計画」を策定し、（１）防災、（２）安全で円

滑な交通確保、（３）景観形成、の３つを目的とし、令和２年度から令和１１年度を計画期間と

する、市内の道路の無電柱化を推進しています。 

・緊急輸送路や防災拠点を連絡する道路や駅周辺等、街並み景観形成を進める地域等、無電柱化

を推進する箇所を「無電柱化推進計画」に定めています。 

取組のポイント  

【狭い道路に適した電線類の地中化方式等の共同研究】既存の約 3～7mの狭い道路の無電柱化に

は、既設埋設物件の大規模な支障移転や掘削に伴う地域住民への影響など、多くの課題がありま

した。そのため東海市では狭い道路における地中化方式及び低コスト化等の検討を行うことを目

的として、電力事業者と協力して共同研究を実施しました。 

活用事業  

社会資本整備総合交付金（道路事業）、占用予定者による建設負担金、地方債 
・東海市 HP「東海市無電柱化推進計画(案)」令和 2 年 http://www.city.tokai.aichi.jp/secure/41592/soan1.pdf 

  



 

実践編-30 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

  

基本施策 Ⅱ―１ 地震対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―１―④ 盛土造成地及び埋立地の液状化対策 

 宅地耐震化推進事業 実施主体：兵庫県西宮市 

 
大規模盛土造成地マップ(北部抜粋) 

（出典：西宮市 HP「宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地マップ）」

https://www.nishi.or.jp/kurashi/sumai/joho/takuchitaishin.files/hokubu_2019.pdf） 

 
滑動崩落の対策工事（花の峯地区） 

（出典：国土交通省 HP「大規模盛土造成地防災対策検討会報告（案） 参考資料」

https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001327210.pdf） 

諸 元 

人口 485,587人 

世帯数 215,651世帯 

行政区面積 99.96 ㎢ 

都市計画 線引き都市

計画区域 

用途地域指

定あり 

 

取組概要  

・西宮市では、地震防災対策の強化を図り、安全・安心なまちづくりを進めるために、大規模盛

土造成地の位置の把握などを目的とする調査を実施し、その中で地震時に滑動崩落が発生する

おそれがある箇所があるかどうか検証しました。 

・その結果把握された滑動崩落が発生するおそれがある 1箇所について、平成 29～30年度に対

策工事を実施しました。 

取組のポイント  

【大規模盛土造成地の存在の市民への周知】西宮市では大規模盛土造成地マップを作成し、市民

の防災意識の向上とともに、建物を建てる時や売買の時などに地盤調査が必要性と重要性を啓発

しています。 

【対策工設置箇所の市管理】地震時に滑動崩落の発生の恐れがあることが把握された「花の峯地

区」では、対策工事の保全対象は住家と市道であったことから、整備された対策工設置箇所は道

路区域とし、道路管理者である市が管理しています。 
活用事業  

社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進事業） 

・国土交通省 HP「大規模盛土造成地防災対策検討会報告（案）参考資料」https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001327210.pdf 

・国土交通省 HP「西宮市における宅地耐震化推進事業」https://www.mlit.go.jp/common/001299376.pdf 

・西宮市 HP「宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地マップ）」https://www.nishi.or.jp/kurashi/sumai/joho/takuchitaishin.html  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-31 

 地 震 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

  
基本施策 Ⅱ―１ 地震対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―１―⑥ 地域防災拠点等の整備 
防災公園（地域防災拠点、避難所・場所とな

る都市公園）の整備 
主体：愛知県名古屋市 

 
（出典：国土交通省中部地方整備局 HP「防災まちづくり関連支援事業集【建政部所管】 中部地方整備局建

政部」平成 23 年 11 月 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/machi_seibika/pdf/bousaimati.pdf） 

諸 元 

人口 2,332,176 人 

世帯数 1,122,103 世帯 

行政区面積 326.5 ㎢  

都市計画 線引き都市計

画区域 
用途地域指定

あり 

 

取組概要  
・安全で安心できる都市づくりの形成を推進し、災害に脆弱な都市構造の改善を図るため、災害

対策実施計画で避難地に位置づけられた都市公園等の整備を行っています。（平成 22 年～） 
取組のポイント   

【地域拠点と広域拠点の整備】身近な街区公園、近隣公園等の「住区基幹公園」は、避難場所、

食料等の配給拠点、ライフラインの復旧、地域情報の提供の場として、また、「都市基幹公

園」は、駐車場や広場等を拠点として活用し、生活物資等の集積場及び配送等の支援活動の場

として機能するよう整備しています。 
【防災機能の確保】公園には備蓄倉庫、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、

発電施設、延焼防止のための散水施設等を整備し、防災機能を確保しています。 
活用事業   

社会資本整備総合交付金(都市公園事業、都市防災総合推進事業) 
・国土交通省中部地方整備局 HP「防災まちづくり関連支援事業集【建政部所管】 中部地方整備局建政部」平成 23年 11月

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/machi_seibika/pdf/bousaimati.pdf 

・国土交通省中部地方整備局 HP「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」平成 26年 2 月

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/guideline.pdf 

 



 

実践編-32 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

  

基本施策 Ⅱ―１ 地震対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―１―⑥ 地域防災拠点の整備 

地域住民が自由に使える「むかしの井戸」 実施主体：東京都国分寺市 

   

公園に設置された「むかしの井戸」 公園内に町会で設置した防災倉庫 

(国分寺市高木町つつじ公園) 

諸 元 

人口 129,242人 

世帯数 63,962 世帯 

行政区面積 11.46 ㎢  

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定 

あり 

 

取組概要 

・東京都国分寺市では、地域住民が自由に使える災害用の給水施設として、公園などに手押しポン

プの井戸「むかしの井戸」を設置しています。 

・井戸の近くの住民は、毎月１回・1 時間程度「井戸端会議」を開催し、簡単な水質検査やポンプ

の手入れ等を行っています。 

取組のポイント 

【地域住民のコミュニケーションの場の提供】平常時から井戸の手入れ等を通じて、近隣の住民

同士のふれああいの場として活用されています。 

【初期消火活動に活用できる水利の確保】地下水は汲めば汲むほど水質がよくなり、水量も増え

てきます。日頃から井戸の水を汲みだすことで災害時にも井戸水の利用が可能となり、初期消火な

ど地域の応急活動に利用することができます。 

活用事業 

― 

・国分寺市 HP「むかしの井戸」https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/bousai/machizukuri/1002489.html 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-33 

 津 波 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

   

基本施策 Ⅱ―２ 津波対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―２―① 

～② 

避難所になる重要公共施設の再配置 

災害弱者施設（保育園、高齢者施設等）の再配

置 

役場庁舎等の高台移転 実施主体：高知県中土佐町 

 
中土佐町新庁舎 

（出典：中土佐町市 HP「新庁舎移転のおしらせ」 

https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1329） 

諸 元 

人口 6,002 人 

世帯数 2,702 世帯 

行政区面積 193.21 ㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

なし 

 

取組概要 

・高知県中土佐町では、津波浸水想定区域内に町役場等の重要施設が存在していましたが、大規模

災害時においても行政機能及び消防機能を維持し、迅速な復旧、円滑な救助活動を行うため、町

役場及び消防署を高台へ移転しました。 

・さらに、子どもたちの安全を守るため、保育園の高台移転も行いました。 

取組のポイント 

【町を一望できる防災対策室の設置】移転した新庁舎では、沿岸地域で危険性の高い久礼地区を

一望でき、被災状況等全体を把握できる位置に防災対策室を設置しています。 
【交通アクセスの確保】高台移転を実施することで、移転前の庁舎よりも交通利便性が低下する

ことが懸念される中、コミュニティバスにおける高齢者の運賃無料化や運行ルートの変更を実施

し、庁舎サービスを享受する機会が損なわれないように配慮しています。 

【将来の担い手である子供の安全確保】中土佐町の働き手の多くが町外で就業することもあり、

保育園を庁舎と隣接する場所に移転することで、大規模災害が発生した場合にも町内に残る子ども

たちの安全を確保し、町民にとって安心・安全な環境を整備しました。 
活用事業 

（不明） 
・四国地方整備局 HP「災害に強いまちづくり計画(改訂案)第２版(案)  地域モデル：中土佐町」 

https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/saigainituyoi/saigainituyoi_pdf/nakatosatyou.pdf 

 
 



 

実践編-34 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

  
基本施策 Ⅱ―２ 津波対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―２―④ 宅地地盤の嵩上げ 
名古屋市臨海部防災区域建築条例 主体：愛知県名古屋市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：名古屋市 HP「名古屋市臨海部防災区域建築条例」

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/39-6-3-2-6-0-0-0-0-0.html） 

諸 元 

人口 2,332,176人 

世帯数 1,122,103 世帯 

行政区面積 326.5 ㎢  

都市計画 都市計画区域 

 

取組概要  
・昭和 34 年 9 月の伊勢湾台風の教訓を踏まえ、昭和 36 年 6 月 1 日から施行された「名古屋市災

害対策要綱」の防災対策事業の一環として、本条例による建築物の制限が実施されています。 
・上記要綱で建築制限が定められている臨海部防災区域は、建築基準法第 39 条の規定による災害

危険区域に指定されています。 
取組のポイント   

【市街地特性に応じた区域設定】区域設定の考え方は以下のとおりです。 
・第１種区域：防潮壁よりも海側の区域で主に臨海埋立工業地 
・第２種区域：伊勢湾台風以前から市街化していた区域と伊勢湾台風以降、土地区画整理事業な

どにより市街化が進展した区域が含まれ、土地利用状況が類似化してきている区域 
・第３種区域：伊勢湾台風当時から市街化していた区域であって内陸部にあるため、他の区域に

比べればあまり強い規制は必要としない区域 
・第４種区域：市街化調整区域 
【建築物の用途や形態への制限】建築制限の主な内容は、居住室を有する建築物等の制限（禁止や

階数の制限）、公共建築物の床の高さ及び構造の制限、地階を有する建築物の制限となっています。 
活用事業   

なし 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-35 

 
（出典：名古屋市 HP「名古屋市臨海部防災区域建築条例」https://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/39-6-3-2-6-0-0-0-0-0.html） 
 



 

実践編-36 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 
基本施策 Ⅱ―２ 津波対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―２―⑤ 津波浸水対策 
濃尾平野たてよこ進入・排水作戦 主体： 

国土交通省中部地方整備局 

 
（出典：国土交通省中部地方整備局「中部版「くしの歯」作戦」令和 3 年 5 月改定版 

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/kanri-bunkakai/pdf/202105_data_02.pdf） 

諸 元 

人口 ― 

世帯数 ― 

行政区面積 ― 

都市計画 ― 

 

取組概要  
・国土交通省中部地方整備局は、東海・東南海・南海地震等の南海トラフを震源とするマグニチ

ュード９クラスの大規模地震が発生し、沿岸部で最大クラスの津波により甚大な被害が発生す

ることを想定し、「道路啓開オペレーション計画」を策定しています。 

・濃尾平野における総合啓開は、津波被害を受けた地域の救援・救護活動を支援する「道路啓

開」「航路啓開」を進め、破堤箇所への進入ルートの啓開、緊急排水のための堤防仮締切を実施

し、排水ポンプ車および排水機場による「排水作業」を進め緊急物資輸送のためのルートを確

保することとしています。 

取組のポイント   
【中部圏で優先的に取組む課題】中部地方整備局では、中部圏の国、地方公共団体、学識経験

者、地元経済界等が「中部圏戦略会議」を設立し、南海トラフ地震等の巨大地震に対して総合的

かつ広域的視点から関係機関が一体となって重点的・戦略的に取り組むべき事項を「中部圏地震

防災基本戦略」として協働で策定し、取り組みを進めています。道路啓開は、中部圏地震防災基

本戦略の中で優先的に取組む連携課題として位置づけられています。人命救助のための「くしの

歯ルート」が設定されると、堤防の破堤箇所の仮締切、排水ポンプ車や排水機場による排水作業

を行います。 

活用事業   
― 
・国土交通省中部地方整備局 HP「中部版くしの歯作戦」令和 3 年 5 月改定 

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/kanribunkakai/pdf/202105_data_02.pdf  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-37 

津 波 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 
基本施策 Ⅱ―２ 津波対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―２―⑥ 堤防等の補強・機能強化 
既存の防災林等の嵩上げ・補強等による 
「静岡モデル」の整備 主体：静岡県・対象市町 

 
 

浜松市沿岸域防潮堤 
（出典：静岡県「浜松市沿岸域防潮堤（通称一条堤）竣工記念誌概要」令和 3 年 3 月 

https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-890/bouchoutei/documents/kinenshi-gaiyoban-
1.pdf） 

諸 元 

人口 3,633,202人 

世帯数 1,483,472世帯 

行政区面積 7,777 ㎢ 

都市計画 ― 

 

 

取組概要  
・静岡県では、震源域に近く津波の到達が早い沿岸部に人口・資産が集中する本県の特性を踏ま

え、レベル 1を超える津波に対しても施設による被害の最小化を図るため、地域住民の合意など

条件が整った地域で、既存の防災林等の嵩上げ・補強等による「静岡モデル」の整備を推進して

います。 

・平成元年 6月 28日現在、沿岸 21市町の内 8市町（湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、掛川

市、御前崎市、吉田町、焼津市）において整備を実施しています。 

取組のポイント   
【市民・企業の参画】浜松市沿岸域防潮堤の整備にあたっては、民間企業から整備費の寄付を得

て、県が防潮堤を整備、市が整備に必要な土砂の確保と住民等への説明を分担しました。設計段

階から地元自治会の要望や意見を反映するため推進協議会を設置、浜松商工会議所と連携し、横

断幕やロゴマーク等を作成するなど、地域との連携を図りながら整備を推進しました。浜松市自

治会連合会、商工会議所など全 40団体で組織する「みんなでつくろう防潮堤市民の会」が発足

し、沿岸地域だけでなく、全市を上げて防潮堤の整備に取り組む体制が整備されました。 
活用事業   

浜松市沿岸域防潮堤：県整備、民間企業からの寄付、市の土砂確保及び住民等への説明 
・静岡県河川砂防局 HP「静岡モデルの推進」http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-
320/measures/shizuokamodel.html#what_shizuokamodel 



 

実践編-38 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 

基本施策 Ⅱ―２ 津波対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―２―⑦ 漂流物対策 

港湾の漂流物対策  実施主体：高知県須崎市 

  

木材の固縛         津波バリアの設置 
（出典：須崎市 HP「漂流物対策」

https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=429） 

諸 元 

人口 20590 人 

世帯数 8710 世帯 

行政区面積 135.34 ㎢ 

都市計画 非線引き都

市計画区域 

用途地域指

定なし 

 

取組概要  

・須崎市では、昭和南海地震において湾奥にあった貯木場の木材が津波の引き波で流出して市街

地に流入し被害が拡大したことから、津波における漂流物対策が喫緊の課題ととらえ、平成 18

年に防災会議に漂流物対策専門委員会を設置して埠頭につまれた木材の固縛や津波バリアの設

置について取り組んできました。 

・また、平成 23年度に漁船の漂流物対策についても専門委員会を設置し、野見地区で建設予定

であった防潮堤に漁船の流失防止柵を設置する計画を日本の漁港で初めて進めることになりま

した。 

取組のポイント  

【漂流物対策専門委員会の設置】平成 18年に防災会議に漂流物対策専門委員会を設置し、埠頭

に積まれた木材の固縛や津波バリアの設置について取り組んできました。 

【作業性や実効性の検証】平成 20年に須崎市が木材工業団地の協力を得て社会実験として木材

の固縛実験を実施し、作業性や実効性の検証を行いました。こういった取組が評価され、平成 22

年度に国の社会実験として津波バリアと木材の固縛を、須崎埠頭背後地において実施しました。

平成 23 年度に津波バリアの一部を須崎駅東側の海岸保全上の効果が見込める市道部分に移設

し、長期にわたり耐久性の検証が行われています。 

活用事業  

平成 20 年固縛装置実証実験：市単費 

平成 22・23 年度社会実験：国費 
・須崎市 HP「漂流物対策」https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=429 

・須崎市 HP「須崎市における津波避難対策について ― 津波による犠牲者ゼロを目指して ― 」平成 25 年 3月

https://www.city.susaki.lg.jp/download/?t=LD&id=430&fid=952  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-39 

 津 波 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

  
基本施策 Ⅱ―２ 津波対策を必要とする施設対策 

導入メニュー Ⅱ―２―⑨ 津波防災地域づくり法に基づく推進計画の活用 

観光防災まちづくり推進計画による津波対策 主体：静岡県伊豆市 

 
（出典：伊豆市 HP「“海と共に生きる”観光防災まちづくり推進計画 第３版」平成 31 年 4 月 
http://www.city.izu.shizuoka.jp/media/01020501_pdf_2019523_rad9FD2E.pdf) 

諸 元 

人口 28,190 人 

世帯数 11,449 世帯 

行政区面積 363.97 ㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 
用途地域指定
あり 

 

取組概要  
・伊豆市では、南海トラフの巨大地震など津波を伴う地震が予想される中、土肥地域の『観光』

『環境』『防災』のバランスのとれた津波防災まちづくりの考えから『伊豆市“海と共に生き

る”観光防災まちづくり推進計画』（伊豆市津波防災地域づくり推進計画）を策定しました。 
取組のポイント   

【住民主体の計画作成】伊豆市津波防災地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。）を設置

し、推進計画（案）が検討されました。協議会では、一年以上に亘り 5回の会議と住民参加によ

るワークショップや市民集会等を開催し計画作成を進めました。 
【津波災害警戒区域等への愛称の設定】津波災害警戒区域等の考え方を住民や観光客等に適切に

伝えるため、津波災害警戒区域を「海のまち安全避難エリア」、津波災害特別警戒区域を「海の

まち安全創出エリア」と愛称をつけ、観光と防災の両立を図っています。 
活用事業   

― 
・伊豆市 HP「「観光防災まちづくり推進計画」 http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail007172.html  



 

実践編-40 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築  
基本施策 Ⅱ―３ 火災に強いまちの形成 

導入メニュー Ⅱ―３―① 密集市街地の解消 
学区ごとの延焼危険度に基づいた防災対策 主体：愛知県岡崎市 

  
（出典：岡崎市 HP「小学校区別防災カルテ」https://okazaki-bousai-

portal.transmod.jp/sonae/78） 

諸 元 

人口 384,654人 

世帯数 156,619世帯 

行政区面積 387.20 ㎢ 

都市計画 線引き都市計画

区域 

用途地域指定あ

り 

 

取組概要  
・岡崎市では、愛知県の地震等被害予測調査結果を基に、市内の災害リスクを客観的に把握する

災害危険度判定を行い、その結果を受けて小学校区別防災カルテを作成しました。 
取組のポイント   

【地域の皆さんの防災対策の参考資料として活用】市内のどこにどのような災害リスクが存在し

ているかの把握を促します。また、行政が行う「公助」とともに、住民一人一人が自ら行う

「自助」や、地域が連携して行う「共助」により防災力を向上させるための対策を図る際の参

考資料として活用します。 
活用事業   

都市防災総合推進事業（災害危険度判定調査） 
・岡崎市 HP「小学校区別防災カルテ」https://okazaki-bousai-portal.transmod.jp/sonae/78 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-41 

・出典：国土交通省中部地方整備局 HP」中部圏におけるまちづくり・住まいづくりの取組み」

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/pdf/machidukuri2021.pdf） 

  

 地 震 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

  
基本施策 Ⅱ―３ 火災に強いまちの形成 

導入メニュー Ⅱ―３―① 密集市街地の解消 
空き地を活用した公園整備 主体：愛知県一宮市 

 

 
（出典：国土交通省中部地方整備局 HP」中部圏におけるまちづくり・住まいづくりの取組み」

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/pdf/machidukuri2021.pdf）f 

諸 元 

人口 380,073人 

世帯数 152,075世帯 

行政区面積 113.82k㎡ 

都市計画 線引き都市計画

区域 

用途地域指定あ

り 

取組概要 
・一宮市では、地域の住環境と防災性向上に向けて、空家を除却した跡地を、小公園として整備

しました。 
取組のポイント   

【地震時の倒壊被害防止と延焼を抑制する空間の確保】老朽化した空家は大規模地震時に倒壊し

て人的被害や道路閉塞など引き起こす危険があります。空家を除却した跡地を公園として整備す

ることで、倒壊被害の防止とともに、延焼火災を抑制する「燃えない空間」を確保しています。 
活用事業 
空き家再生等推進事業（交付金）、空き家対策総合支援事業（補助金） 



 

実践編-42 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 

基本施策 Ⅱ―３ 火災に強いまちの形成 
導入メニュー Ⅱ―３―

②～④ 
火災延焼防止帯の確保 
火災避難所・経路の確保 
住宅・建等の不燃化・難燃化 
消防水利の確保 

糸魚川市駅北復興まちづくり計画 主体：新潟県糸魚川市 

 

 

 

（出典：糸魚川市駅北大火復興情報サイト HOPE 糸魚川 https://hope-itoigawa.jp/） 

諸 元 

人口 40,765 人 

世帯数 16,442 世帯 

行政区面積 746.24 ㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 
用途地域指定
あり 

 

取組概要  
・糸魚川駅北大火（平成 28年 12月 22日～23日）を契機とし、防災道路等の公共施設整備と建築

物等の構造等制限によって、「災害に強いまち」「住み続けられるまち」をめざした取組を進める

こととしました。 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-43 

・「大火を二度と繰り返さない」災害に強い安全な市街地再生に向け、道路の拡幅や防災広場の整

備、建築物の不燃化などを進めるとともに、消防水利をはじめとする消防基盤の拡充・整備を図

っています。また、常備消防や消防団体制の強化、自主防災組織の充実、広域道路ネットワーク

を利用した応援体制の強化などをあわせて行うことで、総合的に地域の防災力を高める取組を進

めています。 
取組のポイント   

【準耐火建築物の誘導による延焼遮断帯の形成】まち全体の防火機能を高めるため、高さ 5ⅿ以

上の準耐火建築物の建築を誘導し、延焼遮断帯を形成します。 
【地区防災道路の整備】防災機能（緊急車両の通行、延焼の防止、速やかな避難）を高めるた

め、幅員 6ⅿ以上の道路を地区防災道路として整備しています。災害時における避難経路の確保

のための被災地周辺の無電柱化を推進します。 
【消防水利備等の整備】大型防火水槽（100㎥程度）の整備や海水等自然水の活用等により消防

水利を確保しています。 
活用事業   

・社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 都市防災総合推進事業・街並み環境整備事業・

小規模住宅地区改良事業 
・防災街区整備地区計画 
・糸魚川市 HP「糸魚川市駅北大火からの復興まちづくり」 https://www.city.itoigawa.lg.jp/item/20859.htm 
・糸魚川市駅北大火復興情報サイト HOPE 糸魚川 https://hope-itoigawa.jp/ 

  



 

実践編-44 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 
基本施策 Ⅱ―４ 災害リスクに対応した土地利用計画 

導入メニュー Ⅱ―４―① 地域防災計画・都市計画マスタープラン等との連携 

都市計画マスタープランと立地適正化計画との

連携 
主体：岩手県二戸市 

 
（出典：二戸市 HP「都市計画マスタープラン」  
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/tosikeikaku/pdf/0-2_syusi.pdf） 

諸 元 

人口 25,513 人 

世帯数 10,555 世帯 

行政区面積 420.42 ㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 
用途地域指定
あり 

 

取組概要  
・二戸市では、令和 3年 3月に「二戸市都市計画マスタープラン」を改訂し、都市計画マスター

プランの一部として立地適正化計画を策定しました。 

取組のポイント   
【4 編での構成】全体構想編、地域別構想編、立地適正化計画編、資料編で構成されています。 
【災害リスク分析を全体構想編で実施】災害リスク分析を「第３章 都市の現況路課題」で行っ

ており、都市整備の方針に繋げています。 
活用事業   

― 
・二戸市 HP「二戸市都市計画マスタープラン」と「二戸市立地適正化計画」 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/2528 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-45 

 津 波 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 

基本施策 Ⅱ―４ 災害リスクに対応した土地利用計画 

導入メニュー Ⅱ―４―② 災害ハザードエリア内の土地利用の規制・誘導 

災害危険区域の指定 実施主体：宮城県石巻市 

 
石巻市災害危険区域図（市街地の抜粋） 

(出典：石巻市 HP「石巻市災害危険区域図（市街地）」

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10185000/8550/saigai03.pdf) 

 
建築できない建物の例 

（出典：石巻市 HP「災害危険区域について」 

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10185000/8550/saigai01.pdf） 

諸 元 

人口 140,151人 

世帯数 56,768 世帯 

行政区面積 554.55 ㎢ 

都市計画 線引き都市

計画区域 

用途地域指

定あり 

 

取組概要  

・石巻市では、東日本大震災により住居等が全壊又は流出した区域及びその周辺区域内で、市街

地の場合は都市計画道路である高盛土道路等から旧北上川等の地形・地物で区域を設定した区

域、離半島部の場合は津波で浸水被災した地区について、「東日本大震災に伴う石巻市災害危険

区域の指定及び建築制限に関する条例」に基づき、平成 24年 12月 1日に災害危険区域を指定

しました。 

・災害危険区域では、住宅、アパート、ホテル、民宿、児童福祉施設、医療施設など用途の建築

物は建築できない制限を定めています。 

取組のポイント  

【高盛土道路から海側を災害危険区域に指定】石巻市の市街

地では、防潮堤等と併せて内陸部に高盛土道路を整備して津

波の浸水を防ぐこととし、津波浸水シミュレーションによっ

て道路から内陸側への浸水が防止できることを確認した上

で、道路から海側の土地を災害危険区域に指定しました。 

                              高盛土道路の整備イメージ 
（出典：石巻市 HP）「東日本大震災からの復興（被害状況、復旧・復興に向けた取組状況）」

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/8235/99hukkoujyoukyou_full.pdf） 

活用事業  

－ 
・石巻市 HP「災害危険区域の指定について」https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10185000/8550/8550.html 

・石巻市 HP「「東日本大震災からの復興（被害状況、復旧・復興に向けた取組状況）」

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/8235/99hukkoujyoukyou_full.pdf  



 

実践編-46 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 

基本施策 Ⅱ―４ 災害リスクに対応した土地利用計画 

導入メニュー Ⅱ―４―② 災害ハザードエリア内の土地利用の規制・誘導 

立地適正化計画における柔軟な区域指定 
実施主体：神奈川県藤沢

市 

  

藤沢市立地適正化計画 区域図 
（出典：藤沢市 HP「藤沢市立地適正化計画 全体図」（藤沢市、令和 3 年 10 月） 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/tosikei/documents/202110_zentaizu.pdf 

諸 元 

人口 436,905人 

世帯数 193,204世帯 

行政区面積 69.56 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 

・藤沢市では、災害ハザードエリアを居住誘導区域外とした上で、市独自の「防災対策先導区域」

を設定し、当該区域内における届出制度を活用し、区域内で開発行為を行う事業者や住民に対

し、区域設定の趣旨を周知、ハザード状況や避難対策の状況、避難方法等の周知を行っていま

す。 

取組のポイント 

【ハザードエリアにおける防災対策の具体化】藤沢市が独自に設定する「防災対策先導区域」に

ついては、立地適正化計画に対象区域、基本的な考え方、対策を具体的に明記することで、対策の

実効性が高まることが期待されます。 

活用事業 

― 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-47 

 地 震 

基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 

基本施策 Ⅱ―４ 災害リスクに対応した土地利用計画 

導入メニュー Ⅱ―４―② 災害ハザードエリア内の土地利用の規制・誘導 

土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格の住

宅の移転促進 

実施主体：熊本県熊本市 

  

がけ地近接等危険住宅移転事業 熊本県熊本市の事例 
（出典：国土交通省 HP「「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第２回（2020 年４月

17 日）資料２：第１回検討会の補足説明資料等 資料２－２：都市局資料」 

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001341481.pdf 

諸 元 

人口 738,865人 

世帯数 326,920世帯 

行政区面積 390.32 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 

・熊本市では、平成 28年 4月に発生した熊本地震で被災（全壊）した土砂災害特別警戒区域（平

成 28 年 3月 18日指定）内にある既存不適格の住宅について、がけ地近接等住宅移転事業を活用

し、土砂災害特別警戒区域外への移転、跡地の整地や砂利舗装等を行いました。 

取組のポイント 

【跡地の適切な管理】跡地については本事業の趣旨に従い、住宅等を禁止する旨の看板を立てる

とともに、更地にして適切に管理することが重要となります。 

活用事業 

がけ地近接等危険住宅移転事業 

 
 
  



 

実践編-48 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 
基本事項 Ⅱ 地震・津波に強い都市構造の構築 

 
基本施策 Ⅱ―５ 地域の孤立対策 

導入メニュー Ⅱ―５―①

～④ 
ヘリポートの整備 
食料、生活必要物資の備蓄（備蓄倉庫） 
確実な情報収集・提供手段の整備 
避難経路・緊急輸送道路の確保 

岐阜県孤立集落対策指針 主体：岐阜県 

 
（出典：岐阜県「岐阜県孤立集落対策指針」令和 3 年 3月 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/237186.pdf） 

諸 元 

人口 1,978,742人 

世帯数 780,730世帯 

行政区面積 10,620 ㎢ 

都市計画 ― 

 

 
 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-49 

取組概要  
・岐阜県では豪雨に伴う土砂災害、南海トラフ巨大地震や活断層を震源とする内陸型地震など、

孤立集落の発生原因となる自然災害の発生が予想されています。 
・このことを踏まえ、岐阜県は災害による孤立集落発生に備えた事前対策と孤立集落発生時の応

急対策を計画的かつ迅速に実施するための指針「岐阜県孤立集落対策指針」を、令和３年３月に

策定しました。 
取組のポイント   

【県、市町村、集落が行う対策を掲載】 
・県、市町村、集落（自治会等）が行う事前対策と応急対策を掲載しています。 

表 市町村、集落が実施する事前対策 
 市町村 集落（自治会等） 

（１）孤立集落発

生時の連絡体制

等の確認 

①連絡先リストの作成 

②伝達項目の整理（様式第２号 

孤立集落状況連絡票） 

③多様な通信手段の確認・整備 

①連絡先リストの作成 

②伝達項目の整理（様式第２号

（孤立集落状況連絡票）の項目。

市町村と共有しておくこと） 

③市町村との連絡窓口となる集落

代表者の決定 

④安否情報の収集方法の決定 

⑤多様な通信手段の確認⑥通信機

器の点検 

（２）救助救急体

制の確認 

①集落内の医師、看護師等の有資

格者を把握 

②住民自らが行える応急措置を確

認 

③ヘリコプターの着陸可能場所の

調査・整備 

④医薬品の備蓄・供給体制の整備 

⑤避難行動要支援者の把握 

①集落内の医師、看護師等の有資

格者を把握 

②住民自らが行える応急措置を確

認 

③医薬品の備蓄・供給体制の整備 

④避難行動要支援者の把握 

（３）孤立状態発

生に備えた集落づ

くり 

①飲料水、食料、生活用品等の備

蓄 

②救助資機材の備蓄 

③避難施設の指定 

④自家発電機等非常用電源の整備 

⑤アクセス道路、迂回路の状況 

⑥携帯電話不感地帯の確認 

⑦集落内の危険箇所の確認 

⑧孤立を想定した訓練の実施 

⑨道路啓開等における地元建設業

者等との連携 

⑩消防団や自主防災組織との連携 

①飲料水、食料、生活用品等の備

蓄 

②孤立を想定した訓練の実施 

③消防団や自主防災組織との連携 

（出典：岐阜県 HP「岐阜県孤立対策指針」 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/237186.pdf） 

活用事業   
― 
・岐阜県 HP「岐阜県孤立対策指針」 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/237186.pdf 



 

実践編-50 
災害に強いまちづくりガイドライン 

Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 
 

表 掲載事例 

基本施策 導入メニュー 掲載事例 災害種別 ページ 

Ⅲ-1 

人材等の育成 

① 自主防災組織の結成

と活動の充実 

地域から提案されたみん

なにやさしい避難所づく

り【三重県四日市市】 

地震・ 

津波 
実践編-52 

大学を中心とした自主防

災組織の養成【各大学】 

地震・ 

津波 
実践編-53 

② 消防団の充実・強化 女性消防団員の活躍 

【三重県尾鷲市、三重県

津市、静岡県裾野市】 

地震・ 

津波 
実践編-54 

③ 自分の判断で避難 

できる防災教育の推進 

防災意識を啓発する素材

の提供【三重県】 
地震 実践編-56 

④ 防災教育の推進(住

民・子供たちの意識 

づくり) 

地震・津波防災教育につ

いて【三重県尾鷲市】 
地震・ 

津波 
実践編-57 

尾鷲市津波防災教育のた

めの手引き 

【三重県尾鷲市】 

津波 実践編-58 

高校生の防災教育 

【三重県南伊勢町】 

地震・ 

津波 
実践編-60 

子どもたちを対象とした

防災イベントの実施 

【岐阜県美濃加茂市】 

地震 実践編-61 

Ⅲ-2 

自治体・企業等の

連携 

① 国・県・自衛隊・ 

消防・警察・NEXCO との

連携強化 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊

急災害対策派遣隊）の 

活動【国土交通省】 

地震・ 

津波 
実践編-62 

洪水・津波発生時の高速

道路の緊急避難場所 

活用【三重県桑名市】 

津波 実践編-63 

② 他の地方公共団体と

の連携強化(防災協定・

日常の地域間交流) 

18 府県の 18市 1 町によ

るネットワーク型災害協

定【大阪府泉大津市】 

地震・ 

津波 
実践編-64 

③ 企業との連携強化

（防災協定） 

ドローンによる情報収集

活動に関する協定の締結 

【愛知県田原市】 

地震・ 

津波 
実践編-65 

④ ＮＰＯとの連携 ― ― ― 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-51 

基本施策 導入メニュー 掲載事例 災害種別 ページ 

Ⅲ-3 

地方公共団体の 

防災力向上 

① 貴重なデータの保護 地籍調査事業計画の策定 

【三重県津市】 

地震・ 

津波 
実践編-66 

② 事業継続計画(BCP)の

策定促進 

― 
― ― 

③ 職員の意識づくり 震災復興都市計画策定時

の地方公共団体職員ワー

クショップの開催 

【愛知県】 

地震 実践編-67 

Ⅲ-4 

有事を見据えた 

体制づくり 

① 自主防災組織による

避難防災訓練の実施 

防災指導員の配置と避難

訓練の実施 

【静岡県沼津市】 

地震・ 

津波 
実践編-68 

1800 人の生徒を「避難

者」から「救助者」に～

地域の方と住み分ける、

行内避難所運営に向けて

～【大島地区連合 

町内会・川崎市立川崎高

校（神奈川県川崎市）】 

地震・ 

津波 
実践編-69 

自衛隊と自主防災隊の共

同訓練 

【三重県南伊勢町、大分

県佐伯市】 

地震・ 

津波 
実践編-70 

② 広域巨大災害に備え

た仮設期の住まいづくり 

災害時における民間賃貸

住宅の提供に関する協定 

【岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県、名古屋市】 

地震・ 

津波 
実践編-71 

③ 支援物資等の受け入

れ態勢の検討 

ラストマイルにおける支

援物資輸送 

【国土交通省】 

地震 実践編-72 

④ 災害廃棄物・海岸漂

着物処理体制の検討 

― 
― ― 

 
  



 

実践編-52 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

   
基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―① 自主防災組織の結成と活動の充実 
地域から提案されたみんなにやさしい避難所 
づくり 

主体：三重県四日市市 

    
（出典：四日市市 HP「大規模災害から命と暮らしを守るための避難所運営の手引き」

https://bousai2.city.yokkaichi.mie.jp/home/doc/hinansyouneinotebiki.pdf） 

諸 元 

人口 305,424人 

世帯数 133,331世帯 

行政区面積 206.52㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 
用途地域指定
あり 

 

取組概要  
・四日市市自治会連合会は、以前から単位自治会の好事例を共有する情報交換会や会報の発行な

ど、自治活動の地域格差を埋める活動を続けてきたが、東日本大震災後に各地区の防災マニュア

ルを集めて点検したところ、とくに女性への配慮が欠けていることがわかりました。 

・男女協働参画の視点を取り入れた避難所運営マニュアル「大規模災害から命と暮らしを守るた

めの避難所運営の手引き」を平成 28年 2月に作成し、避難所設営に女性の視点を活かすための

訓練を実施しました。 
取組のポイント   

【セミナーの開催による意識啓発】平成 25 年から 29 年までの５年間、市内 28 地区の連合自治

会が中心となって防災関係者や市と協力しながら「男女共同参画の視点を取り入れた防災まちづ

くり」をテーマとしたセミナーを開催し、全市的に意識啓発をおこないました。 
【地域防災への女性の参画を促進】女性の意見を反映させてできた避難所案内表示板ができたこ

とで、女性の地域防災への参画ができ、女性防災グループを結成するきっかけや後押しとなりま

した。 
活用事業   

（不明） 
・総務省 HP「第 24 回防災まちづくり大賞受賞事例集」 

https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/ikusei002_08_jirei24th.pdf 
  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-53 

 地震 津波 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

 

基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―① 自主防災組織の結成と活動の充実 

 大学を中心とした自主防災組織の養成 実施主体： 各大学 

 

 

諸 元 

人口 ― 

世帯数 ― 

行政区面積 ― 

都市計画 ― 

 

取組概要 

・中部圏では自主防災組織の育成を支援する、大学が中心となった組織があります。 

表 県別の自主防災組織の育成を担う大学関係組織の例 
県名 自主防災組織の育成を担う大学組織 設立団体 

岐阜県 清流の国ぎふ 防災・減災センター 岐阜県、岐阜大学 

静岡県 しずおか防災コンソーシアム 静岡大、浜松医大、静岡県立大、静岡文芸大、東海

大、常葉大）、県教育委員会、静岡地方気象台及び

報道機関各社 

愛知県 あいち・なごや強靭化共創センター 愛知県、名古屋市、名古屋大学 

名古屋大学減災連携研究センター 名古屋大学 

三重県 みえ防災・減災センター 三重県、三重大学 
 

取組のポイント 

【学識経験者による講座】防災・減災に関する各種講座やシンポジウム、共助の取組を推進する

防災人材を育成する講座等、多様なプログラムがあり、いずれも学識者等専門家の講義を受ける

ことができます。 

【参加者相互の交流促進】防災・減災に取組んでいる参加者相互の交流の機会も設けています。 
活用事業  

― 

・清流の国ぎふ防災・減災センターHP https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12948.html 

・静岡大学防災総合センターHP https://www.cnh.shizuoka.ac.jp/ 

・あいち・なごや強靱化共創センターHP http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/kyoso/ 

・名古屋大学減災連携研究センターHP http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/ 

・三重県・三重大学 みえ防災・減災センターHP https://www.midimic.jp/ 

  

防災講演会の様子 
(出典：名古屋大学減災連携研究センターHP「防

災アカデミー」 
http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/?p=75) 

地域防災活動支援のワークショッ

プの様子 
(出典：清流の国ぎふ防災・減災センターHP
「センター概要」 
https://gfbosai.sakura.ne.jp/web/about/ 



 

実践編-54 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―② 消防団の充実・強化 

女性消防団員の活躍 
主体：三重県尾鷲市 
    三重県津市 
    静岡県裾野市 

 
 
 
 
 
 
 
 

尾鷲市の女性消防団員の活動 
（左出典：国土交通省中部地方整備局「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」平成

26 年 2月 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/guideline.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
津市の女性消防団の活動 

（出典：総務省消防庁 HP「女性消防団員の活躍」

https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/item/activity/women/success/13.jpg） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
裾野市の女性消防団の活動 

（出典：総務省消防庁 HP「女性消防団員の活躍」

https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/item/activity/women/success/10.jpg） 

諸 元 

三重県尾鷲市 

人口 16,252 人 

世帯数 8,153 世帯 

行政区面積 192.71 ㎢ 

都市計画 ― 

三重県津市 

人口 274,537人 

世帯数 117,663世帯 

行政区面積 711.19 ㎢ 

都市計画 ― 

静岡県裾野市 

人口 50,911 人 

世帯数 20,717 世帯 

行政区面積 138.12 ㎢ 

都市計画 ― 

 

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/guideline.pdf
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/item/activity/women/success/13.jpg


【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-55 

取組概要  
・消防団員数が減少する一方で、女性消防団員数は年々増加しています。 

・女性の持つソフトな面をいかして、住宅用火災警報器の普及促進、一人暮らしの高齢者宅の防

火訪問、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指導等においては、特に女性消防団員の活

躍が期待されています。 

取組のポイント   
【啓発活動や災害時の後方支援を実施】尾鷲市の女性消防団員は、消火活動に加え、啓発活動

（防火・防災・普通救命等）や災害時の後方支援活動など幅広く活動を行っています。 
【女性だけの消防団】津市では、女性のみで組織する消防団が結成されています。 
【民生委員とともに高齢者を訪問】裾野市では、春と秋の火災予防週間に合わせて、女性消防団

員が民生委員と一緒に高齢者宅を訪問して防火を呼びかけています。 
活用事業   

― 
・総務省消防庁 HP「女性消防団員の活躍」 https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/women/success/ 

 
  



 

実践編-56 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―③ 自分の判断で避難できる防災教育の推進 

防災意識を啓発する素材の提供 主体：三重県 
   

 
出典：三重県教育委員会 HP https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/bosai/68638018172.htm 

諸 元 

人口 1,770,254人 

世帯数 742,598世帯 

行政区面積 5,774.49㎢ 

都市計画 ― 

 

取組概要  
・三重県教育委員会では、近い将来の発生が危惧されている南海トラフ地震や台風、集中豪雨等

の自然災害から、児童生徒の命を守るため、県内の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・

特別支援学校等に防災ノートを配付し、学校における防災教育を推進しています。（初版：平成

24 年２月、第 8 版令和３年６月） 
・「小学生（低学年）版」（小学校１年生から３年生を対象）：本冊 20 ページ／ワークシート 3 枚 
・「小学生（高学年）版」（小学校４年生から６年生を対象）：本冊 20 ページ／ワークシート 4 枚 
・「中学生版」（中学生を対象）：本冊 20 ページ／ワークシート 4 枚 
・「高校生版」（高校生を対象）：本冊 20 ページ／ワークシート 4 枚 
取組のポイント   

【自ら考え行動する力を育成】児童生徒が、地震や津波、台風等による危険や避難方法、家庭で

の防災対策を知り、自らの命を守るためにはどうすればよいかを考え、行動する力の育成を目指

しています。 
【家族の防災力の向上】児童生徒と保護者がともに家庭で防災ノートに取り組むことによる、家

族の防災意識の向上と、家庭の防災対策の充実を目指しています。 
【外国語にも対応】防災ノートは、日本語のほか、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガロ

グ語、ビザイヤ語にも対応しています。 
活用事業   

― 
三重県 https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/bosai/17281018155.htm  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-57 

 津 波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―④ 防災教育の推進(住民・子供たちの意識づくり) 

地震・津波防災教育について 主体：三重県尾鷲市 

防災マップ作りの様子 
 

親子防災参観会の様子 
（出典：三重県 HP「防災教育実践事例」

https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/p0008200020_00002.htm） 

諸 元 

人口 16,252人 

世帯数 8,153 世帯 

行政区面積 192.71㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

なし 

取組概要  
・尾鷲小学校では、「地震や津波が発生したときに、自分の命は自分で守ることのできる子どもの

育成」を目標に掲げて、各学年で活動方針に沿って計画を立て、防災教育に取り組んでいます。 
・特に、５年生では、総合的な学習の時間の年間指導計画の中に防災教育を位置づけています。

２学期は、仲間や家族とともに学びを深め、それを生かして実際の地震発生時に冷静な判断を

し、より適切な避難行動が取れるような力を身につけるために、「親子防災参観会」「タウンウォ

ッチング・防災マップ作り」を行いました。 
取組のポイント   

【整備された避難路を活用した避難訓練の実施】南海トラフの巨大地震による津波に備え、校舎

から直接、避難場所である裏山へ避難できる避難路「いのちの架け橋」の完成に伴い、「いのち

の架け橋」を利用する全校避難訓練を実施しています。 
【親子で学ぶ防災参観会】起震車に乗り強い震度の揺れを体験、液状化現象の仕組みについて実

験を行う等、親子防災参観会を開催して、親子が一緒に学習するプログラムを実施しています。 
【危険な箇所、安全な場所を歩いて確認】地震が起こったときに危険な場所や、安全に避難でき

る場所などについて、実際に自分たちが住んでいる地域を歩いて確認し、防災マップを作成して

います。子どもたちは、普段何気なく通っている道にも危険なものや役に立つものがたくさんあ

ることを発見しています。 
活用事業   

（不明） 
・三重県 HP「防災教育実践事例 https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/p0008200020_00002.htm 
・尾鷲市 HP「津波防災教育の手引き」 http://www.katada-lab.jp/owase_tool/index.html 

 

  



 

実践編-58 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 津 波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―④ 防災教育の推進(住民・子供たちの意識づくり) 

尾鷲市津波防災教育のための手引き 主体：三重県尾鷲市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

諸 元 

人口 16,252 人 

世帯数 8,153 世帯 

行政区面積 192.71 ㎢ 

都市計画 非線引き都市
計画区域 
用途地域指定
なし 

 

取組概要  
・尾鷲市では、巨大津波の襲来に備えて、児童・生徒に『自分の命は自分で守ることのできる知

恵』をつけることを目的とした津波防災教育を実践しています。尾鷲市教育委員会は市内各校の

教員と協力して、以下に示す『津波避難３原則』を踏まえた具体的な教育内容を検討し、『津波

防災教育のための手引き』としてまとめ、この手引きを活用し、『海に面した尾鷲市で暮らして

いくための姿勢』を考えるための防災教育を実施しています。 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-59 

取組のポイント   
【学年の授業の進行に応じた内容の精査】各教科の教育内容から“地震・津波・防災”に関連す

る単元をピックアップしており、その授業の中で追加的に教えることが可能と思われる内容を

取りまとめています。学年の進行に応じた教育内容を精査し、授業計画案を作成しており、児

童・生徒の理解力に応じて、教育目標ごとの授業計画案を取りまとめています。 
【災害文化の形成と郷土愛の育成を目指す防災教育】尾鷲市では、小中学校での津波防災教育を

継続していくことにより、『尾鷲に住むことは津波に備えるのは当たり前』という災害文化を形

成するとともに、『津波はたまに来るけど、尾鷲はこれほどまでに魅力的な郷土である』という

郷土愛を育んでいきたいと考えています。 

活用事業   
― 
・尾鷲市 HP「津波防災教育の手引き」 http://www.katada-lab.jp/owase_tool/index.html 

  



 

実践編-60 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―④ 防災教育の推進(住民・子供たちの意識づくり) 

高校生の防災教育 主体：三重県南伊勢町 

 
（出典：第 24 回防災まちづくり大賞受賞事例集 

https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/ikusei002_08_jirei24th.pdf） 

諸 元 

人口 10,989 人 

世帯数 4,977 世帯 

行政区面積 241.89 ㎢ 

都市計画 非線引き都市
計画区域 
用途地域指定
なし 

 

取組概要  
・三重県立南伊勢高等学校南勢校舎では、志摩半島の南部、五ケ所湾に面し、南海トラフ地震が

発生した場合には津波による浸水想定が５～１０ｍの地域に立地しています。 
・東日本大震災を契機として、災害時に地域の一員として主体的に行動できる人材育成の取組が

始まりました。岩手県でのボランティア活動を実施する等、計画的に東北被災地研修や、「総合

的な学習の時間」の中で年間約 10 時間の「防災特別授業」を実施しています。 
取組のポイント   

【高校生が講師となる防災教育の実施と防災グッズの開発】防災士の資格を取得した生徒が講師

となり、中学１・２年生を対象に「防災講話と防災クイズ」、中学３年生を対象に「避難所運営

ゲーム（ＨＵＧ）」を実施しています。平成 26 年度の「防災特別授業」を通じて、防災用品をま

とめた持ち出し用具の検討を始め、平成 27 年度に携帯用非常持ち出し用具「Ｍｙゼロパック」

を考案、平成 28 年度に安否確認用としての付箋の追加や非常用食料品を見直すとともに、地元

の介護福祉施設と漁協と連携して、「Ｍｙゼロパック」を商品化しました。 
活用事業   

― 
・防災まちづくり大賞（南伊勢町） https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/ikusei002_08_jirei24th.pdf 

 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-61 

 地 震 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

 

基本施策 Ⅲ―１ 人材等の育成 

導入メニュー Ⅲ―１―④ 防災教育の推進(住民・子供たちの意識づ

くり) 

子どもたちを対象とした防災イベントの実施 実施主体：岐阜県美濃加茂市 

 
 

 

（出典：岐阜県防災キャンプ推進事業実施報告書

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/125842.pdf） 

諸 元 

人口 57,154 人 

世帯数 23,256 世帯 

行政区面積 74.81 ㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 

・美濃加茂市は学校や公民館等にて防災キャンプを実施して、子供たちに防災の大切さを伝えてい

ます。 

・美濃加茂市をはじめ、町づくり協議会、自治会、地域住民代表、伊深小学校職員、伊深小学校

PTA 等が一体となった「伊深地域プラットフォーム（防災キャンプ in 伊深）」を構築して、防災

キャンプを実施します。そして防災キャンプでの共通の体験を通して、地域の一員としての自覚

を育てます。 

・過去に周辺地域で発生した大規模災害の教訓を通して、「災害への備え」や「災害時に自分にで

きること」を学ぶ機会を設けて、子供たちが自分の命や地域を自分たちで守ろうという意識を育

てます。 

取組のポイント 

【被災者・防災士による講演】伊深町で発生した豪雨災害（8.17豪雨）体験者や防災の専門家で

ある防災士の講演を通して、子供たちに「災害に対する知識」や「災害への備えの必要性」を学ん

でもらいます。 

【地域住民との交流】子供たちと地域住民が一緒となり、まち歩きや炊き出しなどのプログラム

に参加することで、助け合うことの大切さや自分ができることについて理解を深めることができま

す。 

活用事業 

子供と自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業（平成 29 年時点） 
・岐阜県防災キャンプ推進事業 実施報告書 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/125842.pdf 

  

伊深地域プラットフォームの運営体

制 

 

 

防災士による講演 

防災マップ作り 



 

実践編-62 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

 

基本施策 Ⅲ―２ 自治体･企業等との連携 

導入メニュー Ⅲ―２―① 国・県・自衛隊・消防・警察・NEXCO との連携強化 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）の

活動 
実施主体：国土交通省 

 

 

TEC-FORCEの活動(平成 28年熊本地震) 
（出典：国土交通省中部地方整備局 HP「TEC-FORCE」https://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/tec-

force/pdf/tec-force_pamphlet.pdf） 

諸 元 

人口 ― 

世帯数 ― 

行政区面積 ― 

都市計画 ― 

 

取組概要 

・国土交通省は、・大規模自然災害への備えとして、迅速に地方公共団体等への支援が行えるよ

う、平成 20 年 4月に TEC-FORCE（災害緊急派遣隊）を創設しました。 

・TEC-FORCEは、大規模な自然災害等に際して、被災自治体が行う被災状況の迅速な把握、被害

の拡大の防止、被災地の早期復旧等に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施します。 

・TEC-FORCE隊員は全国の地方整備局を主体に任命されており災害の規模によっては全国から集

結します。 

取組のポイント 

【被害情報を迅速に把握】災害対策用ヘリコプターによる被害状況調査、河川や砂防、道路、港

湾などの自治体が管理する施設の被害状況を短期間での調査・報告を行うとともに、被災地の映

像情報を衛星通信車や小型衛星画像伝送装置（Ku‐SAT）、公共ブロードバンド移動通信システム

（公共 BB）、5GHz帯無線アクセスシステム（i-RAS）により、役場等にリアルタイムで配信するこ

とができます。 

【迅速な復旧に向けた支援】津波や水害で溜まった水の排水、照明車を用いた夜間作業、資材や

災害対策用機械の無償貸与、復旧に向けた技術的な支援を行います。 

活用事業 

― 

・国土交通省中部地方整備局 HP「TEC-FORCE」https://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/tec-force/pdf/tec-force_pamphlet.pdf 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-63 

 津 波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

   

基本施策 Ⅲ―２ 自治体･企業等との連携 

導入メニュー Ⅲ―２―① 国・県・自衛隊・消防・警察・NEXCO

との連携強化 

洪水・津波発生時の高速道路の緊急避難場

所活用 
主体：三重県桑名市 

 

  
出典：桑名市ＨＰhttp://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/23,46057,c,html/46057/20160620-
163431.pdf 

諸 元 

人口 138,613人 

世帯数 56,362 世帯 

行政区面積 136.68 ㎢ 

都市計画 都市計画区域 

 

取組概要  
・津波・高潮・洪水時の災害に備え、平成 24年 7月 11日、NEXCO中日本と「津波・高潮・洪水

時の緊急避難における高速道路区域の一時使用に関する協定」を締結し、この協定に基づき、

長島地区に東名阪自動車道法面を活用した緊急避難施設（12ヶ所）を整備しました。 
取組のポイント   

【道路施設を避難所として活用】高速道路ののり面を、大規模地震発生に伴う津波襲来により、

浸水が予想される地域の緊急一時避難場所として開放するものです。 
【住民による避難訓練の実施】災害時に円滑に活用できるよう、住民の方々による避難訓練が行

われています。 
活用事業   

― 
桑名市 HP 
https://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/23,46057,240,454,html 
NEXCO 中日本 HP 
https://www.c-nexco.co.jp/corporate/company/disclosure/state/pdf/h29/con_info.pdf 

  



 

実践編-64 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  

基本施策 Ⅲ―２ 自治体・企業等との連携 
導入メニュー Ⅲ―２―② 他の地方公共団体との連携強化（防災協定・

日常の地域間交流） 
18 府県の 18 市 1 町によるネットワーク型災害

協定 主体：大阪府泉大津市 

 

諸 元 

人口 74,412 人 

世帯数 32,516 世帯 

行政区面積 14.33 ㎢ 

都市計画 線引き都市計
画区域 

 

取組概要  
・泉大津市では、平成 25年 6月 3日に中部から九州の 21府県 21市 1町（泉大津市を含む）の自

治体間で、災害時の応急対策や復旧措置などで広域連携を図るネットワーク型災害協定を締結し

ています。 

取組のポイント   
【広域的な相互支援体制の構築】この協定では、22自治体のいずれかで地震など大規模災害が発

生した場合、被害のない自治体より救援物資の供給や応援支援に必要な職員の派遣に加え、応援

内容のとりまとめなどの支援を相互に受けることができることとしています。 
協定を結んでいる自治体は以下のとおりです（平成 29年 6月 5日現在時点） 
大阪府泉大津市、岐阜県可児市、山梨県甲府市、愛媛県四国中央市、岡山県玉野市、滋賀県野洲

市、愛知県刈谷市、島根県益田市、宮崎県日向市、三重県亀山市、鹿児島県阿久根市、茨城県那

珂市、奈良県大和郡山市、山口県柳井市、兵庫県高砂市、静岡県磐田市、福岡県行橋市、和歌山

県橋本市、福岡県苅田町、高知県香南市、京都府八幡市、佐賀県神埼市 

「顔の見える」を協定のキャッチフレーズとし、定期的に首長会議や防災担当者会議を開催して

います。 

活用事業   
― 
・泉大津市 HP https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kikikanri/kikikanri/ouennkyouteioboegaki/saigaikyoutei11.html 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-65 

 地震 津波 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

 

基本施策 Ⅲ―２ 自治体･企業等との連携 

導入メニュー Ⅲ―２―③ 企業との連携強化（防災協定） 

ドローンによる情報収集活動に関する協定の 

締結  
実施主体：愛知県田原市 

 

 

ドローンのイメージ画像 
（出典：田原市 HP「ドローンを活用した大規模災害時における状況把握」

http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/saigai/1000658/1007350.html） 

諸 元 

人口 59,360 人 

世帯数 21,300 世帯 

行政区面積 191.12 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 

・田原市では、大規模災害が発生した際の情報収集を円滑に実施するため、ドローンの活用につ

いて関係者との間で協力体制を構築しています。 

・これにより、津波や被災状況などを迅速に確認できる可能性が高くなるなど災害時における初

動対応として効果を期待しています。 

取組のポイント 

【協定による体制構築】市は被災状況の確認等の情報収集活動について、民間事業者と「災害時

等における無人航空機による情報収集活動等に関する協定」を締結し、災害時の円滑な情報収集

活動の体制を構築するとともに、平常時には訓練やドローンの防災活動等への活用を図るための

研究を相互に進めています。 

【民間事業者からのドローン映像の提供】市内に立地する自動車工場では、業員の安否確認・避

難経路の確認・被災状況などの把握をドローンで行い、的確な避難行動を取る体制を整備してい

ます。市はこの工場と覚書を締結し、工場付近の被災状況等の映像を提供してもらう体制を構築

しています。日頃は、情報提供訓練などを通じて協力体制を維持しています。 

活用事業 

― 

・田原市 HP「ドローンを活用した大規模災害時における状況把握｜

http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/saigai/1000658/1007350.html 

・田原市 HP「田原市地域防災計画附属資料／第１６災害協定・覚書等」

http://www.city.tahara.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/663/16.pdf 

  



 

実践編-66 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―３ 地方公共団体の防災力向上 

導入メニュー Ⅲ―３―① 貴重なデータの保護 
地籍調査事業計画の策定 主体：三重県津市 
 

 
重点整備区域 

諸 元 

人口 274,537人 

世帯数 117,663世帯 

行政区面積 711.19 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  
・津市では、南海トラフ地震に伴う津波災害に対する復旧・復興対策として地籍調査の取組みを

強化するため、平成 28年 3 月に沿岸部の地籍調査の重点的な実施方針を定めた「津市地籍調査

事業計画」を策定しました。 

・三重県の南海トラフ巨大地震に伴う津波浸水予測図を踏まえ、沿岸部の災害復旧対策に重点を

おき、最大浸水深が概ね 2ｍ以上と想定される区域のうち、主として都市的土地利用がされてい

る沿岸部の区域約 2,600haを地籍調査の「重点整備区域」として設定しています。 
取組のポイント   

【行政、住民、専門団体で構成される協議会での検討】沿岸部の自治会連合会各支部や津地方法

務局、公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、一般社団法人日本国土調査測量協

会のメンバーにより構成する組織「津市地籍調査推進協議会」による検討・提言を基に策定を進

めました。 
【重点的に調査を行う区域を設定】地籍調査事業は市域全域で進めていくことが理想的ですが、

広大な調査面積や財政面、人員面を考慮し、大規模災害が想定される地域を、重点的に調査を行

う区域として設定し、計画的に調査を進めています。 
活用事業   

（不明） 

・津市 HP「津市地籍調査事業計画」平成 30年 12月

https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1513577711102/simple/chisekityousajigyoukeikaku.pdf 
 

計画策定体制 

（出典：津市 HP「津市地籍調査事業計

画」平成 30年 12 月

https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/con
tents/1513577711102/simple/chisekityou
sajigyoukeikaku.pdf） 



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-67 

 地 震 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―３ 地方公共団体の防災力向上 

導入メニュー Ⅲ―３―③ 職員の意識づくり 
震災復興都市計画策定時の地方公共団体職員 
ワークショップの開催 主体：愛知県 

 

模擬訓練の様子 
（出典：愛知県 HP「震災復興都市計画について」 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/0000070352.html） 

諸 元 

人口 7,542,415人 

世帯数 3,238,301世帯 

行政区面積 5,173.07㎢ 

都市計画 ― 

 

取組概要  
・震災復興都市計画とは、都市基盤が脆弱な密集市街地が大規模に被災した場合などに、建築基

準法第 89条による建築制限等をかけながら、地域住民とともに復興計画を定め、緊急かつ円滑

に市街地整備事業等の実施につなげていこうとするものです。 

・愛知県は、震災復興都市計画の手引き（計画編）を策定（平成 25年 3月）するに当たって、手

続きにおける課題を把握するため、仮想の被害を基に計画を策定する模擬策定作業を行いまし

た。 

・模擬策定作業では、被害特性や地区特性を変えた 5地区における復興都市計画の策定を行い、

県及び市町村職員（30市町、計 40名）が WS形式で取り組みました。（平成 25年度実施） 

取組のポイント   
【手続きの実施を図るための詳細マニュアル】手引き（手続き編）では、県・市町村職員の詳細な行

動内容の明示や、被害状況の調査要領、区域設定などにおける判断要件、様々な計画の策定指針等を

示しており、的確かつ速やかな手続きの実施を図るための詳細マニュアルとなっています。 
【日頃から検討を進めておく事前復興の取組提示】手引き（計画編）では、迅速かつ的確に復興計画

を定めるための基準や考え方、被災前の日頃から地域住民の方々と地区の防災課題の改善について検

討を進めておく事前復興の取組等を示しています。 
【市町村の取組促進のための資料提供】事前復興の取組を進める上での基本的な考え方や、地域でケ

ーススタディを行った事例とその留意点等をまとめた「事前復興の取組に関するガイドライン

（案）：平成 26(2014)年 3月」、市町村と地域住民が主体となり事前復興まちづくり模擬訓練が実施す

るための「事前復興まちづくり模擬訓練プログラム：平成 28(2016)年 3月」を策定しました。 
活用事業   

― 
愛知県 HP https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/0000070352.html 

 



 

実践編-68 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  
基本施策 Ⅲ―４ 有事を見据えた体制づくり 

導入メニュー Ⅲ―４―① 自主防災組織による避難防災訓練の実施 
防災指導員の配置と避難訓練の実施 主体：静岡県沼津市 

   

夜間の避難訓練の様子        地域防災の日の訓練の様子 
（左出典：国土交通省中部地方整備局「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」平成 26 年

2 月 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/guideline.pdf） 

(右出典：沼津市 HP「防災力 人の輪 知恵の輪 地域の輪（沼津市定例記者会見発表５ 平成元年 11

月 27日）」 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/pr/interview/pdf/201911_5.pdf） 

諸 元 

人口 189,386人 

世帯数 83,438 世帯 

行政区面積 186.96 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

取組概要  
・沼津市は、連合自治会に各 1名ずつ、防災知識の普及や防災訓練を指導する防災指導員を配置

しています。 

・また、沼津市では「地域防災の日」の 12月の第一日曜日に、市内全域で連合自治会や単位自治

会の自主防災会が、地域の特性に応じた自主的な訓練を実施しています。 

取組のポイント   
【的確な避難が行える防災力】沼津市では、自主防災組織は、①防災訓練、②災害図上訓練、③

避難地の学校との連携を行い、正しい知識を身に着けることにより「正しく恐れ」、自分の身を

自分で守る「的確な避難」が重要としています。 
【地域特性に応じた実践的な防災訓練】自主防災会が中心となって、地域の特性に応じた実践的

な訓練を実施するとともに、自助・共助を主とした地域の防災体制の強化を図っています。 
表 令和元年の防災訓練の取組 

自主防災会 訓練概要 

第三地区我入道連合自主防災会 煙体験、搬送訓練を実施した後高台への避難行動を確認する津波避難

シミュレーションを実施 

第五南地区連合自主防災会 地域住民が防災について語り合う、防災井戸端会議等を実施 

戸田地区連合自主防災会 ビーコンを使用した避難訓練を実施 

その他 各自主防災会では、それぞれ趣向を凝らし、人間 HUG 訓練、災害時

の安否確認を迅速に行なう黄色いハンカチ作戦、歩行困難者をリヤカ

ーで搬送する訓練など自主防災会ごとに企画した訓練を実施 
（出典：沼津市 HP「防災力 人の輪 知恵の輪 地域の輪（沼津市定例記者会見発表５ 平成元年 11月 27日）」

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/pr/interview/pdf/201911_5.pdf） 

活用事業   
― 
・沼津市 HP「沼津市防災指導員設置規則 https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/bousaikeikaku/doc/9.pdf 
・沼津市 HP「防災力 人の輪 知恵の輪 地域の輪（沼津市定例記者会見発表５ 平成元年 11月 27 日）」

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/pr/interview/pdf/201911_5.pdf  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-69 

 地震 津波 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

   

基本施策 Ⅲ―４ 有事を見据えた体制づくり 

導入メニュー Ⅲ―４―① 自主防災組織による避難防災訓練の実施 

1800 人の生徒を「避難者」から「救助者」に 
～地域の方と住み分ける、校内避難所運営に向けて～ 

実施主体：大島地区連合 

町内会・川崎市立川崎高

校（神奈川県川崎市） 

  

川崎高校校舎        防災宿泊研修の様子 
 

（出典：内閣府「第 23 回防災まちづくり大賞」

https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/ikusei002_08_jirei23th.pdf） 

諸 元 

人口 1,538,262人 

世帯数 747,452世帯 

行政区面積 143.01 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

※諸元は川崎市のデータを記載 

取組概要 

・川崎市立川崎高校（神奈川県）の校舎の３階以上は津波による浸水を免れる設計となっており、

災害時には生徒だけでなく大島地区の住民の避難所となることも想定されることから、避難所運

営や連絡体制の確立等の検討が必要となりました。 

・このことから、大島地区連合町内会は、川崎市の地域防災拠点に位置づけられている川崎市立川

崎高校と連携して、避難所開設訓練や様々な災害に対応した避難訓練を実施しています。 

取組のポイント 

【地域と学校それぞれの防災力の向上】連合町内会と高校が行う避難訓練には年々、参加者が増

加しており、避難所開設訓練に取り組む意識が向上しています。高校においても避難訓練によって

生徒ひとりひとりの意識の向上や避難完了までに要する時間が短縮されています。 

【福祉の観点を取り入れた訓練の展開】大島地区は河川に挟まれた水害リスクの高いエリアでも

あり、近隣スーパーと災害協定を締結する等、以前から防災コミュニティづくりに取り組んできま

した。このような地域の取組に高校の福祉課の生徒が応え、帰宅困難者を想定した校内宿泊研修を

実施、心肺蘇生のプログラム等には住民も参加しています。 

活用事業 

― 
・内閣府「第 23 回防災まちづくり大賞」https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/ikusei002_08_jirei23th.pdf 

  



 

実践編-70 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

   

基本施策 Ⅲ―４ 有事を見据えた体制づくり 
導入メニュー Ⅲ―４―① 自主防災組織による避難防災訓練の実施 
自衛隊と自主防災隊の共同訓練 主体：三重県南伊勢町 

   大分県佐伯市 
 

 
南伊勢町の共同訓練の様子    佐伯市の避難所運営訓練の様子 

(左出典：国土交通省中部地方整備局「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」平成 26年 2

月 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/guideline.pdf） 

(右出典：内閣府 HP「防災訓練事例集」 

http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/tsunamibousai/kunrenjireisyu/pdf/kunrenjireihonpen.pdf
） 

諸 元 

三重県南伊勢町 

人口 10,989人 

世帯数 4,977 世帯 

行政区面積 241.89㎢ 
都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

なし 

大分県佐伯市 

人口 66,851人 

世帯数 28,716 世帯 

行政区面積 903.14㎢ 
都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

取組概要  
・南伊勢町は、自衛隊と自主防災隊で炊き出しや搬送訓練を行いました。 

・佐伯市では平成 25年度から小学校区で避難所運営訓練を行っています。各地区長が推薦したメ

ンバーによって避難所運営チームが結成され訓練を企画、当日は避難所運営チーム、避難者（地

域住民）、消防団、警察、自衛隊が訓練に参加しました。 
取組のポイント   

【住民と他機関が連携した訓練】災害対応を実施する自衛隊と自主防災組織が連携して訓練を行

うことで、災害時の対応や役割をあらかじめ確認しておくことができます。 

【要配慮者に対応した避難所運営訓練】佐伯市では、怪我人、車椅子で避難する人、外国人、イ

ンフルエンザ罹患者など、様々な方々が避難所に訪れる想定をして、運営チームが対応をしまし

た。それらの避難者は徒歩や自衛隊の大型車両等で避難所に来て、避難所運営チームの指示に従

い行動をしました。 

活用事業   
― 
・内閣府 HP「防災訓練事例集」 http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/tsunamibousai/kunrenjireisyu/pdf/kunrenjireihonpen.pdf 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-71 

 地震 津波 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  

基本施策 Ⅲ―４ 有事を見据えた体制づくり 

導入メニュー Ⅲ―４―② 広域巨大災害に備えた仮設期の住まいづくり 

災害時における民間賃貸住宅の提供に関する 

協定 

実施主体：岐阜県、 

静岡県、愛知県、 

三重県、名古屋市 

 
（出典：公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 HP「被災者の仮住まい確保に向けた「賃貸

型応急住宅」の手順」https://www.chintai.or.jp/common/img/pdf/sugoroku.pdf 

諸 元 

人口 ― 

世帯数 ― 

行政区面積 ― 

都市計画 ― 

 

取組概要 

・岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市は、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会

と、「災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」を締結し、応急仮設住宅と

しての民間賃貸住宅を迅速に供給できる体制を整備しています。 

・災害発生時には、県、市からの要請に応えて、連合会は応急仮設住宅として被災者に提供可能な

民間賃貸住宅の情報提供、賃貸住宅所有者の意向確認、借上げや賃料の支払い等に関する事務や

必要な調整を行います。 

取組のポイント 

【災害時の迅速な応急仮設住宅の確保】大規模災害における仮設期の住まいづくりは、長期化を

想定して高齢者等の要配慮者や生活・コミュニティ等へのきめ細かい配慮が求められますが、迅速

な対応が求められ、発災後に各種検討やきめ細やかな調整を行う時間は無いことから特に平時での

準備が重要です。既存の住宅ストックを活用する民間賃貸住宅の借上げは、被災者に速やかに仮の

住まいを提供することにつながります。 

活用事業 

― 

・公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協会）HP「災害協定」 https://www.chintai.or.jp/kyotei/ 

  



 

実践編-72 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地 震 

基本事項 Ⅲ 災害に強い組織・人をつくる 

  

基本施策 Ⅲ―４ 有事を見据えた体制づくり 
導入メニュー Ⅲ―４―③ 支援物資等の受け入れ態勢の検討 
ラストマイルにおける支援物資輸送 主体：国土交通省 

 
（出典：国土交通省 HP「ラストマイル支援物資輸送等に関する実動訓練について」 

https://www.mlit.go.jp/common/001351215.pdf） 

諸 元 

人口 ― 

世帯数 ― 

行政区面積 ― 

都市計画 ― 

 

取組概要  
・国土交通省は、被災者（避難所）までの円滑かつ確実な支援物資物流の実現に向け、平成 31 年

3 月に策定した「ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック」を活用

し、神奈川県小田原市及び、広島県竹原市において地方公共団体や物流事業者等関係者と連携し

た実践的な訓練を実施しました。 
取組のポイント   

【机上訓練】避難所の物資ニーズ調査から物資の調達、地域内輸送拠点から避難所への輸送計画

の策定までを机上訓練として実施しました。ハンドブックに示された手順や役割分担等について

一定の有効性があること、地方公共団体が備蓄している物資の数量やサイズ、重量等のデータ整

理の必要性等が確認されました。 

【実働訓練】地域内輸送拠点への物資の搬入、地域内輸送拠点から避難所への輸送を実動訓練と

して実施しました。フォークリフトの操作ができない場合に使用が考えられるハンドリフトやリ

フト台車等の代替荷役機器を実際に使用した際の効果や注意すべき点、物資拠点や避難所となる

施設の庭先条件の整理の必要性等が確認されました。 
活用事業   

― 
・国土交通省 HP「ラストマイルを中心とした円滑な支援物資物流の実現に向けた訓練の運営・実施及び調査・分析」 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/lastkunren.html 
 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-73 

 

Ⅳ 事前復興 
 

表 掲載事例 

基本施策 導入メニュー 掲載事例 災害種別 ページ 

Ⅳ-1 

事前復興まち 

づくり 

①事前復興まちづくりの 

準備 

静岡市都市復興基本計

画策定行動指針 

【静岡県静岡市】 

地震・ 

津波 
実践編-74 

平常時・災害時の複合

的な活用が可能な公園

整備 

【和歌山県海南市】 

津波 実践編-75 

②事前復興計画の策定 富士市事前都市復興計

画【静岡県富士市】 

地震・ 

津波 
実践編-76 

③企業の事業継続計画

（BCP）の策定促進 

田子の浦港周辺 地域

防災力向上に向けた取

組【静岡県富士市】 

地震・ 

津波 
実践編-77 

 
  



 

実践編-74 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅳ 事前復興 

   
基本施策 Ⅳ―１ 事前復興まちづくり 

導入メニュー Ⅳ―１―① 事前復興まちづくりの準備 
静岡市都市復興基本計画策定行動指針 主体：静岡県静岡市 

 
都市復興基本方針策定の考え方 

（出典：静岡市 HP「静岡市都市復興基本計画策定行動指針」

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004566.html） 

諸 元 

人口 693,389人 

世帯数 297,421世帯 

行政区面積 1,411.83㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要  
・大規模な震災により、大きな被害を受けた市街地の一刻も早い復興を実現させるためには、無

秩序な建築等を防止し、道路等の公共施設を早期に復旧するとともに、土地区画整理事業等の面

的な整備事業を実施するなど、防災性の高い快適で活力のあるまちづくりを緊急・強力に進めて

いかなければなりません。 

・静岡市では、大規模な地震により被災した市街地の再生を迅速かつ円滑に進めていくために、

市民・行政それぞれの役割や行動を示した「静岡市都市復興基本計画策定行動指針」を作成しま

した。 
取組のポイント   

【行政施策編と市民活動編】震災後の被害概況調査から都市復興基本計画の策定に至るまでの行

動手順や留意事項を取りまとめた『行政施策編』と、復興まちづくりにおける市民活動について

の考え方や日常時からの取組み等を提案した『市民活動編』の 2編で構成されており、行政と市

民等が協働で進める考え方を示しています。 

【自助・共助・公助による「復興まちづくり」】復興まちづくりを円滑に進めるためには、被災者

自身（自助）、住民同士の協力（共助）、行政による推進と支援（公助）が、各地区においてバラ

ンス良く結びつき合意形成を図ることが必要という考え方の上に立ち、復興まちづくり協議会の

設置を提案しています。 
活用事業   

― 
・静岡市 HP「静岡市都市復興基本計画策定行動指針」 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004566.html 

  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-75 

 津 波 

基本事項 Ⅳ 事前復興 

  

基本施策 Ⅳ―１ 事前復興まちづくり 

導入メニュー Ⅳ―１―① 事前復興まちづくりの準備 

平常時・災害時の複合的な活用が可能な公園整

備 

実施主体：和歌山県海南

市 

 
海南市（仮称）中央防災公園 災害時利用想定図（１か月後） 

（出典：「（仮称）中央防災公園整備基本計画」（海南市、令和 2年 6 月変更）

https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/23/kihonkeikaku_202006henkou.pdf） 

諸 元 

人口 48,369 人 

世帯数 20,088 世帯 

行政区面積 101.06 ㎢ 

都市計画 非線引き都市

計画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 

・和歌山県海南市では、総合体育館や高速道路 ICに近接する立地を活かし、南海トラフ巨大地震

などの大規模災害時に地域防災拠点（防災関係機関の活動拠点）や応急仮設住宅建設用地として

活用可能になり、日常的には賑わいを呼び込む本市のシンボル公園として、「ここにしかない」

魅力を備えた公園の整備を進めています。 

取組のポイント 

【平常時・災害時の複合的な機能導入】平常

時、大規模災害時の二面性を持つ都市公園とし

て、平常時の防災意識啓発につながる活用方法

も検討されていることから、施設の活用機会が

増大し、賑わいや防災意識のさらなる向上が期

待されます。 

【施設整備後を見据えた役割の整理】基本計画

段階から、大規模災害時の発災直後から復旧・

復興段階に至るまでの役割を整理がなされ、今

後地域防災計画への位置づけも見据えられてお

り、整備後早い時期から防災面での円滑な活用

が期待されます。 

活用事業 

（不明） 

海南市（仮称）中央防災公園 災害時の役割 
（出典：「（仮称）中央防災公園整備基本計画」（海南市、令和 2 年 6 月変更）
https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/23/kihonkeikaku_202006he

k df） 



 

実践編-76 
災害に強いまちづくりガイドライン 

 地震 津波 
基本事項 Ⅳ 事前復興 

  
基本施策 Ⅳ―１ 事前復興まちづくり 

導入メニュー Ⅳ―１―② 事前復興計画の策定 
富士市事前都市復興計画 主体：静岡県富士市 

  
復興まちづくりの目標及び基本方針 
（出典：富士市 HP「事前復興計画 概要版」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1201/fmervo0000012vzc-att/rn2ola000000cyzp.pdf） 

諸 元 

人口 245,392人 

世帯数 97,333 世帯 

行政区面積 244.95㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 
・富士市において発生が危惧されている南海トラフ巨大地震による被害を想定し、発災後、迅速

かつ着実に復興できるよう、復興の方針や進め方など、復興に向けたまちづくりに関することを

平常時から市民・事業者・行政で共有するため、事前復興の考え方を基に「富士市事前都市復興

計画」を策定しました。 
・計画策定に当たっては、庁内の関係部署で構成される計画策定委員会と学識者や関係団体、市

民委員で構成される計画策定市民懇話会を組織し、検討を進めました。 
取組のポイント 
【事前復興計画策定前の準備】富士市では、職員の理解を得るための「都市の復興を考える勉強

会」の開催、市民の理解を得るための「富士市震災復興シンポジウム」の開催、都市計画マスタ

ープランへの事前復興の取組野位置づけを行って、事前復興計画策定に向けて準備を進めまし

た。 
【行政・市民・事業者の協働】あらかじめ、行政、市民、事業者の３者が、復興に向けた考え

方、復興に向けた進め方・役割を共有し、地域の特性に応じた対策を検討・訓練することで進め

ていくこととしています。 
活用事業 
― 
・富士市 HP「富士市事前復興計画」 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1201/fmervo0000012vzc.html  



【実践編】 

災害に強いまちづくりガイドライン 

実践編-77 

 地震 津波 
基本事項 Ⅳ 事前復興 

   
基本施策 Ⅳ―１ 事前復興まちづくり 

導入メニュー Ⅳ―１―③ 企業の事業継続計画(BCP)の策定促進 

田子の浦港周辺 地域防災力向上に向けた取組 主体：静岡県富士市 

 
地域防災力向上セミナーの様子 

（出典：富士市 HP「田子の浦港周辺 地域防災力向上の取組 パンフレット 」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0305/rn2ola000002mca1-att/rn2ola000002mcdi.pdf） 

諸 元 

人口 245,392人 

世帯数 97,333 世帯 

行政区面積 244.95 ㎢ 

都市計画 線引き都市計

画区域 

用途地域指定

あり 

 

取組概要 
・田子の浦港は、静岡県東部地域の産業経済を支える物流拠点であり、周辺には多くの企業が立

地しています。南海トラフ巨大地震などの大規模災害の発生した際、早期復旧・復興を図るため

には、平常時からそれぞれの企業が自社の防災対策を進めるとともに、周辺企業とも連携・協力

し、地域として防災力を高めていくことが重要です。 

・富士市では、田子の浦港周辺企業等の連携・協力を推進し地域防災力を向上することを目的

に、関係者協力のもとアンケート調査やセミナー・ワークショップ等を開催しました。 

取組のポイント 
【事業復旧、企業相互の連携の必要性への気づきの創出】セミナーやワークショップ、先駆企業

の防災の取組の見学会を通じて、企業の防災担当者同士が意見交換を行うことで、事業復旧に向

けた取組の必要性や企業間の連携の取組の必要性等の理解が促進されました。 
【田子の浦港地域防災連絡会の発足】地域防災力向上に向け、アンケート調査やセミナーを開催

する中で、平時より企業同士が交流できる場を求める声を多くいただきました。このため、港周

辺に所在する企業や関係者が「顔の見える関係」となり、防災に係る情報共有・意見交換や、合

同訓練等の企画に取り組める枠組みとして令和 2年 3月に「田子の浦港地域防災連絡会」が設立

されました。企業相互の自助・共助と連携の取組を推進していきます。 

活用事業 
― 
・富士市 HP「田子の浦港周辺における地域防災力向上への取組について」 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0305/rn2ola000002mca1.html 
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災害に強いまちづくりガイドライン 
参考-1 

用語集 

あ行 
空き家等対策

計画 

空家等対策の推進に関する特別措置法

に基づく、空家等に関する対策を総合

的かつ計画的に実施するための計画。

市町村が策定。 

雨水貯留機能 雨水を地表や地下などに貯める機能。 

雨水貯留施設 雨水を地下に浸透させたり、地表や地

下に貯留させることで地表に水があふ

れるのを防ぐ効果を発揮する施設。 

液状化 ゆるく堆積した砂の地盤が強震により

地層自体が液体状になる現象。液状化

が生じると、噴砂現象や建築物の沈

下、地下埋設管やマンホールなどの抜

け上がり現象が発生する。 

Ｌ２ 

（エルツ―） 

想定される最大規模の津波や洪水。発

生頻度は低いものの、発生すれば甚大

な被害が想定される津波や洪水。 

Ｌ１ 

(エルワン) 

数十年から百数十年に一度、発生が想

定される、比較的頻度の高い一定程度

の津波や洪水。 

か行 

海岸保全施設 海岸保全区域内にある津波や高潮等に

よる海水の侵入又は海水による侵食か

ら海岸を防護するための施設。堤防

（胸壁）、 護岸、水門・陸閘、離岸

堤・潜堤、突堤等がある。 

海抜ゼロメー

トル地帯 

土地の標高が海水面と同じレベル（0

ⅿ）かそれ以下の地帯。洪水や内水氾

濫、高潮で浸水被害を受けやすい。 

家屋倒壊等氾

濫想定区域 

川が氾濫した場合に、あふれた水や川

岸の侵食により、家屋が倒壊・流出す

るおそれがある区域。 

河川整備計画 河川整備基本方針に沿って、20～30 年

後の河川整備に関する目標を明確にし

て、河川の工事及び維持の両面にわた

り具体的な内容を定めた計画。 

急傾斜地崩壊

危険区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律に基づき、崩壊するおそれの

ある急傾斜地（傾斜度が 30 度以上の

土地）で、その崩壊により相当数の居

住者その他の者に被害のおそれのある

もの、及び急傾斜地に隣接する土地の

うち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発さ

れるおそれがないようにするため、一

定の行為制限の必要がある土地の区

域。市町村の意見を聞いて都道府県知

事が指定。 

居住誘導区域 人口減少の中にあっても一定エリアに

おいて人口密度を維持することによ

り、生活サービスやコミュニティが持

続的に確保されるよう、居住を誘導す

べき区域。立地適正化計画において市

町村が指定。 

 

業務継続計画 災害時に自らも被災し、人、物、情報

等利用できる資源に制約がある状況下

において、優先的に実施すべき業務

（非常時優先業務）を特定するととも

に、業務の執行体制や対応手順、継続

に必要な資源の確保等をあらかじめ定

め、地震等による大規模災害発生時に

あっても、適切な業務執行を行う 

ことを目的とした計画。 

緊急安全確保 以下の２つの意味がある。 

①（避難情報として）警戒レベル５緊

急安全確保は災害が発生・切迫した状

況で、住民などに命の危険から少しで

も身の安全を確保するよう指示するた

めに、市町村長が発令する避難情報。 

②（避難行動として）主に①の発令時

など、安全な避難ができない可能性が

ある状況下で命の危険から少しでも身

の安全を確保するためにとる次善の行

動。 

警戒レベル 災害時にとるべき行動や避難などの行

動を促す情報を、災害の切迫度に応じ

て５段階のレベルで表したもの。 

建設型応急 

住宅 

住家が全壊、全焼または流出し、居住

する住家がない者であって、自らの資

力で家を得ることができないものに、

建設し供与する住宅。 

広域避難 市町村の区域を越えた避難場所への避

難。 

公共施設等総

合管理計画 

高度経済成長期に整備された公共建築

物やインフラ施設（道路、橋梁、上水

道、下水道等）について、中長期的な

視点で財政負担の軽減・平準化を図る

とともに、公共施設等の適正配置を目 

指していくための基本的な考え方や方

向性を定めた計画。 

洪水氾濫 次の２つの意味がある。 

①大雨により川から水があふれて氾濫

すること（一般用語として使われ

る）。 

②大雨により川が増水すること（主に

土木用語として使われる）。 

高齢者居住安

定確保計画 

高齢者の居住の安定確保に関する法律

に基づき、都道府県の住宅部局と福祉

部局が共同で、高齢者に対する賃貸住

宅及び老人ホームの供給の目標、高齢

者居宅生活支援事業の用に供する施設

の整備の促進等を定める計画。 

高齢者等事前

避難対象地域 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表され、国から指示が発せら

れた場合に、市町が避難を呼びかける

は事前避難対象地域で、要配慮者に限

り後発地震に備え 1 週間避難を継続す

べき地域。 

 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 
 参考-2 

国土強靭化計

画 

大規模自然災害等に備えた国土全域に

渡る強靭な国づくりを推進するため

「強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土強

靭化基本法」に基づく計画。国は国土

強靭化基本計画、国土強靭化基本計画

を策定し、都道府県、市町村は国土強

靭化地域計画を策定。 

個別避難計画 近年の災害においても高齢者や障害者

が犠牲となっていることを受け、在宅

の避難行動要支援者ごとの避難計画を

定めるもの。令和３年 5 月の災害対策

基本法改正において、避難行動要支援

者ごとに「個別避難計画」の作成を市

町村の努力義務となった。 

コンパクト・

プラス・ネッ

トワーク 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方

都市において地域の活力を維持すると

ともに、医療・福祉・商業等の生活機

能を確保し、高齢者が安心して暮らせ

るよう地域公共交通と連携したコンパ

クトなまちづくりのこと。 

さ行 

災害に強いま

ちづくり計画 

本ガイドラインでは都市計画マスター

プラン、立地適正化計画防災指針、都

市防災総合推進事業や住宅市街地総合

整備事業の整備計画等、市街地の防災

性向上を図ることを目的として策定す

る計画等を指す。 

災耐化 建築物・構造物等を、地震・洪水・強

風・積雪など自然力の作用に抵抗する

ように整備し、災害時にその機能を保

持するという直接の防御対策 

自主防災組織 「自分たちの地域は自分たちで守る」

という自覚、連帯感に基づき、自主的

に結成する組織であり、災害による被

害を予防し、軽減するための活動を行 

う。災害対策基本法においては、「住 

民の隣保協同の精神に基づく自発的な

防災組織」と規定されている。 

止水板 豪雨や災害時に建物の中、地下などへ

水が流れ込むのを防ぐ板。家の玄関や

マンションのエントランス、地下鉄の

入り口などに設置して地下に水が流れ

込むのを防ぐ。 

地すべり防止

区域 

地すべり等防止法に基づき、国土交通

大臣または農林水産大臣が指定した地

すべり区域、地すべり区域に隣接する

区域を包括する区域。地すべりの発生

を助長・誘発するおそれのある一定の

行為(地下水の誘致、排除、切土等) 

について制限される。 

事前復興計画 復興体制、復興手順、復興訓練、基礎

データの整理、分析、復興まちづくり

の実施方針を含めた総合的な計画を指

す。 

住生活基本計

画 

住生活基本法に基づく住生活の安定の

確保及び向上の促進に関する基本的な

計画。国が定める全国計画と地方公共

団体が定める計画がある。 

償却・在庫資

産 

償却資産とは、土地及び家屋以外の事

業の用に供することができる資産で、

構築物、機会及び装置、船舶、車両、

工具、器具、備品等がある。 

在庫資産とは、営業目的で保有する資

産、または資産になる過程のもの。 

浸水警戒区域 滋賀県流域治水の推進に関する条例に

基づく、200 年に 1 回の割合で発生す

るものと予想される降雨が生じた場合

における想定浸水深を踏まえ、浸水が

発生した場合には建築物が浸水し、県

民の生命または身体に著しい被害を生

ずるおそれが認められる土地の区域で

一定の建築物の建築の制限をすべき区

域。滋賀県知事が指定。 

浸水継続時間 ある地点において氾濫水が到達した

後、屋外への避難が困難となり孤立す

る可能性のある浸水深 0.5ｍに達して

から、その水深を下回るまでにかかる

時間を示したもの。 

浸水想定区域 川が氾濫した場合に浸水するおそれが

ある区域。 

森林整備計画 森林法に基づき、市町村が講ずる森林

関係施策の方向、森林所有者等が行う

伐採、造林、森林の保護等の規範を定

める計画。市町村が定める。 

垂直避難 洪水や土砂災害時において自宅・施設

等の上階へ移動する避難方法。 

３Ｄ 
(スリーディー) 

three dimensions の略称で 3次元（立

体）を意味する。奥行と幅と高さがあ

る画像表示を指す用語。 

前線豪雨 寒気団と暖気団との境界線を前線とい

い、前線に伴って発生した著しい災害

をもたらした顕著な大雨現象。 

総合戦略 まち・ひと・しごと創生総合戦略。地

方における人口減少克服と活性化に向

けた基本方針、政策を示す計画。国で

はまち・ひと・しごと創生本部のも

と、まち・ひろ・しごと創生基本方

針、長期ビジョン・総合戦略を策定し

て施策を推進している。総合戦略は市

町村においても策定されている。 

た行 

耐火率 ある区域の全建築物の建築面積に対す

る耐火建築物の建築面積の割合。市街

地の燃えにくさや防火性能の指標とし

て用いられる。 

耐震改修促進

計画 

建築物の地震に対する安全性の確保と

向上を図るため、建築物の耐震改修の

促進に関する法律に基づく、建築物の

耐震改修を促進するための計画。 

耐浪化 建築物のＲＣ化等、建築物を津波に耐

えられる堅固な構造で建築すること。 
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災害に強いまちづくりガイドライン 
参考-3 

地域公共交通

網形成計画 

公共交通活性化再生法に基づく、持続

可能な地域公共交通網の形成に資する 

地域公共交通の活性化及び再生の推進

に関する基本的な方針、対象区域、目

標、実施する事業・実施主体、計画期

間などを定めた計画。地方公共団体が

策定する。 

地域福祉計画 社会福祉事業法に基づく、地域におけ

る高齢者の福祉、障害者の福祉、児童

の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項、福祉サービスの適

切な利用の推進に関する事項、地域福

祉に関する活動への住民の参加の促進

に関する事項等を定めた計画。 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域

福祉支援計画からなる。 

地域防災計画 災害対策基本法第 42 条の規定に基づ

き、災害に係わる事務又は業務に関

し，関係機関及び他の地方公共団体の

協力を得て，総合的かつ計画的な対策

を定めた計画。都道府県あるいは市町

村長を会長とする地方防災会議で決定

される。 

地区防災計画 平成 25 年の災害対策基本法の改正に

より創設された、市町村の一定の地区

内の居住者及び事業者（地区居住者

等）による自発的な防災活動に関する

計画づくりのための制度。 

治水地形分類

図 

治水対策を進めることを目的に、国・

都道府県が管理する河川の流域のうち

主に平野部を対象として、扇状地、自

然堤防、旧河道、後背湿地などの詳細

な地形分類及び堤防などの河川工作物

等を表示している主題図。土地の成り

立ちを理解でき、そこから起こりうる

水害や地震災害などに対する自然災害

リスクを推定することが可能。国土地

理院で公表。 

地理空間情報 空間上の特定の地点又は区域の位置を

示す情報（位置情報）とそれに関連付

けられた様々な事象に関する情報、も

しくは位置情報のみからなる情報。地

理空間情報には、地域における自然、

災害、社会経済活動など特定のテーマ

についての状況を表現する土地利用

図、地質図、ハザードマップ等の主題

図、都市計画図、地形図、地名情報、

台帳情報、統計情報、空中写真、衛星

画像等の多様な情報がある。 

賃貸型応急 

住宅 

住家が全壊、全焼または流出し、居住

する住家がない者であって、自らの資

力で家を得ることができないものに、

民間住宅を借り上げて供与する住宅。 

津波災害警戒

区域 

津波が発生した場合に、住民等の生

命、身体に危害が生じるおそれがある

と認められる土地の区域。警戒避難体

制を特に整備する。津波防災地域づく

りに関する法律に基づき都道府県知事

が指定。 

津波災害特別

警戒区域 

津波が発生した場合に建築物が損壊ま

たは浸水し、住民等の生命、身体に危

害が生じるおそれがあり、一定の開発

行為及び一定の建築物の制限、用途の

変更の制限をすべき土地の区域。 

津波防災地域づくりに関する法律に基

づき都道府県知事が指定。 

津波防災地域

づくり推進計

画 

津波浸水想定区域内の土地利用や警戒

避難体制の整備、津波防災地域づくり

の推進のために行う事業等を規定。津

波防災地域づくりに関する法律に基づ

き市町村が作成。 

低炭素まちづ

くり計画 

社会経済活動その他の活動に伴って発

生する温室効果ガスの相当部分が都市

において発生していることを踏まえ、

都市の構造の見直しなども含め温室効

果ガスの排出量を抑える都市を形成し

ていくための計画。 

特定避難困難

区域 

津波浸水想定区域や津波災害警戒区域

のうち、避難対象地域外や避難対象地

域内の津波避難ビル等への避難が困難

となる地域。 

都市機能 商業、業務、居住、文化、福祉、行政

など都市における活動において必要な

機能。 

都市計画区域

マスタープラ

ン 

都市計画法に定められている「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方

針」。都道府県が策定。 

都市計画道路 都市の骨格を形成し、安心で安全な市

民生活と機能的な都市活動を確保す

る、都市交通における最も基幹的な都

市施設として都市計画法に基づいて都

市計画決定された道路。 

都市計画マス

タープラン 

都市計画法において、「市町村は、議

会の議決を経て定められた当該市町村

の建設に関する基本構想並びに都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針に

即し、当該「市町村の都市計画に関す

る基本的な方針」を定めるものとす

る」、とされている。ここでいう「市

町村の都市計画に関する基本的な方

針」を、「市町村マスタープラン」あ

るいは「都市計画マスタープラン」と

称する。 

都市構造 都市の姿を骨格構造として表現するも

の。点「拠点」、線「軸」、面「土地利

用」の 3 つの要素を概念的に捉えて

図化され示される。 

土砂災害警戒

区域 

急斜面が崩れるなど土砂災害が発生し

た場合に住民などの生命又は身体に危

害が生ずるおそれのある区域。 

土砂災害特別

警戒区域 

急斜面が崩れるなど土砂災害が発生し

た場合に住民などの生命又は身体に著

しい危害が生ずるおそれのある区域。 

な行 

内水氾濫 雨水が排水施設で川に排水できずに、

宅地などにあふれること。雨水出水と

も言う。 



 

災害に強いまちづくりガイドライン 
 参考-4 

南海トラフ地

震臨時情報 

南海トラフ沿いで異常な現象が観測さ

れ、その現象が南海トラフ沿いの大規

模な地震と関連するかどうか調査を開

始した場合、または調査を継続してい

る場合、観測された異常な現象の調査

結果を発表する場合に気象庁から発表

される、南海トラフ全域を対象に地震

発生の可能性の高まりについて知らせ

るもの。 

逃げなきゃコ

ール 

離れた場所に暮らす高齢者等の家族に

危険が差し迫った場合、家族が直接電

話をかけて避難行動を呼びかける、登

録型のプッシュ型メールシステム。 

二線堤 本堤背後の堤内地に築造される堤防。

控え堤、二番堤とも言う。本堤が破堤

した場合に、洪水氾濫の拡大を防ぎ被

害を最小限にとどめる役割を果たす。 

年超過確率 洪水の規模を示す場合に用いる指標。

平均して何年に１度の割合でその値を

超過する洪水が発生するかを示す。

「年超過確率１／１００の洪水」とい

う場合、その規模を超える洪水が１０

０年間に１回しか発生しないという意

味ではなく、２年連続で発生したり、

今年発生したりする可能性もある。 

農業振興地域

整備計画 

農業振興地域の整備に関する法律に基

づく、農業の振興を図ることが必要と

認められる地域おいて、農業の健全な

発展を図ることを目的に定められた計

画。市町村が策定する。 

は行 

ＢＣＰ（ビー

シーピー） 

事業継続計画（Business Continuity 

Plan）。企業が、テロや災害、システ

ム障害や不祥事といった危機的状況下

に置かれた場合でも、重要な業務が継

続できる方策等を記述した計画。 

避難確保計画 水防法、土砂災害防止法に基づく、浸

水想定区域や土砂災害警戒区域内の要

配慮者施設における、利用者の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要

な事項を定めた計画。対象となる要配

慮者利用施設管理者が策定する。 

避難可能距離 津波が到達するまでに避難できると考

えられる距離。災害時の歩行速度に避

難可能時間を乗じて算出。 

避難可能時間 津波が到達するまでに避難ができる時

間。津波到達予想時間から避難開始時

間、避難場所までの移動に要する時間

を減じて算出。 

避難指示 災害が発生するおそれが高まった状況

で、住民などに危険な場所から避難す

るよう指示するために、市町村長が発

令する避難情報。警戒レベル４。 

避難準備・高

齢者等避難開

始 

災害が発生するおそれがある状況で、

高齢者や障害のある方及びその支援者

等に避難を促すために、市町村長が発

令する避難情報。警戒レベル３。 

 

復興事前準備 平時から災害が発生した際のことを想

定し、どのような被害が発生しても対

応できるよう、復興に資するソフト的

対策を事前に準備しておくこと。 

不燃領域率 市街地の燃えにくさを表す指標で、市

街地面積に占める耐火建築物の敷地及

び幅員 6 ｍ以上の道路等の公共施設

面積の割合。不燃領域率 40％以上とな

ると最低限の安全性が確保された市街

地、70％以上となると殆ども得ない市

街地として評価される。 

PRATEAU 

（プラトー） 

国土交通省が整備を進めている、日本

全国の 3D 都市モデルの整備・オープ

ンデータ化プロジェクト。浸水想定区

域図を 3D 都市モデルに重ねること

で、避難場所の検討などの防災政策の

高度化を図るといった用途を想定。 

防災活動拠点 災害 時に 防災 活動の拠点となる施

設や場所のこと。 平常時には防災講

習・訓練や地域住民の憩いの場として

活用される。 

防災行政無線 国及び地方公共団体が構築している、

非常災害時における災害情報の収集・

伝達手段の確保を目的とした通信網。 

防災士 NPO 法人日本防災士機構が認証する資

格。地域の防災活動のリーダー役を果

たすこと、災害時の応急活動や被災地

支援活動等を行うことが期待されてい

る。 

防災指針 防災の観点を取り入れたまちづくりを

加速化させるため、立地適正化計画の

一部として、居住誘導区域内の防災対

策を記載する項目。 

ま行 

マイ・タイム

ライン 

水害や土砂災害などから命を守る避難

行動がとれるよう、予め自分自身がと

るべき行動を時間に沿って整理したも

の。個人や家族の防災行動計画。 

まちづくり協

議会 

地域の身近な課題の解決に向けて、地

域住民等が一体となって課題解決に取

り組む組織。 

水災害 本ガイドラインでは、洪水、内水氾濫

（雨水出水）、高潮及び土砂災害を指

す 

密集市街地 老朽木造建築物が相当含まれ、かつ道

路などの公共施設の整備水準が低く、

防災機能が確保されていない市街地。 

や行 

遊水地 河川に接する土地の一部を堤防で囲

み、その中を掘り下げて造る治水施

設。洪水時の河川水位上昇に伴い、河

川の水が上流側の越流堤から遊水地内

に流れ込み、水を貯める。 
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ユニバーサル

デザイン 

年齢、性別、身体、言語など、人々が

持つ様々な特性や違いを超えて、はじ

めから、できるだけすべての人が利用

しやすいように配慮した環境、建物、

製品等のデザインをしていこうという

考え方。 

要配慮者利用

施設 

社会福祉施設、学校、医療施設その他

の主として防災上の配慮を要する者が

利用する施設。 

ら行 

立地適正化 

計画 

都市再生特別措置法に基づき、「コン

パクトシティ・プラス・ネットワー

ク」のまちづくりを推進するためのマ

スタープラン。 

流域治水 気候変動の影響による水災害の激甚

化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、

ダムの建設・再生などの対策をより一

層加速するとともに、集水域（雨水が

河川に流入する地域）から氾濫域（河

川等の氾濫により浸水が想定される地

域）にわたる流域に関わるあらゆる関

係者が協働して水災害対策を行う考え

方。 

流域治水 

プロジェクト 

流域治水の考え方に立ち、河川整備に

加え、流域の市町村などが実施する雨

水貯留浸透施設の整備や災害危険区域

の指定等による土地利用規制・誘導

等、都道府県や民間企業等が実施する

利水ダムの事前放流等、治水対策の全

体像を示したもの。令和 3 年 3 月 30

日に全国 109 全ての一級水系等で策

定・公表 

レッドゾーン 土砂災害特別警戒区域、地すべり防止

区域、急傾斜地崩壊危険区域を指す。

これに対し土砂災害警戒区域はイエロ

ーゾーンと言われる。 

津波災害特別警戒区域のうち、特に迅

速な避難が困難な区域で、住宅など市

町村の条例で定める用途の建築とその

ための開発行為に関して、居室の床面

の高さや構造等を津波に対して安全な

ものとするために市町村の条例で指定

する区域もレッドゾーンと言われる。 

わ行 

ワークショッ

プ 

住民差参加型の活動形態のひとつ。参

地域にかかわるさまざまな立場の人々

が自ら参加して、意見交換や共同作業

を通じて地域社会の課題を解決するた

めの改善計画立案や、取組推進のため

に行う。 

わたしの避難

計画 

静岡県が作成し県下の市町村に提供す

る各世帯の避難計画を作成するための

様式。 
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